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wh．tu

【
要
約
】
　
徳
川
譜
代
の
筆
頭
と
し
て
活
躍
し
た
彦
根
藩
主
井
伊
氏
の
旧
地
で
あ
る
浜
名
湖
の
北
辺
、
井
伊
谷
・
気
賀
地
方
に
は
、
近
世
を
つ
う
じ
て
井
伊

谷
五
近
藤
家
領
と
称
せ
ら
れ
る
旗
本
領
が
展
開
し
て
い
た
。
近
藤
家
は
中
世
末
期
よ
り
井
伊
谷
に
在
住
し
て
永
禄
＝
年
（
一
五
六
八
）
の
徳
川
家
康
の

遠
州
経
略
の
手
び
き
を
な
し
た
功
臣
と
し
て
出
世
し
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
は
大
名
格
と
し
て
父
祖
の
袋
井
伊
谷
に
陣
屋
を
構
え
た
が
、
ほ
ど
な

く
領
地
を
解
体
分
知
し
て
、
金
指
・
井
伊
谷
・
気
賀
・
大
谷
・
石
岡
の
五
旗
本
家
領
を
析
出
さ
せ
た
。
こ
れ
は
近
世
に
数
多
い
大
名
失
格
の
う
ち
極
め
て

特
異
な
事
例
と
い
え
る
が
、
本
稿
で
は
五
家
の
領
地
の
分
布
と
変
遷
を
あ
と
づ
け
、
旗
本
領
へ
の
解
体
分
知
が
、
姫
街
道
の
要
衝
気
賀
関
の
管
理
と
関
連

が
深
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
分
知
解
体
後
も
、
旧
井
伊
谷
野
本
高
と
い
う
連
帯
は
強
く
、
気
賀
宿
の
助
郷
圏
に
も
反
映
し
て
い
た
。
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の

近
藤
家
領
の
な
か
で
、
気
賀
近
藤
家
の
陣
屋
所
在
地
で
あ
り
、
関
所
と
宿
揚
が
お
か
れ
た
要
地
気
賀
を
と
り
あ
げ
、
近
世
の
村
落
体
制
を
分
析
し
た
。
こ

こ
は
行
政
的
に
は
大
き
く
一
村
に
画
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
　
「
内
証
わ
け
」
さ
れ
て
、
七
価
の
構
成
村
と
町
・
老
ケ
谷
新
田
の
九
単
位
か
ら
成
立
し
て
い
允
っ

て
う
し
た
複
合
的
藩
政
村
形
成
の
要
因
と
し
て
、
三
方
原
原
野
の
入
会
権
、
湖
岸
の
新
田
開
発
、
漁
業
権
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た
結
果
、
近
世
を

つ
う
じ
て
各
構
成
客
間
の
錯
綜
関
係
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
、
中
世
的
な
歴
史
的
領
域
で
あ
る
気
賀
荘
と
い
う
地
域
が
、
関
所
の
管
理
と
い
う
条
件
に
も
支

え
ら
れ
て
、
他
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
構
成
集
落
を
基
礎
と
す
る
近
世
的
な
村
へ
分
解
せ
ず
に
、
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
六
巻
六
号
　
一
九
七
三
年
十
一
月

井
伊
谷
と
近
藤
氏

・
研
究
の
意
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

筆
者
は
か
つ
て
藩
政
村
（
近
世
の
行
政
村
）
の
規
模
に
つ
い
て
国
別
に
論
じ
、
地
勢
・
生
活
様
式
・
集
落
形
態
な
ど
の
地
理
的
要
因
と
な
ら
ん
　
6
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で
、
領
主
が
年
貢
徴
収
の
基
盤
と
し
て
の
村
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
つ
い
て
の
相
違
が
、
藩
政
村
の
構
成
に
種
々
の
地
域
差
を
生
ぜ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
た
こ
と
を
展
望
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
近
世
の
地
域
性
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
中
世
的
な
歴
史
的
領
域
と
い
え
る
郷
（
荘
）
が
、
近
世
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
い
て
い
か
に
継
承
さ
れ
、
変
容
さ
れ
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
問
題
提
起
を
な
し
、
若
干
の
事
例
を
報
告
し
た
。
さ
ら
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
従
来
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
極
め
て
少
な
か
っ
た
旗
本
領
の
分
布
と
性
格
に
つ
い
て
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
整
理
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
筆
者
が
最
近
関
心
を
懐
い
て
い
る
近
世
の
歴
史
的
領
域
に
関
す
る
三
つ
の
課
題
を
、
い
か
に
結
合
さ
す
か
に
つ
い
て
の
事
例
研
究

が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
2
　
古
代
・
中
世
の
井
伊
谷

　
こ
う
し
た
意
図
に
適
合
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
着
電
し
た
の
は
、
浜
名
湖
の
北
岸
、
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
・
井
伊
谷
地
方
で
、
こ
こ
は
浜

名
湖
に
注
ぐ
第
一
の
河
川
都
田
川
と
そ
の
支
流
井
伊
谷
川
、
さ
ら
に
そ
の
支
流
神
宮
寺
川
の
河
谷
を
中
心
と
し
、
北
方
は
峠
を
へ
だ
て
て
奥
三

河
設
楽
郡
の
山
地
に
つ
づ
い
て
い
る
。
和
名
抄
郷
名
に
よ
れ
ば
、
気
賀
を
中
心
と
す
る
伊
福
郷
、
井
伊
谷
を
中
心
と
す
る
滑
伊
郷
を
主
と
し
、

叙
述
の
つ
こ
う
で
金
指
・
黒
田
を
中
心
と
す
る
刑
部
郷
、
都
田
を
中
心
と
す
る
京
田
郷
の
地
域
も
と
り
あ
げ
る
。
都
田
川
下
流
域
に
は
条
里
の

遺
構
も
検
証
さ
れ
、
式
内
社
は
潤
伊
神
社
（
滑
伊
郷
神
宮
寺
村
）
、
乎
豆
神
社
（
上
刑
部
村
）
、
蜂
前
神
社
（
祝
田
村
）
、
須
倍
神
社
（
都
田
村
）
と
密
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
高
い
。
式
内
三
宅
神
社
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
、
　
「
遠
江
国
風
土
記
伝
」
に
よ
れ
ば
、
井
伊
谷
村
の
二
之
宮
大
明
神
を
比
定
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

式
内
社
を
も
た
な
い
伊
福
郷
の
気
賀
油
田
に
鎮
座
し
て
い
た
屯
倉
神
社
に
も
と
め
る
意
見
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
明
確
な
式
内
社
（
式
内
社
の
な
い

伊
福
郷
の
場
合
は
後
述
す
る
現
在
の
細
江
神
社
）
は
、
近
年
に
お
い
て
も
郷
村
結
合
の
中
核
と
な
っ
て
お
り
、
律
令
下
の
郷
体
制
が
、
い
ま
な
お
地

域
単
位
と
し
て
の
意
味
を
失
な
っ
て
は
い
な
い
。

　
中
世
に
お
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
気
賀
荘
や
井
伊
谷
郷
（
荘
）
な
ど
の
地
域
名
称
が
史
料
に
み
え
る
が
、
そ
の
実
態
は
必
ら
ず
し
も
解
明
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
て
い
な
い
。
た
だ
後
の
彦
根
藩
主
の
租
、
井
伊
氏
が
当
地
に
土
着
し
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
宗
良
親
王
を
擁
し
て
、
北
朝
に
長
く
抵
抗
し
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
ま
た
南
北
朝
期
の
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
の
後
光
厳
天
皇
論
旨
が
熊
野
驚
嘆
大
社
に
あ
り
、
そ
の
際
の
伝
達
状
に
は
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「
遠
江
熱
病
領
三
保
目
録
」
一
通
が
添
え
ら
れ
、
当
時
の
国
衙
領
が
通
観
で
き
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
　
「
井
伊
郷
廿
一
石
二
斗
一
升
二
合
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
り
、
こ
の
あ
た
り
に
国
衙
領
の
存
在
が
し
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
井
伊
氏
は
同
族
の
奥
山
・
笹
瀬
・
早
田
氏
な
ど
と
と
も
に
、
応
安
四
年
（
一

三
七
一
）
に
は
君
ま
る
今
川
了
俊
の
九
州
遠
征
に
従
軍
し
、
斯
波
氏
守
護
の
時
に
は
有
力
国
人
層
の
一
翼
と
し
て
、
斯
波
氏
に
相
対
的
に
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
領
主
的
地
位
を
保
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
井
伊
馬
は
し
だ
い
に
戦
国
大
名
に
成
長
し
て
い
っ
た
今
川
氏
の
被
官
と
な
り
、
永
禄
五
年

（一

ﾜ
六
二
）
、
井
伊
直
親
は
家
臣
小
野
但
馬
の
誕
に
あ
い
、
今
川
属
真
に
討
伐
さ
れ
て
よ
り
苦
難
の
道
を
辿
り
、
遺
児
の
直
政
が
天
正
三
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

五
七
五
）
に
家
康
に
見
出
さ
れ
て
、
父
祖
の
旧
地
井
伊
谷
に
復
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
3
　
井
伊
谷
三
人
衆
の
拾
頭

　
井
伊
氏
零
落
の
閾
、
東
海
地
方
を
め
ぐ
る
諸
雄
の
微
妙
な
力
関
係
を
反
映
し
て
、
井
伊
谷
七
人
衆
と
よ
ば
れ
る
諸
家
が
こ
の
地
方
に
割
拠
し

た
。
七
人
衆
の
う
ち
近
藤
氏
は
井
伊
谷
、
鈴
木
氏
は
瀬
戸
、
菅
沼
氏
は
祝
田
、
小
野
瀬
は
小
野
に
本
拠
を
構
え
、
そ
の
勢
力
均
衡
の
う
え
に
情

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

勢
は
流
動
的
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
近
藤
康
用
・
鈴
木
重
時
・
菅
沼
忠
久
の
一
二
属
は
永
禄
＝
年
（
一
五
六
八
）
一
二
月
に
、
徳
川
家
康
の
遠
州

経
略
へ
の
案
内
役
を
つ
と
め
、
井
伊
谷
三
入
衆
と
よ
ば
れ
、
そ
の
賞
と
し
て
、
家
康
か
ら
所
領
の
宛
行
状
と
誓
書
を
え
た
。

　
こ
の
感
状
に
は
、

　
「
一
、
井
伊
谷
跡
職
新
地
本
地
一
円
出
置
事
　
但
是
は
五
百
貫
文
之
事
　
一
、
二
俣
左
衛
門
跡
職
　
円
　
一
、
高
齢
曽
子
方
幹
事
　
一
、
高

　
　
梨
　
一
、
気
賀
之
郷
　
一
、
か
ん
ま
之
郷
　
一
、
ま
ん
こ
く
橋
づ
め
共
　
一
、
山
田
　
一
、
川
合
　
一
、
か
や
は
　
一
、
国
領
　
一
、
野

　
　
辺
　
一
、
か
ん
さ
う
　
一
、
あ
ん
ま
之
郷
　
一
、
人
見
之
郷
井
新
橋
小
沢
渡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
一
五
か
所
が
所
領
と
し
て
三
重
に
宛
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
遠
江
十
五
郷
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
地
名
は
完
全
に
は
比
定
し
え
な

い
が
、
対
象
地
域
一
円
に
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
こ
の
時
期
に
は
宛
行
状
に
も
三
人
衆
が
一
括
し
て
記
さ
れ
、
・
井
伊
谷
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑬

の
番
手
と
し
て
三
人
衆
が
与
力
・
同
心
な
ど
を
率
い
て
輪
番
的
に
城
に
駐
屯
し
A
三
人
が
ま
と
め
ら
れ
て
城
主
扱
か
い
の
待
遇
を
ヶ
け
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
　
三
方
原
の
戦
に
よ
る
徳
川
氏
の
敗
北
に
よ
り
、
　
こ
の
地
方
は
武
田
氏
の
勢
力
下
に
帰
し
、
気
賀
の
土
豪
中
村
肥
後
守
が
天
正
二
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年
（
一
五
七
四
）
一
一
月
に
武
田
氏
に
よ
り
、
遠
州
八
幡
嶋
之
内
弐
拾
貫
文
と
同
所
に
屋
敷
三
間
を
、
こ
の
地
方
進
入
の
際
の
案
内
者
の
功
績
と

　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
宛
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
天
正
一
〇
年
、
武
田
氏
の
減
亡
に
よ
り
、
再
び
井
伊
谷
三
人
衆
の
名
が
登
場
す
る
。
天
正
一
八
年
の
「
み
た
け

村
御
縄
打
野
帳
」
の
宋
尾
に
あ
る
屋
敷
帳
に
は
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
左
）

　
　
弐
拾
七
坪
　
　
二
郎
右
方
　
　
五
郎
右
衛
門
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
左
）

　
　
弐
拾
坪
　
　
　
　
同
方
　
　
　
　
　
＋
伺
衛
黒
門
六
居

　
　
拾
六
坪
　
　
　
平
兵
方
　
　
　
九
郎
右
衛
門
居

　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
右
）
　
　
　
　
　
（
左
衛
門
太
郎
）

　
　
弐
拾
四
坪
　
　
同
方
　
　
　
　
右
近
七
居

　
　
（
六
拾
）

　
　
弐
拾
弐
坪
　
　
三
方
　
　
　
　
慶
蔵
庵
居

　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
八
拾
七
）

　
　
　
　
屋
敷
合
　
　
八
拾
坪

　
　
　
　
　
両
三
人
之
方
　
　
菅
沼
二
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
藤
平
右
衛
門
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
⑮

と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
郎
右
は
菅
沼
氏
、
平
兵
は
鈴
木
属
、
そ
れ
に
所
論
文
に
あ
る
平
右
は
近
藤
残
で
あ
り
、
三
人
衆
は
こ
こ
で
も
一
括
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
ら
わ
れ
、
井
伊
谷
の
北
東
約
ニ
キ
ロ
の
山
間
部
に
あ
る
三
嶽
村
に
お
い
て
は
、
各
人
に
属
す
る
家
来
百
姓
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
頃
か
ら
井
伊
氏
の
頭
角
が
ぬ
き
ん
で
て
き
、
祖
地
井
伊
谷
も
井
伊
氏
の
領
地
と
な
り
、
三
人
衆
も
井
伊
氏
の
被
官
と
な
り
、
三
嶽
村
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

方
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
「
御
縄
打
野
帳
」
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
近
藤
・
鈴
木
・
菅
沼
の
三
氏
を
井
伊
谷
三
人
衆
と
よ
ぶ
こ
と
は
、
瀬
戸
・
当
身
を
含
め
た
都
心
川
下
流
域
の
総
称
と
し
て
井
伊
谷
と

い
う
地
域
名
称
が
あ
っ
た
と
推
察
せ
し
め
、
ま
た
永
禄
～
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
に
今
川
女
真
が
瀬
戸
宝
久
に
宛
て
た
「
壷
井
伊
谷
所
々
買
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
よ
う

地
面
事
」
と
題
す
る
買
得
地
安
堵
の
判
物
に
お
い
て
、
名
に
冠
せ
ら
れ
た
地
名
と
し
て
上
都
田
・
下
都
田
・
赤
絵
・
祝
預
・
瀬
戸
が
あ
り
、
井
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⑱

伊
谷
の
地
名
が
か
な
り
広
域
を
さ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
4
　
旗
本
五
近
藤
家
の
成
立

　
家
康
の
関
東
入
部
後
、
井
伊
直
政
は
上
野
国
箕
輪
城
主
に
累
進
し
た
が
、
近
藤
秀
用
（
康
用
の
子
）
は
父
と
と
も
に
勲
功
釣
書
の
た
め
、
井
伊

氏
の
下
に
つ
く
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
、
直
参
旗
本
を
希
望
し
た
。
井
伊
氏
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、
秀
出
は
浪
人
と
な
っ
た
が
、
直
政
の
死

後
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
、
秀
忠
に
召
さ
れ
て
五
千
石
の
旗
本
に
と
り
た
て
ら
れ
、
上
州
邑
楽
郡
青
柳
に
采
地
を
与
え
ら
れ
、
同
一
九
年
相

摸
国
で
一
万
石
を
加
増
さ
れ
、
一
万
五
千
石
の
大
名
格
と
な
り
、
小
田
原
城
城
番
を
つ
と
め
、
大
坂
の
陣
に
武
功
を
た
て
た
。
元
和
元
年
（
一

六
一
五
）
に
二
男
用
可
に
五
千
石
余
を
分
知
し
て
一
万
石
と
な
り
、
・
光
和
五
年
、
徳
川
頼
宣
が
駿
遠
の
太
守
か
ら
和
歌
山
に
転
じ
る
と
、
近
藤

秀
用
は
旧
領
の
故
を
も
っ
て
井
伊
谷
に
転
封
を
願
い
、
許
さ
れ
て
井
伊
谷
に
陣
屋
を
築
き
、
周
辺
に
約
一
万
石
の
領
地
を
か
た
め
た
。
し
か
し

翌
六
年
に
嫡
孫
諸
賢
を
紀
州
家
家
臣
よ
り
旗
本
へ
の
取
立
を
願
い
、
三
一
四
〇
石
余
を
分
知
し
、
一
年
に
し
て
大
名
の
格
式
を
失
な
っ
た
。
そ

の
後
、
元
和
七
年
に
は
相
州
に
お
い
て
二
千
石
器
の
馬
飼
料
の
加
増
が
あ
り
、
さ
ら
に
新
田
も
加
え
ら
れ
、
八
九
四
〇
石
瀬
の
大
旗
本
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

寛
永
八
年
（
エ
ハ
三
一
）
に
一
生
を
閉
じ
た
。

　
近
藤
氏
の
動
向
は
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、
近
藤
氏
復
帰
ま
で
の
領
主
の
移
動
を
気
賀
に
つ
い
て
み
る
と
、
永
禄
一
二
年
（
一
五

六
九
）
よ
り
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
ま
で
は
本
多
作
左
衛
門
の
支
配
、
同
年
よ
り
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
ま
で
は
石
川
伯
茎
立
の
知
行
、
同

年
よ
り
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
ま
で
は
堀
尾
帯
刀
の
支
配
、
同
年
よ
り
同
一
四
年
ま
で
石
川
半
三
郎
の
知
行
、
同
年
よ
り
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ま
で
は
駿
河
中
将
（
頼
宣
）
の
領
地
で
、
安
藤
帯
刀
・
彦
坂
五
兵
衛
が
支
配
し
、
支
配
老
の
交
替
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。

　
近
藤
盤
質
の
死
後
、
そ
の
旧
領
は
｝
族
に
分
知
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
旗
本
五
近
藤
家
を
創
出
し
、
解
体
し
て
し
ま
う
。
そ
の
経
緯
を
「
寛
政

重
修
諸
家
譜
」
に
よ
り
あ
と
づ
け
て
み
る
（
第
一
表
「
近
藤
家
略
系
」
参
照
）
。

　
e
秀
用
の
嫡
孫
需
用
は
先
述
し
光
よ
う
に
、
元
和
六
年
に
祖
父
の
領
地
井
伊
谷
の
三
一
四
〇
石
墨
を
分
知
さ
れ
、
新
田
を
加
え
て
三
二
三
〇

石
を
知
行
し
、
寛
永
八
年
に
祖
父
の
死
後
、
網
点
の
う
ち
遠
江
国
引
佐
・
長
上
・
豊
田
郡
と
相
模
国
に
お
い
て
二
二
二
〇
石
を
分
知
さ
れ
、
計
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第1表近藤家略系（「寛政家譜」による）

康用

　井伊谷三人衆

秀用

一u

一D

天正19

元和元

1！　5

11　6

11　7

寛永2

一用忠一二歩

L5万石（相模，上野）

用可に5000石分知

井伊谷に転封

貞用に3140石分知

相模国で2000石加増

新田を併せ8940石余

季用

慶長5　父祖の1日目井伊谷にて

　　　　3050石園

一用可一

　　元和元

　　11　5

自用

元和6

寛永2

ク　8

一　　　　　　　　一用行

父秀用より500G石分知

気賀に移封

　　　　　　　　　　　　　！一

　　　　　　　　　　　一用治

　　　　　　　　　　　　　ク

井伊谷の旧地3140石を祖父秀

用より分知

新田を壬下せ323G石余

韻用の遺領2220石を分知，計

5450石

→〔金指近藤〕

一ロー剛将

寛永8　祖父秀用の遺領5450石（含
　　　　相州）を分知

→〔大谷近藤〕

用久

寛永元　2000石を弟より分知（庶子の

　　　　ため）

　　8　祖父秀用の遺領400石を分知

〃玲　遠州榛原郡で500石加増
　　　　i新田を併せ3000石

　　　　　　　　　　　ロー一用清→〔気賀近藤〕
寛永元肥を併ぜ3350石　　元禄5500石を
　　　　（2000石を兄に分知）　　　　　　弟に分知

　　8　祖父の遺領540石分　　　　　　　3400石余

　　　　知　　　　　　　　　一用相

　　　　　af3900石心　　　　　　元禄5　父の遺領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500石

　　　　　　　　　　　　　　　ク10　兄の家を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継ぎ収公

　　用脚　　　　　　　　　　　　　　→〔井伊谷近藤〕

　　　頁享元　父の遺領のうち5000石

　一口賢

　　　　ク　　〃　　45G石（於棉州）

寛永8

ク　10

慶安4

伯父秀用の遺領320石余分知

200石（於相州）加増

300fgojllmp

元禄10　囲米を改めて，武蔵・上野両国で300石，計820石

》〔花岡近藤〕

（め

潤
j

鐙
卜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

五
四
五
〇
石
を
知
行
、
金
指
に
陣
屋
を
お
い
た
の
で
金
指
近
藤
と
よ
ば
れ
た
。

　
◎
秀
用
の
こ
男
用
可
は
、
元
和
元
年
の
大
坂
の
陣
に
父
の
請
に
よ
り
旗
本
に
列
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
父
の
領
地
の
う
ち
五
千
石
余
を
分
知

さ
れ
、
父
に
附
随
し
て
遠
江
国
引
佐
・
長
上
・
麓
玉
・
敷
知
四
脚
の
地
に
知
行
地
を
移
さ
れ
、
そ
の
子
用
治
は
引
佐
郡
気
賀
に
陣
屋
を
構
え
、

後
述
す
る
よ
う
に
本
坂
越
の
関
所
を
守
り
、
交
替
寄
合
の
家
格
に
列
せ
ら
れ
た
。
の
ち
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
、
知
行
地
の
う
ち
二
千
石
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

庶
兄
心
行
に
わ
か
ち
、
翌
工
年
に
は
新
田
を
加
え
三
三
五
〇
石
余
の
朱
印
状
を
賜
っ
た
。
そ
の
後
、
同
八
年
に
父
秀
用
の
遺
領
の
う
ち
、
引

佐
・
豊
田
・
敷
知
三
郡
で
五
四
〇
石
を
分
知
さ
れ
、
計
三
九
〇
〇
石
余
を
知
行
し
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
そ
の
嫡
孫
用
清
の
網
続
の
時
、
用

清
の
襲
用
相
（
采
女
）
に
、
敷
幅
・
豊
田
両
面
の
う
ち
に
て
、
五
〇
〇
石
を
分
知
し
た
た
め
、
三
四
〇
〇
石
の
旗
本
と
な
り
、
気
賀
近
藤
と
い
わ

れ
た
。
な
お
五
〇
〇
石
を
分
知
さ
れ
た
用
相
は
、
ま
も
な
く
元
禄
一
〇
年
に
気
賀
近
藤
本
家
の
養
子
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
家
は
絶
え
、
知
行

　
　
　
　
　
　
㊧

地
は
収
公
さ
れ
た
。

　
⇔
用
脚
の
長
男
（
自
治
の
庶
兄
）
暴
行
は
庶
子
の
た
め
家
督
を
つ
が
ず
、
寛
永
元
年
に
敷
知
・
長
上
両
郡
の
う
ち
で
二
千
石
を
分
知
さ
れ
、
の

ち
敷
知
郡
の
知
行
地
の
一
部
を
引
佐
郡
に
替
え
ら
れ
、
同
八
年
に
祖
父
秀
用
の
遺
憾
敷
知
・
豊
田
両
郡
に
お
い
て
四
〇
〇
石
を
分
知
、
同
一
〇

年
に
榛
原
郡
で
五
〇
〇
石
を
加
増
さ
れ
て
三
千
石
の
旗
本
と
な
り
、
天
保
期
ま
で
代
々
、
引
佐
郡
大
谷
村
に
陣
屋
を
お
い
た
の
で
、
大
谷
近
藤
と

　
　
　
⑳

よ
ば
れ
た
。

　
⑳
秀
用
の
四
男
用
義
の
嫡
男
用
将
は
寛
永
八
年
に
、
祖
父
秀
用
の
遺
領
の
う
ち
、
遠
江
国
引
佐
・
耳
玉
・
豊
田
三
郡
と
相
模
国
に
お
い
て
五

四
五
〇
石
窯
を
分
知
さ
れ
、
死
後
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
二
男
用
賢
に
相
州
の
領
地
の
う
ち
四
五
〇
石
余
を
分
け
た
た
め
五
千
石
の
旗
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
な
り
、
近
藤
家
の
本
拠
で
あ
る
井
伊
谷
に
陣
屋
を
お
い
た
の
で
、
井
伊
谷
近
藤
と
よ
ば
れ
る
。

　
㈲
康
用
の
四
男
用
忠
の
子
用
サ
も
、
寛
永
八
年
に
伯
父
秀
用
の
遺
題
三
二
〇
石
を
引
佐
・
豊
田
両
郡
に
お
い
て
分
知
さ
れ
、
そ
の
後
相
模
国

で
新
知
二
〇
〇
石
と
厘
米
三
〇
〇
俵
を
加
点
さ
れ
、
そ
の
子
用
久
の
代
に
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
の
地
方
直
し
の
際
に
魔
米
を
改
め
て
、
武

蔵
・
上
野
両
国
で
三
〇
〇
石
を
賜
わ
り
、
計
八
二
〇
石
を
知
行
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
家
は
遠
州
よ
り
も
関
東
に
知
行
地
を
多
く
も
っ
て
お
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旗本領と近世の郷荘（山澄）

り
、
陣
屋
も
構
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
遠
州
の
知
行
地
の
村
名
石
岡
村
（
豊
田
郡
）
・
花
平
村
（
引
佐
郡
）
を
と
っ
て
石
岡
（
前
平
）
、
あ
る
い
は
花

　
　
　
　
　
　
　
⑳

岡
近
藤
と
も
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
ん
は
大
名
格
に
成
長
し
た
近
藤
家
の
一
円
的
な
所
領
が
、
旗
本
五
家
の
知
行
地
に
解
体
す
る
と
い
う
極
め
て
珍
ら
し
い

事
例
を
示
し
た
が
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
若
林
淳
之
は
寛
永
～
九
年
（
一
六
四
二
）
に
発
布
さ
れ
た
「
跡
目
高
儀
被
仰
出
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旗
本
増
員
政
策
に
も
と
め
、
さ
ら
に
佐
々
木
潤
之
介
の
所
説
に
し
た
が
い
、
旗
本
増
員
策
は
こ
の
頃
す
で
に
独
自
の
存
在
理
由
を
失
な
い
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
て
い
た
譜
代
大
名
を
機
能
的
に
分
解
せ
し
め
る
こ
と
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
背
景
を
は
な
れ
て
、
巷
説
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
近
藤
氏
と
井
伊
氏
と
の
感
情
的
対
立
、
す
な
わ
ち
先
述

し
た
よ
う
に
井
伊
氏
の
下
風
に
た
つ
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
か
っ
た
近
藤
氏
の
、
譜
代
筆
頭
に
栄
達
し
た
井
伊
氏
に
対
す
る
反
擾
心
が
、

小
大
名
よ
り
も
む
し
ろ
複
数
の
大
身
の
旗
本
を
創
出
す
る
途
を
選
ば
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
、
充
分
首
肯
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

後
述
す
る
関
所
の
警
固
も
分
知
の
要
因
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。

①
　
山
澄
元
「
幕
末
・
明
治
前
期
の
村
落
規
模
」
（
『
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
』
一
二
、

　
昭
和
三
九
）
、
「
毛
利
藩
藩
政
村
の
一
考
察
」
（
『
人
文
地
理
』
一
入
一
三
、
昭
和
優

　
」
）
、
「
萩
藩
藩
政
村
に
お
け
る
知
行
地
の
構
造
」
　
（
西
村
睦
男
編
『
藩
領
の
歴
史

　
地
理
1
認
諾
』
所
収
、
昭
和
四
三
）
。

②
　
山
煮
端
「
近
世
の
「
郷
」
の
歴
史
地
理
学
的
意
義
」
（
『
織
田
武
雄
先
生
退
官
記

　
念
人
文
地
理
学
論
叢
』
昭
和
四
六
）
、
「
畿
内
に
お
け
る
郷
と
藩
政
村
」
（
『
大
阪
教

　
育
大
脚
宇
紀
冊
次
』
　
一
六
、
昭
和
四
二
）
。

③
　
山
澄
元
「
畿
内
に
お
け
る
旗
本
知
行
地
の
分
布
と
性
格
」
（
『
人
文
地
理
』
一
一
三

　
…
一
、
昭
…
和
四
六
）
。

④
　
内
山
真
竜
『
遠
江
国
風
土
記
伝
』
寛
政
一
～
（
　
七
九
九
）
　
（
復
刻
版
　
昭
和

　
四
四
、
一
五
一
頁
）
。

⑤
　
も
う
ひ
と
つ
の
廃
絶
し
た
式
内
社
と
し
て
大
当
神
社
が
あ
り
、
　
「
遠
江
国
風
土

　
記
伝
」
に
は
旧
都
田
村
の
滝
沢
に
も
と
め
て
い
る
が
、
吉
田
東
伍
「
大
日
本
地
名

　
辞
書
」
は
こ
の
説
に
疑
念
を
表
し
、
　
「
尚
考
ふ
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

⑥
家
伝
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
年
中
（
一
〇
〇
四
～
「
二
）
に
出
生
の
備
中
大
夫
共
保

　
よ
り
井
伊
谷
に
住
む
と
い
う
。
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
十
二
』
二
八
五
頁
）

⑦
秋
本
太
二
「
遠
江
に
於
け
る
守
護
領
国
支
配
の
推
移
」
（
『
地
方
史
静
岡
』
二
、

　
昭
和
四
七
）
四
〇
～
四
一
頁
。
原
史
料
は
『
熊
野
講
堂
大
社
古
文
書
古
記
録
』
所

　
収
。

⑧
秋
本
太
二
前
掲
論
文
、
四
五
、
五
一
、
六
二
頁
。

⑨
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
十
二
』
二
入
六
～
二
八
七
頁
。

⑩
そ
の
ほ
か
七
人
衆
の
名
前
に
中
井
・
新
野
氏
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
事
蹟
は

　
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

⑪
近
藤
琉
の
祖
は
三
河
国
宇
利
の
出
身
と
い
わ
れ
、
松
平
清
康
（
家
康
の
祖
父
）
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に
仕
え
て
い
た
が
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
、
清
康
の
不
慮
の
死
に
よ
り
井
伊

　
谷
に
逃
れ
、
井
伊
氏
の
被
官
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
『
新
訂
寛
政
重
上
半
家
譜

　
第
十
三
』
三
八
三
頁
）
。

　
　
若
林
淳
之
「
旗
本
領
の
研
究
－
井
伊
谷
五
近
藤
を
中
心
に
i
」
（
『
静
岡
大

　
学
教
育
学
部
紀
要
』
㎜
六
、
吟
昭
和
囎
一
）
四
二
頁
。
以
下
「
若
林
前
掲
論
文
」
と

　
略
記
す
る
。

⑫
中
村
孝
也
『
徳
淵
家
康
文
書
の
研
究
』
上
巻
昭
和
三
四
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
。

　
若
林
淳
之
　
前
掲
論
文
、
四
二
～
四
三
頁
。

⑬
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
昭
和
三
九
、
四
二
頁
。
藤
野
保
『
幕
藩

　
体
制
史
の
研
究
』
昭
和
三
六
、
一
二
四
～
一
二
五
百
ハ
。

⑭
静
岡
県
『
静
岡
県
史
料
第
五
輯
遠
州
古
文
書
』
（
以
下
『
静
岡
県
史
料
賑

　
と
略
記
）
昭
和
四
一
、
八
五
～
頁
（
中
村
文
轡
「
武
田
家
朱
印
状
」
）
。
若
林
淳
之

　
前
掲
論
文
、
四
四
頁
。

⑮
　
原
史
料
は
引
佐
郡
引
佐
町
三
嶽
の
安
間
家
に
所
蔵
ざ
れ
て
い
る
が
筆
者
未
見
。

　
若
林
淳
之
　
前
掲
論
文
、
四
四
頁
、
お
よ
び
、
所
理
喜
夫
「
関
束
転
封
前
後
に
お

　
け
る
徳
川
氏
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』
四
四
、
昭
和
三
五
）
に

　
紹
介
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
両
者
に
は
か
な
り
の
差
異
が
あ
り
、
本
文
は

　
若
林
、
鍋
墨
の
（
　
）
内
は
所
に
よ
る
。
い
ず
れ
と
も
合
計
は
符
合
せ
ず
、
後
考

　
を
侯
ち
た
い
。
た
だ
、
所
論
文
の
別
表
に
は
こ
の
検
地
帳
の
一
筆
ご
と
の
名
寄
集

　
計
が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
蓑
に
は
平
右
方
左
衛
門
太
郎
と
は
鋼
に
、
平
兵
方
右
近

　
七
の
屋
敷
廿
四
坪
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
若
林
論
文
の
廿
四
坪
右
近
七
と

　
所
論
文
の
廿
四
坪
左
衛
門
太
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
存
在
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、

　
こ
れ
を
計
算
に
入
れ
る
と
、
所
論
文
の
合
計
一
八
七
坪
に
か
な
り
近
く
な
る
。

⑯
こ
の
検
地
帳
は
徳
川
氏
に
よ
る
天
正
【
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
の
三
遠
駿

　
甲
信
五
か
国
の
領
国
の
総
検
地
に
あ
た
り
、
所
理
喜
失
や
北
島
正
元
（
前
掲
肇
E

　
一
六
～
一
一
七
頁
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
好
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
所
に
よ

　
れ
ば
「
三
人
衆
の
給
地
ご
と
に
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
、
五
名
の
屋
敷
名
請
人
の
う

　
ち
左
衛
門
太
郎
と
屋
敷
名
講
人
で
な
い
上
衛
門
の
両
名
が
村
内
の
全
耕
地
を
分
附

　
主
と
し
て
二
分
し
て
い
る
。
屋
敷
名
白
人
の
県
名
は
地
頭
に
対
し
、
夫
役
を
だ
す

　
公
法
上
の
独
立
農
民
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
　
（
所
　
前
掲
論
文
、
二
五
～
二
七

　
買
）
。
ま
た
、
若
林
は
こ
の
史
料
に
つ
い
て
「
都
田
・
井
伊
谷
・
瀬
戸
に
分
れ
佐

　
み
、
所
領
も
か
な
り
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
三
人
衆
が
、
天
正
十
八
年
に
は
井

　
伊
谷
の
一
角
、
三
嶽
村
に
集
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

　
の
史
料
は
紹
介
さ
れ
た
限
り
で
は
、
必
ら
ず
し
も
三
人
衆
の
集
住
を
示
し
て
い
る

　
と
は
い
え
な
い
。
　
（
若
林
前
掲
論
文
、
四
四
頁
）

⑰
　
若
林
　
前
掲
論
文
、
四
四
～
四
五
頁
。

⑬
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
瞬
、
九
二
七
～
九
二
八
頁
。

⑱
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
十
三
』
三
八
四
～
三
八
五
頁
。
な
お
、
近
藤

　
転
用
が
元
和
六
年
に
大
名
格
を
粋
な
っ
て
以
後
の
加
増
や
死
後
の
分
知
に
つ
い
て

　
も
、
文
化
年
閥
に
旗
本
小
田
彰
信
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
恩
栄
録
』
『
廃
絶
録
』
、

　
明
治
二
四
年
に
清
田
黙
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
徳
川
加
除
封
録
』
に
記
載
さ
れ

　
て
い
る
。
両
書
の
校
訂
を
し
た
藤
野
保
（
昭
和
四
五
、
四
七
年
）
は
、
秀
用
は
す

　
で
に
大
名
格
を
罪
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
書
の
記
載
は
誤
謬
不
適
切
で

　
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
も
、
秀
用
が
死
ぬ
ま
で
大
名
で

　
あ
っ
た
よ
う
な
認
識
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
は
、
後
述
の
諸
事
実
と
照
合
し
て
、

　
興
味
深
い
。

⑳
気
賀
、
佐
藤
家
文
書
に
よ
る
。

⑳
　
　
『
新
訂
黒
八
認
識
論
修
諸
家
鐡
㎜
　
巻
十
ゴ
藁
一
二
八
山
ハ
～
一
二
八
七
百
ハ
。

＠
　
こ
の
朱
印
状
は
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
付
置
史
料
館
（
以
下
「
史
料
館
」
と

　
略
称
）
所
蔵
の
気
賀
宿
中
村
家
文
書
（
以
下
「
史
料
館
文
轡
」
と
記
す
の
は
こ
の

　
「
気
賀
宿
文
書
」
を
さ
す
）
に
あ
り
、
知
行
地
の
内
わ
け
は
気
賀
村
二
二
七
一
・

　
置
石
余
、
長
上
郡
小
松
村
一
〇
七
・
五
石
余
、
小
林
村
一
九
〇
・
五
石
田
、
本
村

　
一
九
二
一
雪
余
、
麓
玉
餌
鳥
原
村
八
四
・
七
三
余
、
気
賀
下
新
田
三
〇
八
・
一
石

　
余
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
元
禄
五
～
一
〇
年
の
短
期
間
に
存
在
し
た
分
家
采
女
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（
用
清
）
家
へ
の
分
知
五
〇
〇
石
は
敷
知
郡
都
筑
村
三
七
二
石
余
、
同
神
田
村
七

　
二
百
余
、
豊
田
郡
柴
本
村
五
五
石
余
（
相
給
）
に
そ
の
他
各
個
の
新
田
＝
二
四
石

　
余
が
付
加
さ
れ
た
。
　
（
史
料
心
確
気
賀
宿
文
書
「
御
知
行
所
村
付
下
覚
」
元
禄
一

　
〇
年
）

⑳
　
　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
　
第
十
三
』
三
八
八
～
三
八
九
頁
。

⑭
　
同
前
　
三
九
〇
頁
。
た
だ
し
同
書
で
は
引
佐
郡
の
う
ち
で
は
分
知
さ
れ
て
い
な

　
い
が
、
陣
屋
所
在
地
大
谷
村
は
引
佐
郡
で
あ
る
。

⑳
　
同
前
　
三
九
二
頁
。

⑳
　
同
前
　
三
九
四
頁
。
知
行
地
は
他
に
盤
田
郡
雲
岩
寺
村
に
七
四
石
余
存
在
し
た
。

＠
　
若
林
淳
之
　
前
掲
論
文
、
四
八
頁
。

⑳
　
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
昭
和
三
九
、
三
六
六
頁
。

⑳
　
以
上
の
旗
本
五
近
藤
家
創
出
の
過
程
に
つ
い
て
、
若
林
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、

　
「
寛
政
家
譜
」
よ
り
も
、
引
佐
郡
引
佐
町
井
伊
谷
の
中
井
家
文
書
に
あ
る
「
近
藤

　
家
家
譜
」
や
『
静
岡
県
引
佐
郡
誌
』
　
（
大
正
＝
）
に
依
拠
し
て
叙
述
し
、
当
稿

　
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
　
「
寛
政
家
譜
」
も
注
⑳
⑯
な
ど
に
み
る
よ

　
う
に
、
他
の
史
料
と
照
合
し
て
正
確
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
経
緯
の
考
証
が
当

　
稿
の
直
接
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
寛
政
家
譜
」
に
し
た
が
っ
て
お

　
く
。

二
　
井
伊
谷
本
高
と
五
近
藤
家
領

旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
1
本
高
の
分
解

　
前
章
に
お
い
て
五
近
藤
家
創
出
の
過
程
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
所
領
配
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
史
料
館
蔵
の
「
題
不
明
諸
覚

書
」
中
の
「
本
高
一
万
五
千
石
製
写
、
井
伊
谷
井
浜
名
筋
被
下
数
分
」
（
「
寛
永
八
年
近
藤
石
見
」
と
記
さ
れ
た
も
の
の
写
）
に
よ
れ
ば
、
　
近
藤
家
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

高
と
し
て
、
五
七
か
村
が
示
さ
れ
て
い
る
（
第
三
図
参
照
）
。
寛
永
八
年
と
は
近
藤
秀
用
の
旧
領
が
分
解
し
た
年
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
一
・
五

万
石
に
は
懸
鼻
の
井
伊
谷
転
封
以
前
に
分
知
さ
れ
、
重
用
と
と
も
に
こ
の
地
方
に
入
っ
て
き
た
二
男
用
可
の
気
賀
近
藤
家
の
知
行
地
五
千
石
も

含
有
さ
れ
て
、
　
本
震
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
、
　
近
藤
家
領
全
体
で
本
高
と
す
る
一
体
感
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
本
門
は
五
近
藤
家
に

分
解
後
も
意
識
さ
れ
、
し
ば
し
ば
史
料
に
も
み
え
て
い
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
、
気
賀
宿
の
助
郷
圏
と
旧
近
藤
家
領
本
高
の
整
合
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
第
七
章
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
増
高
（
元
和
六
年
の
金
指
近
藤
家
第
一
次
分
知
分
を
除
く
）
は
地
域
的
に
禰
付
筋
・
下
川
く
み
・

浜
名
筋
・
井
伊
谷
筋
、
そ
れ
に
単
立
的
な
気
賀
と
瀬
戸
・
祝
田
・
石
岡
に
わ
け
ら
れ
、
近
藤
秀
用
は
ご
く
短
期
間
の
小
大
名
、
さ
ら
に
大
身
の

旗
本
な
が
ら
、
か
な
り
】
円
的
な
領
地
支
配
を
お
こ
な
い
、
領
内
を
筋
と
い
う
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
し
て
い
た
こ
と
が
看
知
さ
れ
る
（
第
二
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こ
れ
ら
の
本
高
一
・
五
万
石
の
各
村
が
、
ど
の
よ
う
に
五
近
藤
家
領
に
分
知
さ
れ
た
か
は
、

第
三
図
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
本
葺
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
る
長
上
郡
木
船
（
貴
特
配
）
・

小
林
両
脚
は
、
五
近
藤
家
の
い
ず
れ
の
知
行
地
に
も
属
さ
ず
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
青

　
　
　
　
　
　
　
　
②

山
伯
誉
守
領
と
な
っ
た
。
青
山
伯
薯
守
忠
俊
は
徳
川
家
の
功
臣
と
し
て
武
州
岩
槻
の
城
主
に

累
進
し
た
が
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
不
興
を
蒙
り
、
減
転
封
の
う
え
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
、

寛
永
二
年
中
命
に
よ
り
遠
江
国
小
林
柑
に
退
居
し
、
千
石
の
地
を
扶
助
さ
れ
た
と
い
う
「
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

政
家
譜
」
の
記
事
と
こ
の
事
実
は
符
合
す
る
。
そ
し
て
木
船
・
小
林
両
村
の
石
高
三
七
一
石

に
ほ
ぼ
み
あ
う
替
地
と
し
て
、
敷
知
郡
県
弊
村
三
七
二
石
余
が
翌
三
年
に
気
賀
近
藤
家
領
と

し
て
給
さ
れ
た
。
都
筑
村
は
街
道
沿
い
に
気
賀
に
西
接
し
、
三
ケ
日
と
の
間
を
埋
め
る
要
地

で
あ
る
。
小
林
村
を
青
山
氏
調
居
の
地
と
し
て
宛
行
う
方
針
が
先
か
、
そ
れ
と
も
都
筑
村
を

気
賀
関
の
西
の
延
長
と
し
て
、
近
藤
家
に
か
た
め
さ
す
方
針
が
先
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
い
が
、
こ
の
本
高
の
一
部
交
換
に
は
、
か
な
り
政
治
的
な
意
図
が
察
知
さ
れ
る
。

　
木
船
・
小
林
両
村
以
外
の
本
高
は
す
べ
て
、
五
近
藤
家
領
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
概
観
す
る
と
、
金
指
近
藤
家
は
金
指
の
ほ
か
三
遠
国
境
付
近
の
山
間
部
を
中
心
と
し
、
井

伊
谷
近
藤
家
は
父
祖
の
本
拠
地
井
伊
谷
を
核
と
し
て
、
山
問
部
で
は
名
刹
方
広
寺
の
あ
る
奥

山
、
平
地
部
で
は
要
地
熱
田
を
領
し
、
気
賀
近
藤
家
は
後
に
詳
述
す
る
気
賀
を
中
心
と
し
、

天
龍
川
筋
に
も
知
行
地
を
も
ち
、
さ
ら
に
大
谷
近
藤
家
は
現
在
の
三
ケ
日
町
域
と
天
龍
川
筋

の
二
か
所
に
分
離
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
分
属
し
た
事
情
に
つ
い
て
、
史
料
的
に
は
明
示
し
え
な
い
が
、
ま
ず
秀
用
の
井
伊
谷
転
封
以
前
に
独
立
し
た
家
を
た
て
て
い
た

用
可
が
・
、
み
頃
創
設
さ
れ
た
童
戯
を
警
固
す
る
た
め
・
交
替
寄
合
の
特
権
を
も
ぞ
・
父
秀
用
に
呼
応
し
て
餐
周
辺
に
領
地
を
得
や

が
て
そ
の
西
部
、
敷
知
郡
三
ケ
日
周
辺
を
庶
兄
大
谷
近
藤
家
に
分
知
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
い
で
本
高
の
三
一
四
〇
石
余
を
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
分
知
さ
れ
た
金
指
近
藤
家
に
つ
い
て
は
、
　
『
引
佐
郡
誌
』
所
収
の
寛
永
二
年

（一

Z
二
五
）
七
月
廿
七
日
の
「
朱
印
領
地
証
」
に
よ
っ
て
も
、
金
指
・
五
日
市
場
両
玄
と
井
伊
谷
の
奥
の
山
間
部
二
〇
か
村
、
そ
れ
に
長
上
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

平
口
村
の
計
二
三
か
村
三
】
四
八
石
、
ほ
か
に
新
田
八
五
石
級
と
あ
り
、
石
高
が
符
合
す
る
。
つ
ま
り
気
賀
関
の
背
後
の
要
地
で
、
三
河
か
ら

信
州
へ
抜
け
る
道
の
起
点
に
あ
た
る
金
指
に
気
賀
関
の
出
番
所
が
設
け
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
元
和
六
年
の
金
指
近
藤
家
の
第
一
次
分
知
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
金
指
と
奥
三
河
に
近
い
山
間
部
が
あ
て
が
わ
れ
た
こ
と
は
充
分
察
知
で
き
る
。
次
の
寛
永
期
年
（
＝
ハ
三
一
）
の
秀
用
の
遺
領
分
知
の
際
に

お
け
る
金
指
近
藤
家
の
二
二
二
〇
石
は
、
遠
州
に
お
い
て
は
引
佐
郡
瀬
戸
・
石
岡
、
豊
田
郡
岩
水
寺
・
安
泰
寺
、
長
上
郡
半
田
な
ど
の
諸
村
が

　
　
　
⑧

わ
け
ら
れ
、
分
知
の
過
半
は
相
模
国
で
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
残
っ
た
井
伊
谷
近
藤
家
は
父
祖
の
本
拠
地
井
伊
谷
を
中
心
に
知
行
地
が
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
井
伊
谷
領
本
高

一
・
五
万
石
は
、
関
所
の
警
固
と
も
関
連
し
て
、
気
賀
（
の
ち
に
大
谷
近
藤
家
が
分
出
）
・
金
指
・
井
伊
谷
の
旗
本
三
熱
藤
家
に
ほ
ぼ
三
等
分
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
円
的
に
本
領
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た
浜
名
湖
北
部
と
離
れ
て
、
天
竜
川
右
岸
に
も
領
地
が
あ
り
、
こ
こ
は
五
心
す

べ
て
に
按
分
し
て
分
知
さ
れ
た
。

　
2
　
相
給
村
の
事
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
こ
う
し
た
五
二
藤
家
へ
の
分
解
に
際
し
て
は
原
則
と
し
て
一
村
一
領
主
が
貫
か
れ
た
。
た
だ
例
外
的
に
相
隣
村
も
存
在
し
、
長
上
郡
柴
塞
村

（
現
浜
北
市
）
は
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
る
。
こ
の
村
は
先
述
し
た
史
料
館
蔵
「
本
高
一
万
五
千
石
弓
写
」
（
寛
永
八
年
）
に
は
四
九
七
石
窯
と
記

さ
れ
、
そ
の
う
え
に
二
三
五
石
余
登
之
無
様
分
（
金
指
近
藤
家
）
、
八
四
石
田
縫
殿
無
様
分
（
気
賀
近
藤
家
）
、
一
七
五
里
余
五
左
衛
門
様
分
（
大
谷

近
藤
家
）
、
二
石
余
彦
九
郎
面
分
（
井
伊
谷
近
藤
家
）
と
貼
紙
さ
れ
、
五
近
藤
家
の
う
ち
、
主
要
な
諸
家
の
根
笠
村
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
禄
五
年
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旗本領と近世の郷荘（山澄）

（一

Z
九
二
）
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
気
賀
近
藤
家
の
分
家
采
女
家
に
五
五
石
余
が
分
け
ら
れ
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
近
藤
五
家
の
相
馬
村
と

な
っ
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
元
禄
一
〇
年
の
気
賀
近
藤
家
の
「
御
知
行
所
紐
付
之
覚
」
（
史
料
館
文
書
）
に
は
、
　
「
二
十
九
石
二
斗
一
升
五
合
柴
本
村
、

但
是
ハ
古
高
八
十
四
石
七
言
九
升
七
合
之
内
也
、
然
而
五
十
五
石
二
斗
八
升
二
合
采
女
様
御
陰
地
二
念
愛
糞
、
外
二
高
三
十
一
石
九
千
五
升
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
指
）
　
　
　
　
　
（
大
谷
）
　
　
　
　
（
気
賀
）

合
四
勾
　
同
村
新
田
、
是
ハ
高
分
ケ
不
仕
、
采
女
様
分
も
同
然
、
右
柴
本
村
之
儀
、
近
藤
登
助
様
、
近
藤
備
中
守
様
、
殿
様
、
采
女
様
御
入
合

之
御
知
行
二
有
之
候
」
と
あ
り
、
二
石
窟
の
井
伊
要
論
藤
家
は
零
細
す
ぎ
る
た
め
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
約
三
二
石
の
新
田
は
気
賀
近

藤
家
と
分
離
せ
ず
、
実
質
的
に
采
女
家
領
と
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
新
田
分
に
つ
い
て
は
領
主
へ
の
帰
属
が
必
ら
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な

か
っ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
ま
も
な
く
先
述
し
た
よ
う
に
近
藤
采
女
家
領
は
絶
家
の
た
め
上
地
さ
れ
て
天
領
と
な
っ
た
が
、
こ
の
天
領

分
も
後
述
す
る
地
震
災
の
替
地
と
し
て
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
～
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
間
、
気
賀
近
藤
家
領
と
な
っ
た
。
維
新
時
に
は

村
高
六
七
七
石
鉢
の
う
ち
、
金
指
近
藤
家
領
三
〇
九
石
器
、
内
野
（
旧
大
谷
）
近
藤
家
領
二
四
二
石
器
、
気
賀
近
藤
家
領
四
九
石
余
、
井
伊
谷
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

藤
家
領
二
階
余
、
天
領
七
五
石
余
と
井
伊
谷
近
藤
家
領
以
外
の
石
高
は
増
加
し
て
い
る
が
、
審
査
の
状
況
は
変
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
何
故
、

柴
本
村
が
こ
の
よ
う
な
相
等
村
に
選
定
さ
れ
た
の
か
、
単
な
る
端
数
調
整
的
意
味
以
上
の
理
由
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
り
、
史
料
館
文
書
の
「
柴
本
村
高
之
儀
云
々
」
（
年
代
不
詳
）
に
も
「
其
節
分
知
難
業
不
知
」
と
あ
る
。
ま
た
稲
給
の
実
態
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
て
、
若
林
淳
之
が
県
下
各
地
で
論
証
し
た
よ
う
に
、
村
絵
図
と
検
地
帳
類
を
参
照
し
て
論
及
す
べ
き
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
発
見
し
え
ず
、
後

日
を
期
し
た
い
。

　
そ
の
ほ
か
の
近
藤
家
に
関
す
る
相
等
村
に
引
佐
郡
石
岡
村
（
寛
永
八
年
に
お
い
て
一
六
一
石
余
の
う
ち
、
五
〇
石
余
が
金
指
近
藤
家
領
、
＝
一
石
余

　
　
　
　
　
　
⑪

が
石
岡
近
藤
家
領
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
石
岡
（
花
平
）
近
藤
家
分
知
の
際
の
端
数
処
理
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
敷
知
郡
都
筑
村
は
先
述
し
た

よ
う
に
、
旧
井
黒
谷
領
本
願
に
属
さ
ず
、
寛
永
三
年
（
＝
ハ
ニ
六
）
に
近
藤
家
領
ど
な
っ
た
が
、
こ
こ
も
一
時
相
給
電
で
あ
っ
た
。
史
料
館
文
書

（
年
代
不
詳
）
に
よ
れ
ば
、
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都
筑
村
高
覚

　
　
一
、
塵
看
七
拾
弐
石
余
津
条
村
数
難
藤
牌
灘
醐
聡
様
悪
行
晟

　
　
　
　
　
右
高
之
内
　
　
同
年
御
分
知

　
　
　
　
　
　
　
石
見
守
臨
様
江
　
　
　
　
古
同
百
六
拾
石
余

　
　
　
　
　
　
　
縫
殿
助
様
江
　
　
　
高
弐
百
石
程

　
　
　
　
　
　
　
五
左
衛
門
様
江
　
　
高
拾
弐
石
程

　
　
右
三
通
御
分
知
被
成
候
所
二
其
後
七
八
年
も
過
候
隠
縫
殿
助
様
江
御
一
所
二
御
知
行
被
成
主
日
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
い
っ
た
ん
は
井
伊
谷
・
気
賀
・
大
谷
の
三
々
藤
家
に
相
給
分
知
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ほ
ど
な
く
気
賀
近
藤
家
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
関
所
の
警
備
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
が
、
原
則
と
し
て
軍
事
を
避
け
、
近
藤
家
に
関
し
て
は
、
一

村
一
領
主
に
し
ょ
う
と
し
た
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
史
料
に
よ
り
寛
永
三
年
に
い
っ
た
ん
は
全
部
近
藤
石
見
守
（
井
伊
至
近
藤
家
）

の
知
行
と
な
っ
て
、
た
だ
ち
に
三
家
に
分
給
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
点
か
ら
も
全
体
と
し
て
の
「
近
藤
家
本
高
」
に
く
み
こ
ま
れ
た
と

い
う
意
図
が
察
知
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
旗
本
職
質
藤
家
は
、
石
高
の
少
な
い
石
岡
近
藤
家
を
除
け
ば
、
遠
州
に
陣
屋
を
構
え
、
在
地
性
の
強
い
一
円
領

主
的
性
格
を
有
し
、
か
つ
所
領
が
比
較
的
に
安
定
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
筆
老
が
畿
内
の
旗
本
領
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
も
関
連
し
て
興
味
深
い
。

　
3
　
宝
永
震
災
に
よ
る
替
地
と
陣
屋
位
置
の
変
更

　
し
か
し
、
所
領
の
安
定
性
も
天
災
の
前
に
は
崩
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
一
〇
月
四
臼
の
遠
州
沖
の
大

地
震
は
、
わ
が
国
の
震
災
史
上
、
屈
指
の
広
汎
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
気
賀
一
帯
の
潮
害
も
激
甚
で
あ
っ
た
。
宝
永
五
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑬

に
気
賀
村
庄
屋
よ
り
「
御
地
頭
様
以
御
添
辞
江
戸
御
奉
行
所
」
へ
宛
て
た
文
書
に
よ
る
と
、
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「
気
賀
村
仁
義
惣
高
二
千
六
百
里
余
御
座
候
処
、
去
年
十
月
四
日
大
地
震
大
津
浪
二
而
、
田
地
千
七
百
石
見
、
荒
地
罷
成
候
に
、
今
塩
引
不

申
候
、
引
き
候
節
義
、
田
地
わ
り
さ
げ
弐
尺
、
水
下
に
成
候
故
、
只
今
之
通
り
二
而
は
永
々
荒
地
二
茂
糊
成
書
、
百
姓
住
居
難
仕
、
凱
死
よ
り

外
ハ
無
是
候
（
下
略
）
」
と
あ
り
、
そ
の
惨
状
は
極
ま
っ
て
い
た
。

　
気
賀
近
藤
家
の
当
主
は
用
清
で
あ
っ
た
が
、
替
地
を
賜
わ
り
、
気
賀
村
は
天
領
と
し
て
復
興
を
幕
府
に
委
ね
る
こ
と
を
老
中
に
願
い
出
た
。

幕
閣
で
は
慎
重
審
議
の
結
果
、
宝
永
六
年
に
「
御
関
所
相
勤
候
二
付
」
と
い
う
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
　
「
遠
州
引
佐
郡
気
賀
村
地
震
高
汐

田
而
損
亡
候
、
御
関
所
相
勤
候
二
付
、
弐
千
六
薫
五
拾
石
之
所
、
村
鱗
被
仰
付
候
、
気
賀
翠
黛
普
請
出
来
、
田
地
戴
立
候
剛
者
、
如
元
返
可
被

申
候
」
と
し
て
、
敷
知
郡
都
筑
村
、
豊
田
郡
一
色
村
・
富
田
村
・
七
蔵
新
田
・
草
崎
村
・
篠
原
村
・
向
笠
竹
ノ
内
村
・
肥
代
島
村
・
上
野
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

村
・
上
新
屋
村
、
三
河
国
八
名
郡
吉
川
村
を
石
高
の
み
あ
う
代
替
地
と
し
て
給
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
は
復
旧
が
い
く
ら
か
進
み
、
気
賀
の
う
ち
＝
二
七
〇
石
質
が
還
さ
れ
、
吉
川
・
都
筑
・
上
新
屋
・
上

野
辺
（
一
部
）
の
各
村
が
代
知
と
し
て
残
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
「
其
以
後
汐
除
御
普
請
再
度
被
仰
付
候
得
共
、
今
以
損
亡
之
場
所
、

発
返
照
申
候
付
差
拍
罷
有
候
得
共
、
御
関
所
要
害
本
地
二
御
座
狂
者
、
村
方
江
無
拠
出
事
事
節
、
知
行
所
二
無
給
候
而
者
、
手
量
之
儀
巡
廻
束

御
座
候
間
、
先
年
之
通
御
返
シ
被
下
墨
様
仕
度
候
」
と
あ
り
、
復
旧
不
充
分
で
無
理
で
は
あ
る
が
、
関
所
管
理
の
立
場
上
、
気
賀
を
知
行
地
と

し
て
保
持
せ
ね
ば
困
る
事
情
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
替
地
の
特
典
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
逆
に
無
理
し
て
で
も
気
賀
に
領
地
を
保
持
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

必
要
が
あ
っ
た
の
も
、
と
も
に
気
賀
近
藤
家
の
気
賀
関
管
理
と
い
う
要
務
に
か
か
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
四
七
）

　
つ
い
で
「
寛
政
家
譜
」
に
は
一
代
お
い
た
用
随
の
時
に
、
　
「
延
享
四
年
九
月
七
日
、
先
に
躍
増
に
還
し
た
ま
は
り
し
気
賀
の
墨
田
千
二
百
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

十
石
蟹
の
地
を
御
料
所
と
な
さ
れ
、
用
畜
に
あ
づ
け
ら
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
未
還
付
の
気
賀
の
荒
地
を
天
領
の
ま
ま
、
近
藤
家
の

預
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
六
月
、
気
賀
の
起
多
分
三
〇
〇
石
を
還
付
、
そ
の
た
め
都
筑
・
上
野
辺
両
差
は
上

地
、
次
の
用
和
の
代
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
一
月
に
気
賀
五
〇
〇
石
を
還
付
の
代
り
に
、
三
河
国
八
名
郡
酋
摺
聖
典
〇
〇
石
を
上
地
、
そ
の

差
と
し
て
城
東
郡
土
橋
村
、
豊
照
郡
大
谷
村
・
柴
本
村
の
内
に
て
約
四
〇
〇
石
を
賜
知
、
さ
ら
に
弘
化
元
年
（
｝
八
四
四
）
に
、
気
賀
の
亡
所
の
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隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

残
余
五
一
六
石
を
還
付
さ
れ
、
替
地
は
す
べ
て
上
地
、
震
災
後
室
一
四
〇
年
を
経
た
幕
末
に
よ
う
や
く
復
興
還
付
が
完
了
し
た
。
こ
の
よ
う
に

復
興
ま
で
気
賀
が
天
領
と
な
っ
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、
陣
屋
と
関
守
は
近
藤
氏
の
ま
ま
で
あ
り
、
気
賀
の
領
主
は
近
藤
馬
で
あ
る
と
い
う
意

識
は
強
か
っ
た
。

　
ま
た
大
谷
近
藤
家
の
陣
屋
は
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
に
長
上
郡
内
野
村
に
陣
屋
を
移
し
、
内
野
近
藤
家
と
な
っ
た
。
内
野
村
は
天
龍
川
の

西
岸
、
三
方
原
の
北
東
部
に
位
置
し
、
い
ま
も
陣
屋
跡
が
遺
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
近
世
後
期
よ
り
米
商
人
と
し
て
財
を
な
し
た
横
田
茂
兵
衛

の
本
拠
で
あ
っ
た
。
横
田
氏
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
後
に
没
落
し
、
史
料
が
滅
失
し
て
つ
ま
び
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
天
保
一
五
年
の
金
指
近

　
　
　
　
　
　
　
⑱

藤
家
の
「
陣
屋
霞
誌
」
に
よ
れ
ば
、
天
明
・
寛
政
の
頃
、
金
指
近
藤
家
に
対
し
て
三
百
両
の
貸
付
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
完
済
不
能
に
な
っ
た

た
め
扶
持
を
給
さ
れ
た
り
、
年
貢
米
の
入
札
に
参
加
し
て
特
別
の
処
遇
を
う
け
た
り
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
の
諸
領
主
財
政
に
漫
透
し
て
い

っ
た
。
こ
う
し
た
実
力
を
背
景
に
、
そ
れ
ま
で
は
中
世
以
来
の
土
着
の
士
を
採
用
し
て
き
た
大
谷
近
藤
家
の
代
官
に
、
横
田
氏
が
登
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
陣
屋
位
置
を
牽
引
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
。

　
4
　
所
領
と
村
落
生
活

　
以
上
の
よ
う
な
近
藤
五
家
に
よ
る
支
配
の
相
違
が
、
現
実
の
村
落
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
は
、
興
味
あ
る
課
題
で
は
あ

る
が
、
史
料
的
に
は
も
と
よ
り
、
聴
き
と
り
に
よ
っ
て
も
、
適
切
な
事
例
は
ほ
と
ん
ど
ひ
き
だ
し
え
な
か
っ
た
。

　
た
だ
金
指
近
藤
家
の
領
地
に
は
、
六
所
神
社
（
感
熱
に
は
六
所
大
明
神
と
称
さ
れ
て
い
た
社
が
多
い
）
が
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
し
う
る
。

六
所
神
社
の
祭
神
は
豊
津
綿
津
見
命
・
中
津
綿
津
見
命
・
上
津
綿
津
見
命
・
底
筒
男
之
命
・
中
継
男
之
命
・
上
独
男
之
命
と
す
る
神
社
が
多
く
、

ほ
と
ん
ど
が
恵
与
部
に
鎮
座
す
る
の
に
海
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
金
指
近
藤
家
が
海
神
を
信
仰
し
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、
先

述
し
た
元
和
六
年
に
第
一
次
に
分
知
さ
れ
た
金
指
近
藤
家
領
二
三
か
村
の
う
ち
、
長
上
郡
庭
口
村
を
除
け
ば
、
六
所
神
社
が
現
在
祀
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
の
は
五
日
市
場
・
伊
平
・
四
方
浄
土
・
梅
平
・
黒
雨
の
五
か
村
に
す
ぎ
ず
、
い
っ
ぽ
う
旧
引
佐
郡
に
数
多
い
六
所
神
社
は
す
べ
て
金
指
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

藤
家
の
旧
領
に
鎮
座
し
て
い
る
。
た
し
か
に
よ
く
符
合
し
て
お
り
、
金
指
近
藤
家
が
旧
来
の
小
さ
い
産
土
の
祠
を
六
所
明
神
に
編
成
し
た
こ
と
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は
充
分
考
え
ら
れ
る
⑫
塁
の
村
落
生
活
な
い
し
村
馨
識
の
う
え
に
お
い
て
・
ど
の
よ
う
長
映
し
て
い
た
か
ξ
い
て
は
明
き
ら
か
で

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
む
ら

　
も
う
ひ
と
つ
金
指
近
藤
家
知
行
地
と
村
落
と
の
関
係
を
示
す
事
例
と
し
て
、
井
伊
谷
の
四
聖
が
あ
る
。
四
村
と
は
井
伊
谷
か
ら
奥
山
に
い
た

る
間
の
栃
窪
・
田
畑
・
黒
淵
・
白
岩
の
四
集
落
（
藩
政
村
）
の
総
称
で
、
い
ず
れ
も
金
指
近
藤
家
の
知
行
地
で
あ
っ
た
が
、
四
村
落
に
か
こ
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
形
で
す
ぐ
近
接
し
て
い
る
横
尾
は
、
井
伊
谷
近
藤
家
の
知
行
地
で
あ
っ
た
た
め
朝
里
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
ご
れ
ら
四
村
に

横
尾
を
加
え
た
五
か
村
は
明
治
初
期
の
区
制
下
に
は
同
一
会
所
、
三
新
法
体
制
か
ら
官
撰
戸
長
制
下
ま
で
は
同
一
戸
長
役
場
の
管
下
に
属
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
役
場
所
在
地
は
横
尾
）
、
町
村
制
施
行
に
際
し
て
は
、
横
尾
・
白
岩
は
井
伊
谷
村
、
他
は
奥
山
村
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
校
も
明
治
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

年
に
五
か
村
が
伊
平
学
校
白
岩
分
校
の
校
区
に
な
っ
て
よ
り
、
明
治
二
二
年
ま
で
同
一
の
通
学
区
に
属
し
、
地
域
的
な
ま
と
ま
り
は
強
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
井
伊
谷
一
斗
山
間
の
金
指
近
藤
家
の
領
地
の
総
称
で
あ
る
－
四
村
は
、
明
治
以
後
に
お
い
て
は
近
接
す
る
井
伊
谷
近
藤
家
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
横
尾
を
も
含
め
た
地
域
の
通
称
と
な
っ
て
、
役
場
・
学
校
を
共
通

　　　ノ
　．”／
一／　　谷

　狩呑
。宿

r’

竃

ノ

　　　　　　　　i一“1．

　　　　　　　iC　N．
　　　　　　　ノ　　，
　　　　　　．t・’　7　！

　　　　　1　一　1

！～報
2　gzflt　’xh．

ノ　　　　　L．
　　　　O別所　　O西久留ti：木・．

　O田沢

！o的場

執」

o東黒田

　　｝｝・

　　　　　　兎　　　　｛貸
　　　　　o荷
白岩。　　ti

臨畑1、、£
　tll　　　無
。　　鴨

栃窪

。金指

川名
。

滝沢
A

o
鷲

沢

s’門

　x

牒

lii

1
N

’
K
，

蓋i；

臨岡 _グ
0　　1　　？　　・　　4　5krn
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に
し
、
町
村
制
後
、
行
政
村
と
し
て
分
離
し
た
も
の
の
、
な
お
伝
統

的
な
地
域
名
称
と
し
て
今
日
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
捌
の
例
を
示
せ
ば
、
恨
中
川
村
野
田
の
地
先
、
都
田
川
の

橋
梁
の
ふ
も
と
に
顕
彰
碑
が
あ
る
。
磨
滅
し
た
箇
所
が
多
く
判
読
し

が
た
い
が
、
大
意
を
聴
く
と
、
都
田
川
音
を
主
な
灌
演
源
と
す
る
祝

田
村
に
お
い
て
、
よ
り
効
率
的
な
一
概
を
お
こ
な
う
た
め
、
橋
の
上

流
の
刑
部
村
と
の
境
界
付
近
に
樋
門
を
遷
そ
う
と
図
っ
た
。
し
か
し

刑
部
村
は
浜
松
藩
領
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
祝
田
村
は
井
伊
谷
近
藤

家
領
の
た
め
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
着
工
ま
で
に
横
槍
が
入
り
、
よ
う
や
く
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完
成
し
た
苦
労
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
盤
領
と
旗
本
領
と
い
う
力
関
係
が
、
灌
概
水
路
の
改
修
と
い
う
農
村
生
活
の
根
幹
と
も
い
う

べ
き
土
木
事
業
の
進
展
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
、
遠
江
国
引
佐
郡
の
近
世
に
お
い
て
、
一
円
領
主
的
な
同
族
に
よ
る
旗
本
五
家
の
知
行
地
の
展
開
を
考
察
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
、
湖

岸
に
臨
む
気
賀
を
と
り
あ
げ
て
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
領
域
で
あ
る
郷
荘
と
旗
本
領
と
の
関
連
を
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

①
　
な
お
、
や
は
り
史
料
館
文
書
の
「
本
高
之
覚
」
と
い
う
別
の
写
本
は
、
村
名
の

　
詑
載
様
式
な
ど
か
ら
、
よ
り
古
い
原
本
に
も
と
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

　
に
は
後
の
金
指
近
藤
家
の
領
地
と
な
っ
た
金
指
村
以
下
の
約
三
千
石
が
記
さ
れ
て

　
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
史
料
が
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
金
指
近
藤
家
を

　
分
知
し
た
た
め
、
近
藤
秀
用
が
大
名
の
地
位
を
失
な
っ
た
直
後
の
史
料
と
推
察
さ

　
れ
る
。
（
第
二
図
参
照
）

②
　
史
料
館
文
書
「
小
林
村
木
船
村
両
所
村
高
古
来
之
覚
」
。

，
③
　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
十
二
』
八
六
～
八
八
頁
。

④
　
都
筑
村
は
そ
の
後
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
先
述
し
た
近
藤
采
女
家
に
分

　
知
さ
れ
た
後
、
収
公
、
さ
ら
に
後
述
す
る
震
災
後
の
替
地
と
し
て
気
賀
近
藤
氏
に

　
一
蒔
給
せ
ら
れ
る
な
ど
、
近
藤
家
領
と
天
領
の
問
を
往
来
し
た
。

⑤
　
気
賀
闘
の
飼
設
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
大
山
敷
太
郎
は
元
和
五
年

　
　
（
一
穴
一
九
）
と
し
、
　
（
大
山
『
近
世
交
通
経
済
史
論
』
）
、
史
料
館
の
「
遠
州
気

　
賀
宿
文
書
解
説
」
に
は
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
と
し
、
地
元
の
史
料
に
は
慶
長

　
一
七
年
（
一
六
一
二
）
（
小
野
白
井
家
文
書
）
や
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
　
（
気
淵
只

　
清
水
斎
藤
家
文
書
）
に
も
と
め
て
い
る
の
も
あ
る
。
細
江
町
史
料
調
査
会
『
姫
街

　
道
と
気
賀
宿
』
、
双
川
喜
文
「
東
海
道
の
関
所
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
二
九
五
、
昭
和

　
四
七
）
。

⑥
　
引
佐
郡
教
育
会
編
『
静
岡
県
引
佐
郡
誌
』
　
（
以
下
『
郡
誌
』
と
略
記
）
下
巻
、

　
大
正
一
一
、
　
一
一
～
＝
青
ハ
。
な
お
、
注
①
に
記
し
た
年
代
不
詳
（
元
和
期
と
推

　
定
）
の
「
本
高
之
覚
」
　
（
史
料
館
蔵
）
に
も
金
指
・
五
日
布
場
自
村
と
井
伊
谷
筋

　
の
山
間
部
曲
三
千
石
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑦
金
指
出
番
所
の
監
督
権
は
気
賀
関
の
一
環
と
し
て
気
賀
近
藤
家
が
も
っ
て
い
た

　
が
、
実
際
上
の
番
は
金
指
近
藤
家
か
ら
だ
し
て
い
た
。
（
引
佐
町
教
育
委
員
会
『
引

　
佐
町
史
料
拙
第
二
集
、
昭
和
四
七
、
所
収
の
「
金
指
陣
屋
日
誌
」
1
金
指
、
平
井

　
勇
次
氏
所
蔵
）

⑧
史
料
館
文
書
「
遠
江
国
高
村
帳
」
元
禄
一
五
。

⑨
　
浜
北
市
教
育
委
員
会
編
『
浜
北
市
史
資
料
』
第
一
巻
、
昭
和
金
轡
、
巻
頭
折
込

　
の
表
。

⑩
　
若
林
淳
之
「
旗
本
領
の
構
造
1
そ
の
相
野
形
態
を
中
心
に
一
」
（
『
史
林
』
五
二

　
i
四
、
昭
和
四
四
）
。

⑪
史
料
館
文
欝
「
禄
高
一
万
五
千
石
丸
写
」
寛
永
八
。

⑫
　
山
景
元
「
畿
内
に
お
け
る
旗
本
知
行
地
の
分
布
と
性
格
」
（
『
入
文
地
理
』
二
三

　
一
一
、
昭
咽
和
V
四
穴
）

⑬
　
気
賀
下
区
名
倉
祐
太
郎
氏
蔵
の
写
に
よ
る
。

⑭
　
た
だ
し
気
賀
村
の
二
六
五
四
石
余
（
三
三
石
の
海
高
・
川
高
、
七
・
五
石
の
葭

　
野
高
を
含
む
）
は
古
高
で
あ
り
、
他
に
五
〇
七
石
工
の
そ
の
後
の
打
出
高
、
四
六

、
九
石
上
の
新
田
、
一
五
五
石
余
の
葭
野
新
田
を
加
え
、
実
質
は
三
七
八
七
石
余
が

　
替
え
ら
れ
た
。

⑮
史
料
館
文
書
「
宝
永
六
年
丑
蜀
錦
代
官
窪
島
市
郎
兵
衛
様
江
気
賀
村
田
漁
期
村

　
替
二
付
、
於
江
戸
薄
笑
取
為
替
之
宴
」
、
「
享
保
十
一
丁
年
御
旧
領
御
引
渡
之
節
書

　
付
之
写
」
。
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⑮
　
『
新
前
寛
政
重
修
羅
家
譜
　
第
十
三
』
三
九
〇
頁
。

⑰
　
同
前
、
お
よ
び
『
郡
目
配
上
巻
、
四
三
七
～
四
三
九
頁
。

⑱
当
章
註
⑦
参
照
。
な
お
若
林
淳
之
前
掲
論
文
、
五
五
～
五
七
頁
に
も
紹
介
さ

　
れ
て
い
る
。

⑲
　
若
林
淳
之
　
前
掲
論
文
、
五
五
頁
。

⑳
　
た
だ
し
黒
淵
は
繊
村
の
た
め
、
伝
統
的
な
藩
政
村
と
は
い
え
な
い
。

◎
　
　
『
郡
誌
』
上
巻
、
　
一
七
二
～
二
一
一
頁
。
な
お
陣
屋
所
在
地
の
金
指
に
お
い
て

　
は
、
現
在
の
鎮
守
は
野
原
神
社
で
あ
る
が
、
明
治
七
年
の
合
祀
ま
で
は
、
字
寺
前

　
に
約
一
町
を
隔
て
て
二
か
所
に
東
の
宮
・
西
の
宮
が
あ
り
、
一
社
は
六
所
神
社
で

　
あ
っ
た
。

㊧
　
た
だ
し
、
明
治
期
に
引
佐
郡
に
編
入
さ
れ
た
旧
麓
玉
郡
の
三
宅
郷
－
明
治
町
村

　
制
下
の
引
佐
郡
麓
玉
村
に
は
、
六
所
神
社
が
旧
郷
社
を
は
じ
め
四
難
点
ら
れ
て
い

　
る
が
、
こ
こ
は
金
指
近
藤
家
と
は
関
係
が
な
い
。
ま
た
金
指
近
藤
家
の
知
行
地
で

　
あ
る
五
日
市
場
村
に
は
若
宮
八
幡
社
が
あ
り
、
こ
の
社
は
岡
家
の
祈
願
所
で
あ
り
、

　
頻
繁
に
代
拝
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
六
所
神
社
で
は
な
い
。
　
（
当
章
注
⑦

　
お
よ
び
『
郡
誌
』
上
巻
　
五
七
三
頁
）

⑬
　
も
っ
と
も
現
在
で
は
蝉
騒
の
伝
統
的
な
解
釈
は
う
す
れ
、
横
尾
を
含
ん
だ
五
集

　
落
の
あ
た
り
を
漠
然
と
四
村
と
よ
び
、
バ
ス
停
「
四
村
」
も
横
尾
に
あ
る
。

⑳
　
『
郡
誌
』
下
巻
、
一
六
四
頁
。
　
「
明
治
初
期
」
と
い
う
の
は
、
制
度
史
的
に
も

　
極
め
て
不
正
確
な
表
現
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
『
郡
誌
』
の
ま
ま
記
載
し
て
お
く
。

⑮
　
同
前
、
㎝
九
颯
～
一
九
五
頁
。

三
　
気
賀
荘
と
気
賀
七
か
村

旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
1
　
伊
福
郷
と
気
賀
荘

　
浜
名
湖
北
部
の
繋
駕
、
引
佐
細
江
に
の
ぞ
む
気
賀
村
は
、
近
世
に
お
い
て
気
賀
近
藤
家
の
陣
屋
所
在
地
で
あ
り
、
本
坂
越
（
姫
街
道
）
の
関
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
宿
場
が
設
け
ら
れ
た
要
地
で
あ
っ
た
。
村
高
を
み
る
と
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
は
本
藍
二
二
二
九
石
芋
、
新
田
九
三
石
墨
、
元
禄
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
（
一
六
九
七
）
に
は
古
田
二
六
五
四
石
余
、
新
田
一
〇
七
七
石
余
、
宝
永
地
震
後
の
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
樹
高
三
四
三
三
石
余
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

田
高
六
二
六
石
油
、
他
に
若
干
の
改
出
高
、
海
盛
宴
（
三
三
石
）
、
葭
野
高
（
七
・
釜
石
）
を
加
え
て
惣
高
四
〇
九
四
石
婦
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
こ
の
な
か
に
は
宝
永
地
震
に
よ
る
海
成
荒
地
三
八
七
石
余
が
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
　
二
五
石
部
の
新
川
成
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ひ
か
れ
、
維
新
当
時
に
は
本
新
高
合
計
三
六
〇
　
二
丁
の
高
で
あ
っ
た
。
戸
口
を
み
る
と
、
享
和
三
年
頃
一
八
Ω
二
）
に
は
六
六
三
軒
、
二
六
六
二

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
、
維
新
当
時
に
は
八
四
六
軒
、
三
七
八
九
人
の
大
村
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
気
賀
一
門
は
律
令
制
下
の
伊
福
郷
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
省
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
は
、
　
「
伊
福
郷
　
今
気
賀
町
な
り
と
云
ふ
。
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引
佐
細
江
の
北
岸
と
す
、
風
土
記
伝
云
、
伊
福
郷
は
後
の
蹴
川
村
に
し
て
、
今
気
賀
に
作
る
」
と
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
昏
し
か
し
無
理
良
弼

『
大
日
本
地
理
志
料
』
に
は
、
先
述
し
た
（
第
一
章
注
⑤
）
式
内
社
大
磯
神
社
と
関
連
づ
け
て
、
伊
福
郷
を
聾
唖
谷
の
奥
の
山
間
部
、
鷲
沢
・
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

沢
・
三
嶽
・
川
名
の
諸
等
に
あ
て
、
気
賀
周
辺
は
和
名
抄
に
な
い
引
佐
郷
を
比
定
し
て
い
る
。
こ
の
伊
福
郷
と
い
う
称
呼
は
、
近
世
に
お
い
て

は
古
く
か
ら
の
由
緒
を
尊
ぶ
神
社
の
記
録
文
書
に
散
見
さ
れ
た
り
、
古
代
の
郷
に
準
拠
し
て
編
述
さ
れ
た
『
遠
江
国
風
土
記
伝
』
の
骨
組
み
と

な
っ
て
い
る
程
度
で
、
ほ
と
ん
ど
日
常
的
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
邨
岡
の
異
説
も
あ
る
よ
う
に
す
で
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
む
し
ろ
近
世
に
お
い
て
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
た
の
は
気
賀
荘
で
あ
る
。
荘
園
と
し
て
の
気
賀
荘
は
、
東
寺
文
書
の
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

み
え
て
、
七
条
院
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
地
元
に
の
こ
る
最
古
の
用
例
と
し
て
は
、
気
賀
野
上
に
あ
る
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
⑨

鋳
造
さ
れ
た
長
楽
寺
鐘
銘
の
「
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
荘
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
荘
園
と
し
て
の
気
賀
荘
の
研
究
は
乏
し
く
、
ま
た
当
飲
の
直
接
の

匿
的
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
が
、
地
域
名
称
と
し
て
の
気
賀
荘
は
近
世
を
つ
う
じ
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
下
に
構
成
村
（
後
述
）
が
示
さ
れ
、
各

購
成
村
が
中
世
末
期
に
は
村
と
し
て
の
体
調
を
と
と
の
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
例
え
ば
気
賀
呉
石
の
知
足
院
の
鎮
守
若
守
の
棟
札
（
文
禄
二
年
一
一
五
九
三
）
に
「
伊
那
佐
気
賀
荘
呉
石
村
」
、
細
江
神
社
現
存
の
最
古
の
棟
札

（
天
文
或
問
）
に
「
遠
州
伊
那
佐
郡
気
賀
荘
上
村
内
祇
園
牛
頭
天
王
し
と
あ
り
、
近
世
に
な
っ
て
も
「
遠
州
気
賀
庄
伊
目
村
寿
楽
寺
御
朱
印
御
墨

印
手
事
」
「
遠
州
気
賀
庄
下
村
宝
新
寺
御
朱
印
御
墨
印
之
写
」
（
元
文
二
年
i
一
七
三
七
i
の
写
）
な
ど
の
史
料
館
文
書
の
表
題
が
み
ら
れ
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
油
田
の
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
の
「
御
水
帳
書
抜
」
に
は
「
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
庄
細
江
郷
油
田
村
」
と
記
さ
れ
、
享
和
三
年
（
一
八
〇

三
、
推
定
）
の
「
四
方
明
細
帳
」
（
史
料
館
蔵
）
に
は
「
遠
江
国
引
佐
郡
本
坂
通
気
賀
庄
細
江
郷
気
賀
町
」
と
あ
る
。
最
後
の
用
例
は
、
こ
こ
が
町

（
宿
）
の
関
係
か
ら
か
、
本
訴
通
（
姫
街
道
）
と
い
う
近
世
的
な
限
定
が
郡
の
次
に
記
さ
れ
、
次
の
気
賀
庄
と
細
江
郷
が
同
格
な
の
か
、
気
賀
庄
の

方
が
よ
り
広
域
を
さ
す
の
か
は
史
料
的
に
は
不
分
明
で
あ
る
。
た
だ
気
賀
東
林
寺
住
職
木
村
文
雅
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
気
賀
荘
は
西
方
の
大

谷
あ
た
り
ま
で
を
含
み
、
よ
り
広
域
的
な
荘
名
で
あ
る
と
い
う
。

　
2
　
気
賀
七
か
村
と
気
賀
町
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こ
の
よ
う
に
気
賀
蕪
と
い
う
呼
称
が
、
近
世
に
も
広
く
使
用
さ
れ
た
の
は
、
右
の
数
事
例
か
ら
も
類
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
藩
政
村
と
し
て
は

気
賀
村
と
大
き
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
も
、
　
実
質
的
に
は
湖
岸
を
か
こ
ん
で
気
賀
七
か
村
、
す
な
わ
ち
下
・
小
森
」
葭
本
・
平
石
・
上
・
油

田
・
伊
目
の
諸
集
落
（
以
下
構
成
村
と
よ
ぶ
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
が
深
い
。
こ
れ
ら
の
構
成
村
は
第
二
表
の
よ
う
に
い
ず
れ
も

高
を
定
め
ら
れ
て
お
り
、
庄
屋
も
構
成
村
ご
と
に
お
か
れ
、
な
か
に
は
後
述
す
る
油
田
の
よ
う
に
庄
屋
の
家
筋
が
三
家
存
在
し
た
と
こ
ろ
も
あ

り
、
一
構
成
村
で
複
数
庄
屋
が
同
時
に
存
在
し
た
例
も
珍
ら
し
く
な
い
。
さ
ら
に
老
ケ
谷
は
油
田
の
枝
郷
と
し
て
寛
永
期
の
開
発
を
ウ
た
え
る

新
田
で
あ
る
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
正
式
な
検
地
が
な
さ
れ
て
、
高
を
定
め
ら
れ
て
、
実
質
的
に
七
か
村
と
同
格
に
な
り
、
庄
屋
も
お

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
維
新
当
時
の
各
構
成
村
の
戸
口
は
第
三
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
街
道
沿
い
に
関
所
を
中
核
と
し
て
町
場
が
形
成
さ
れ
た
が
、
　
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
巻
に
中
村
文
書
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
史
料
に

よ
り
、
町
の
成
立
を
め
ぐ
る
動
向
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
の
国
絵
図
改
の
時
、
近
藤
家
家
老
よ
り
の
気
賀

町
は
上
村
の
枝
郷
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
、
町
方
で
は
、
与
太
夫
（
本
陣
中
村
家
）
宅
の
御
墨
付
を
証
拠
に
、
枝
郷
で
も
新
田
で
も
な
く
、
対

等
の
本
詔
高
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
際
の
御
用
状
を
以
下
に
記
す
と
、

　
一
　
上
村
　
油
田
村
伊
目
村
　
下
村
　
小
森
村
吉
本
村
　
呉
石
村
　
気
賀
町
　
七
ケ
村
枝
郷
士
ケ
谷

　
　
右
古
来
よ
り
高
分
り
不
申
候
、
傍
之
高
弐
千
六
百
五
十
四
石
岡
斗
四
升
　
気
賀
村
と
御
朱
印
二
御
座
候
、
然
上
ハ
町
鳶
塁
塞
単
二
紛
無
御

　
　
座
候

　
町
七
拾
弐
軒

一
戸
屋
敷
高
拾
五
石
八
斗
六
升
六
合
、
如
此
々
高
辻
を
以
年
貢
納
采
申
候
、
買
取
帳
に
も
右
脚
一
高
分
り
御
座
候
、
掌
上
ハ
本
田
二
紛
な
き

と
存
事
二
候

　
一
翼
儀
田
本
坂
海
道
二
而
、
駄
賃
伝
馬
相
勤
申
候
割
付
、
地
頭
役
儀
梱
戸
隠
細
鱗
共
、
天
役
職
一
肌
通
高
分
り
不
申
懸
軍
、
七
ケ
村
二

一
而
相
勤
来
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
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第2表　気賀構成村の石高（明治2「村明細帳」による。単位石，升未満四捨五入）

村 名【石司副
上村｛翻 535．3

R0．2

403．1

Q5ユ

油・二黒 491．2

Q1．7

356．1

P3．8

劉套禺 39．2

S9．4

～
～

伊・村螺 626．4

P55．9

529．5

R53

下村鵜 503．8

P09．9

3655

S1．4

小州魏 196．1

P03

150．7

Tプ

呉石村瀦 467．1

S7．2

361．2

R7．3

葭本村瀦 208．1

@8．7

1624

@3．4

七ケ村細田 682 ～

七ケ日　粟野 15．8 ～

気賀町本割 1＆2 ～

畑
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一
　
天
役
と
申
ハ
御
上
洛
御
名
黙
想
当
流
球
人
来
朝
之
節
、
羅
切
へ
渡
船
廿
三
艘
、
気
賀
中
へ
当
り
相
勤
申
候
、
ケ
様
之
署
長
当
候
節
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
七
ケ
村
に
て
相
勤
申
候
、
隣
ハ
駄
賃
伝
馬
役
相
潜
門
候
故
、
翌
冬
舟
役
ハ
町
へ
掘
り
不
調
候

と
あ
り
、
国
絵
図
作
製
の
担
当
者
で
あ
る
浜
松
・
横
須
賀
爾
藩
士
よ
り
、
町
方
の
主
張
を
気
賀
近
藤
家
家
老
に
申
し
で
て
い
る
。
さ
ら
に
末
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
に
「
追
啓
」
と
し
て
、
　
「
気
賀
中
高
三
分
リ
不
申
候
、
町
営
高
も
御
朱
印
ニ
ハ
分
リ
不
申
候
、
右
書
付
申
候
町
屋
敷
高
ハ

旗木領と近世の郷荘（山澄）

　　　　第3表気賀構成村の戸口（明治2年「村明細帳」による）

1上1・・レ由田1開1老楽下1小森1釧呉石1計

　846

3，789

80

r
α
㎜

40

Q
262

1，192

38

Q
124

577

6084

R
97

ﾓ
数
　
口

戸
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

取
帳
二
分
り
思
置
候
、
内
証
分
ケ
に
て
御
座
候
、
　
（
下
略
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
気
賀
町
は
七
二
軒

に
対
す
る
屋
敷
高
も
確
定
し
て
い
た
と
し
、
気
賀
七
か
村
と
対
等
の
地
位
を
し
め
、
駄
賃
・
伝
馬
役
や
地
頭
役
も
町
が
勤

め
、
こ
れ
に
対
し
七
か
村
は
天
役
と
い
う
要
人
通
行
の
際
の
舟
役
を
勤
め
る
べ
し
と
主
張
し
、
町
と
七
か
村
全
体
と
が
紺

応
ず
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
近
世
初
頭
よ
り
、
気
賀
町
が
独
立
の
高
を
た
て
、
町
庄
屋
も
上
村
庄
屋
と
兼
帯
の
こ
と
も
多
か
っ
た

が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て
藩
政
村
と
し
て
の
気
賀
村
は
「
内
証
分
け
」
さ
れ
て
、
実
際
は
七
か
村
に
町
・
老

ケ
谷
を
加
え
九
か
村
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
藩
政
村
と
し
て
の
終
末
を
迎
え
た
明
治
二
年
の
近
藤

家
よ
り
の
「
申
送
覚
」
に
も
、
　
「
同
村
之
義
大
村
二
而
野
間
、
古
来
よ
り
右
之
内
、
上
村
、
気
賀
町
、
油
田
村
、
伊
満
州
、

下
村
、
小
森
村
、
葭
本
村
、
呉
石
村
、
老
ケ
谷
村
と
都
合
九
ケ
村
二
分
郷
仕
、
免
肩
凝
相
別
れ
居
候
得
共
、
元
来
一
ケ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

之
義
工
雪
面
地
入
合
之
場
所
二
而
、
境
界
相
分
兼
候
地
形
二
而
御
座
候
（
下
略
ご
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
七
か
村
・
老
ケ
谷
・
気
賀
町
の
ほ
か
に
、
葭
本
の
わ
か
れ
と
伝
え
ら
れ
る
岩
根
、
下
村
の
枝
村
で
あ
る
寸
座
と

い
う
二
集
落
が
あ
り
、
現
在
は
独
立
し
た
区
と
な
っ
て
い
る
が
、
近
世
を
つ
う
じ
て
葭
本
と
下
に
含
め
ら
れ
、
庄
屋
も
な

く
、
高
分
け
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
寸
座
は
宗
門
人
別
は
別
帳
と
し
て
お
り
、
や
や
独
立
し
た
扱
か
い
を
う
け
て
い

⑯
た
。　

3
　
町
場
、
の
形
成

91 （863）
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第5図　気賀関と近藤家陣屋（『引佐郡誌』より）

　
こ
う
し
て
姫
街
道
に
街
村
状
に
な
ら
び
、
本
陣
を
構
え
、
東
入
口
を
関
で
か
た

め
た
気
賀
町
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
　
『
瀞
岡
県
史
料
』
所
収
の
中
村
文
書
で
か
な

り
跡
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
正
｝
五
年
（
一
五
八
七
）
の
頃
、
本
多
作
左
衛

門
に
よ
り
中
村
与
太
夫
が
吉
村
新
町
（
宿
）
の
代
官
を
申
し
つ
け
ら
れ
、
市
日
の
升

取
役
や
吉
村
湊
出
入
の
舟
役
、
吉
村
郷
荒
地
の
開
発
認
許
な
ど
広
汎
な
権
限
を
付

与
さ
れ
た
。
こ
の
頃
に
は
気
賀
の
あ
た
り
を
吉
村
と
称
し
、
新
町
（
宿
）
が
た
て
ら

　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
天
正
一
八
年
、
堀
尾
帯
刀
支
配
の
頃
よ
り
、
気
賀
の
名
が
あ
ら
わ
れ
、
　
「
気
賀

村
市
ぱ
之
与
太
夫
」
と
い
う
宛
名
も
あ
る
が
、
ま
だ
正
式
に
町
と
は
よ
ば
れ
て
い

　
　
　
⑱

な
か
っ
た
。
そ
れ
が
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
、
彦
坂
小
刑
部
支
配
の
時
、
　
「
気
賀

町
諸
役
等
、
直
二
申
付
候
之
問
、
村
々
よ
り
申
分
有
間
敷
者
也
」
と
の
手
形
が
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

さ
れ
、
町
と
し
て
村
々
と
は
異
質
の
地
区
で
あ
る
こ
と
が
定
立
し
た
。
そ
れ
と
と

も
に
上
町
市
一
三
人
・
中
市
一
三
人
・
下
町
市
一
五
人
と
三
つ
に
市
割
さ
れ
、
市

日
に
他
郷
よ
り
来
る
者
の
商
売
を
も
保
護
せ
し
め
る
よ
う
布
令
が
達
せ
ら
れ
、
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

栄
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
慶
長
一
〇
年
二
月
、
大
火
に
よ
り
烏
有
に
帰
し
た
が
、
中
村
与
太
夫

を
中
心
に
復
興
が
急
が
れ
、
尚
一
五
年
に
は
町
場
は
本
町
と
仮
屋
町
と
に
わ
け
ら

れ
、
伝
馬
に
つ
い
て
も
下
廿
日
は
本
町
、
上
十
臼
は
仮
屋
町
の
担
当
と
定
め
ら
れ

⑳た
。
仮
屋
町
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
氏
神
牛
頭
天
王
（
現
細
江
神
社
）
を
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旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

仮
に
安
置
し
た
と
こ
ろ
で
、
慶
長
年
間
に
町
名
（
気
賀
）
を
立
て
て
市
街
と
し
た
旨
、
　
「
細
江
神
社
由
緒
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
町
と
仮
屋
町

の
区
分
は
不
明
で
あ
る
が
、
第
六
図
の
古
地
図
に
も
「
仮
麗
」
が
町
の
東
側
に
描
か
れ
、
町
の
東
側
約
三
分
の
一
を
仮
屋
町
、
西
側
を
本
町
と

し
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。

　
近
藤
家
領
と
な
っ
て
か
ら
元
詰
九
年
（
一
六
二
三
）
の
「
遠
州
引
佐
之
郡
気
賀
町
縄
打
屋
敷
水
帳
」
（
史
料
館
文
書
）
に
は
「
町
屋
敷
分
」
と
し

て
七
四
軒
・
七
六
筆
の
ほ
か
に
、
御
堂
屋
敷
一
廻
一
二
歩
が
書
き
あ
げ
ら
れ
、
計
一
町
八
反
四
二
コ
ニ
歩
、
分
米
一
八
石
碑
斗
五
升
余
と
あ
り
、

　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

明
暦
検
地
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
〆
高
は
、
事
実
上
、
こ
の
時
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
記
録
を
た
ど
る
と
、
気
賀
の
両
町
（
本
町
と
仮
屋
町
）

の
間
に
、
寛
永
八
年
（
エ
ハ
三
一
）
に
伝
馬
役
を
ゆ
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
た
た
め
、
七
か
村
庄
屋
が
仲
裁
に
入
り
、
日
に
よ
る
伝
馬
役
分
担
を
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
、
本
町
と
仮
屋
町
と
の
扱
い
比
率
を
つ
ね
に
二
対
一
に
す
る
こ
と
で
落
着
し
た
。
こ
の
仲
裁
に
入
っ
た
七
か
村
庄
屋
の
名
を
み
る
と
、
さ
き

の
気
賀
七
か
条
の
う
ち
、
．
伊
属
が
み
あ
た
ら
ず
実
際
は
六
か
村
で
あ
る
。
つ
ま
り
七
か
村
と
い
う
の
は
実
際
の
村
数
と
は
限
定
さ
れ
ず
、
気
賀

町
に
対
す
る
村
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
な
お
町
の
寛
永
期
以
後
の
推
移
に
関
し
て
は
、
関
所
や
宿
の
問
題
と
も
関
連
づ
け
て
、
第
七
章
で
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
条
院
、
す
め
い
も
ん
」
。

①
史
料
館
文
書
「
杢
局
一
万
五
千
石
分
写
」
。

②
　
　
　
同
　
　
　
「
御
知
行
所
村
付
之
覚
」
。

③
　
　
　
同
　
　
「
御
知
行
所
村
々
高
帳
」
。

④
　
気
賀
　
融
果
林
寺
住
叫
城

⑤
史
料
館
文
書
「
宿
方
明
細
書
上
娠
」
。

⑥
　
注
④
参
照
。

⑦
　
吉
田
東
伍
『
大
目
本
地
名
辞
書
』
、
明
治
三
五

　
八
七
六
頁
。
邨
岡
良
弼
『
大
ヨ
本
地
理
志
料
』
、

　
上
巻
）
、
一
五
四
頁
。

⑧
　
清
水
正
健
『
荘
園
由
人
料
　
』
下
・
巻
、
昭
和
賜
｛
ハ

　
寺
文
書
日
、
修
明
門
院
御
所
荘
々
等
、
遠
江
国
気
賀
荘
、

木
村
文
雅
氏
蔵
「
明
治
二
年
村
明
細
帳
」
。

（
増
補
版
昭
稲
四
六
）
第
五
巻
、

明
治
　
二
穴
（
複
刻
門
版
昭
和
四
　
、

（
復
刻
版
）
、
＝
二
五
九
頁
。
「
東

　
　
　
安
貞
二
年
八
月
五
日
、

⑨
『
郡
誌
』
上
巻
、
四
八
六
頁
。

⑩
同
前
、
五
〇
七
頁
。

⑪
油
田
斎
藤
優
氏
蔵
。

⑫
注
④
参
照
。

⑬
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
輯
、
八
八
五
～
八
八
七
頁
。

⑭
同
前
、
八
八
七
頁
。

⑮
気
賀
町
役
場
旧
蔵
「
気
賀
申
送
覚
」
明
治
二
。

⑯
　
同
前
。

⑰
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
輯
、
入
五
㎝
一
八
五
三
頁
、
本
多
重
次
の
手
形
三
通
。

　
な
お
同
士
の
「
吉
村
」
の
脚
注
に
「
今
気
賀
町
大
字
気
賀
に
葭
本
あ
り
、
吝
村
此
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辺
一
円
を
さ
し
、
天
正
十
五
年
頃
ま
で
か
く
言
ひ
、
天
正
十
八
年
頃
よ
り
気
賀
と

　
言
ふ
と
」
と
あ
る
が
、
根
拠
不
詳
。
　
の
ち
に
享
保
年
間
、
碇
役
の
由
来
に
つ
い

　
て
、
駿
府
代
官
よ
り
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
無
電
麗
与
太
夫
は
こ
の
本
多
作
左
衛
門

　
の
墨
付
を
引
用
し
、
　
「
右
御
墨
付
二
吉
村
と
御
座
ハ
ロ
ハ
今
上
気
賀
村
ノ
儀
二
而
御

　
座
候
」
と
答
え
て
い
る
。
（
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
輯
八
八
八
頁
）
。
な
お
碇
役
は

　
幕
末
ま
で
与
太
夫
の
特
権
と
な
り
、
同
人
が
運
上
を
と
り
ま
と
め
て
領
主
に
納
め
、

　
そ
の
見
返
り
と
し
て
一
割
が
筆
墨
料
の
名
目
で
与
太
夫
に
還
付
さ
れ
た
。
　
（
注
⑯

　
参
照
）
。

⑱
　
圃
前
、
八
五
四
～
八
五
六
頁
、
落
合
助
右
衛
門
祐
斎
連
署
手
形
。

⑲
同
前
、
八
六
三
頁
、
小
嶺
藤
右
衛
門
手
形
。

⑳
　
同
前
、
八
六
四
～
八
穴
穴
頁
、
野
末
理
兵
衛
市
割
手
形
。

⑳
　
同
前
、
八
七
六
～
八
七
八
頁
、
伝
馬
駄
賃
掟
書
。

＠
　
　
『
南
南
臨
上
巻
、
四
七
五
頁
。

＠
　
こ
の
水
帳
の
一
筆
ご
と
の
歴
敷
地
面
積
は
、
一
睡
未
満
八
軒
、
一
～
二
畝
二
五

　
軒
、
二
～
三
畝
二
六
軒
、
一
二
～
四
畝
九
軒
、
四
～
五
畝
穴
軒
、
五
～
六
畝
・
六
～

　
七
畝
・
七
～
八
畝
各
一
軒
と
な
り
、
～
～
三
畝
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
お
同
帳
の

　
三
四
～
饗
一
六
聖
目
の
三
戸
は
正
保
二
年
（
　
穴
四
五
）
に
関
所
の
番
所
屋
敷
と
そ

　
れ
に
付
随
す
る
道
と
な
っ
た
こ
と
が
付
箋
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
蒋
期
に
番
所
が
拡

　
大
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
　
　
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
輯
、
八
七
八
～
八
八
○
頁
、
吉
本
村
役
人
外
五
ケ
村
役

　
人
連
署
手
形
。
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四
　
入
会
と
新
田

　
1
三
方
原
入
会

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
気
賀
は
、
近
世
に
お
い
て
行
政
的
に
は
気
賀
村
と
し
て
三
六
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
石
の
大
村
と
し
て
画
定
さ
れ
な
が
ら

も
、
そ
の
下
に
内
証
わ
け
な
が
ら
高
分
け
さ
れ
、
庄
屋
も
お
か
れ
て
い
た
七
か
村
（
実
際
は
町
と
老
ヶ
谷
を
加
え
九
か
村
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
し
か
も
時
に
は
町
に
堕
す
る
村
々
（
七
か
村
）
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
し
て
よ
い
。
気
賀
荘
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
う
総
称
が
近
世
を
つ
う
じ
て
広
く
用
い
ら
れ
た
の
も
藩
政
村
を
荘
、
そ
の
構
成
村
を
村
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
複
合
雪
丸

政
村
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
村
落
構
造
の
形
成
要
件
を
以
下
に
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
解
明
し
た
い
。

　
ま
ず
こ
の
あ
た
り
の
村
々
に
と
り
、
入
会
の
秣
場
と
し
て
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
た
三
方
原
を
と
り
あ
げ
る
。
洪
積
台
地
の
た
め
近
世
ま

で
原
野
の
ま
ま
残
さ
れ
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
、
徳
川
・
武
田
両
軍
の
合
戦
場
と
し
て
有
名
な
三
方
原
は
、
広
大
な
秣
場
と
し
て
周
辺
諸
村

　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
原
野
は
「
群
馬
拾
遺
」
に
は
「
此
原
は
浜
松
よ
り
一
里
ば
か
り
乾
の
方
に
あ
り
、
禰
地
柑
、
祝
田
村
、
都
田
村
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

村
草
か
り
斜
な
る
を
も
っ
て
、
み
か
た
が
原
と
い
ふ
と
、
さ
れ
ど
も
今
は
百
八
さ
と
の
草
か
り
揚
と
な
れ
り
（
下
略
）
」
、
「
遠
江
国
風
土
記
伝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
は
、
　
「
引
馬
野
、
古
の
時
和
地
、
祝
田
、
都
田
三
村
の
秣
場
、
故
日
、
三
方
原
、
元
和
九
年
有
出
掛
、
以
来
為
百
八
村
の
秣
場
（
下
略
）
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
近
世
を
つ
う
じ
て
し
ば
し
ば
入
会
相
論
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
裁
断
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
「
風
土
記
伝
」
に
も
載

せ
ら
れ
て
い
る
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
裁
定
で
あ
る
。
以
下
に
記
す
と
、

　
　
　
　
三
方
原
中
草
之
蔓

旗本領と近世の郷荘（山澄）

覚

う
ふ
み

　
　
　
　
ロ
ホ

江
　
　
臨

大
久
保

か
み
か
や

た
か
つ
か

人
　
見

い
ざ
ち

さ
は
ま

禰
　
地

↓
フ
　
　
、

ウ
　
　
　
カ

お
さ
か
べ

ほ
う
田

セ
　
と

都
　
田

ミ
や
口

片溢し半有
　　ま
馬沢村田島
　西入お伊
　か　 か

　も野へ馬
　へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
外
中
郡
中

　
一
ミ
か
た
原
中
草
之
隻
、
相
国
様
被
仰
出
候
こ
と
く
、
入
込
た
る
べ
き
事

　
一
従
前
二
有
温
帯
林
並
森
林
之
儀
、
下
草
に
入
こ
み
た
る
べ
し
、
但
枝
を
お
ろ
し
木
葉
を
か
き
候
も
の
は
札
銭
を
面
出
事

　
一
草
野
之
事
、
四
壁
の
き
は
よ
り
三
町
、
田
畠
の
き
は
一
町
♂
内
ハ
入
込
可
為
停
止
黒
歯

　
　
　
付
　
原
中
二
新
田
仕
立
候
に
お
み
て
は
其
際
ま
で
入
こ
ミ
た
る
事

　
　
元
和
九
年
九
月
朔
日
　
　
　
　
大
炊
（
以
下
七
名
連
署
）

　
　
④

と
あ
る
。
こ
れ
は
三
方
原
の
地
元
村
で
あ
る
和
地
・
都
田
・
影
響
三
村
が
斎
米
二
七
石
の
負
担
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
入
会
村
に
対
し
て
手
札

を
発
し
札
米
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
た
め
生
じ
た
紛
争
の
裁
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
当
時
の
入
会
村
の
範
囲
を
知
り
得
る
。
こ
の
二
五
か

村
（
文
書
に
は
二
四
か
村
）
を
入
会
根
競
と
も
よ
び
、
三
方
原
周
辺
は
も
と
よ
り
、
浜
名
湖
東
岸
諸
村
に
及
ん
で
い
た
。
な
お
、
「
此
外
中
郡
中
」
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⑤

の
中
郡
と
は
、
天
龍
川
縁
辺
諸
村
の
当
時
の
総
称
で
あ
り
、
　
「
遠
江
国
風
土
記
伝
」
に
い
う
一
〇
八
か
村
と
は
こ
の
中
郡
を
含
ん
だ
忌
数
と
も

推
察
さ
れ
る
。

　
そ
の
際
、
　
気
賀
は
根
郷
の
一
に
属
し
、
　
大
き
い
藩
政
村
川
気
賀
荘
が
そ
の
単
位
と
さ
れ
、
　
正
徳
三
年
（
一
七
；
一
）
の
「
気
賀
町
差
出
帳
」

（
史
料
館
文
書
）
に
も
「
秣
薪
気
賀
中
入
会
期
而
登
呂
共
二
尉
事
相
調
申
候
」
と
記
さ
れ
、
　
入
会
が
気
賀
荘
全
体
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
史
料
に
残
る
気
賀
の
関
与
し
た
次
の
入
会
相
論
は
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
、
刑
部
村
菅
姓
が
一
味
を
組
み
、
気
賀
村
の
権
利
に
属
す
る

松
林
を
多
宝
に
伐
木
侵
掠
し
た
と
し
て
、
気
賀
村
の
百
姓
中
が
訴
え
で
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
訴
状
に
よ
る
と
、
　
「
三
方
ケ
原
野
喜
喜
…
…
刑

部
村
と
け
か
村
原
山
盛
之
儀
ハ
先
年
ず
本
項
通
の
大
通
を
切
、
浜
松
古
道
切
二
而
御
座
候
、
此
堺
道
を
へ
た
て
双
方
の
田
地
御
座
候
、
け
か
村

お
い
か
や
暴
富
五
拾
石
工
、
此
本
田
を
持
、
十
八
年
以
前
、
酉
之
年
其
田
地
際
二
屋
敷
を
立
、
（
下
略
）
」
と
あ
り
、
　
元
和
の
と
り
き
め
に
し
た

が
い
、
区
画
内
は
気
賀
村
の
開
発
に
よ
る
も
の
と
し
て
占
有
権
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
の
権
利
も
老
ケ
谷
な
い
し
そ
の
親
村
で
あ
る
油
田
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

み
に
属
す
る
の
で
な
く
、
気
賀
村
全
体
に
関
与
す
る
こ
と
が
文
面
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

　
つ
い
で
近
世
最
大
の
入
会
相
論
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
お
こ
り
、
　
こ
の
時
に
は
入
会
村
は
一
三
八
か
村
（
敷
知
郡
四
五
村
・
長
上
郡
七
二

村
・
豊
田
郡
一
四
村
・
引
佐
郡
岩
村
・
麓
玉
郡
二
村
）
に
拡
大
し
た
。
こ
の
相
論
は
地
元
村
で
あ
る
都
田
・
翠
煙
両
村
の
間
に
お
こ
り
、
そ
れ
が
入

会
村
全
般
の
争
い
に
ま
で
拡
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
の
裁
決
の
要
旨
は
、
　
「
野
元
の
村
が
愈
愈
を
立
て
、
村
付
の
林
と
し
て
野
元
村
の
所

有
権
を
主
張
す
る
た
め
、
事
実
上
、
野
場
（
入
会
草
野
）
が
狭
ま
っ
た
。
そ
こ
で
入
会
村
の
訴
を
と
り
あ
げ
、
検
分
の
結
果
、
東
は
有
木
通
原
、

西
南
は
本
意
道
、
北
は
金
指
道
よ
り
二
股
道
を
限
っ
て
新
境
界
と
し
、
境
界
内
の
新
製
は
す
べ
て
伐
採
し
て
入
会
秣
場
を
確
立
す
る
。
そ
の
外

側
の
地
は
野
元
三
か
村
各
村
に
属
す
る
山
林
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
林
と
野
と
の
境
界
を
定
め
、
入
会
地
を
大
は
ば
に
縮
少
す
る
反
面
、

入
会
地
内
の
造
林
開
発
を
禁
止
し
た
。

　
こ
の
裁
決
に
も
と
づ
い
て
伐
採
さ
れ
た
境
界
内
の
新
興
の
代
金
は
、
入
会
各
村
の
村
高
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
、
気
賀
村
に
は
六
二
両
一
分
余
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と
な
っ
た
。
し
か
し
訴
訟
費
な
ど
が
差
引
か
れ
、
半
額
に
も
み
た
な
い
三
〇
両
三
分
余
が
配
付
さ
れ
、
こ
れ
を
さ
ら
に
気
賀
七
か
村
・
老
ヶ

谷
・
町
に
高
に
応
じ
て
分
け
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
入
会
の
単
位
と
し
て
は
気
賀
惣
村
と
い
う
表
現
も
使
わ
れ
、
割
当
還
付
金
も
弊
村
を
単
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
つ
つ
も
、
内
部
操
作
に
よ
り
各
構
成
村
に
再
分
さ
れ
る
な
ど
、
複
合
的
藩
政
村
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
三
方
原
入
会
地
の
ほ
か
に
、
村
内
に
共
有
の
林
野
が
数
か
所
存
在
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
八
章
で
触
れ
る
。

　
2
　
葭
野
と
新
田

　
三
方
原
の
草
刈
・
秣
場
が
気
賀
に
と
っ
て
村
外
の
入
会
地
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
湖
岸
周
辺
の
粗
野
は
、
村
内
の

入
会
地
と
し
て
大
き
な
地
位
を
し
め
、
葭
野
高
七
石
五
斗
が
古
来
か
ら
の
気
賀
村
の
本
県
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
川
上
に
関
連

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
徳
川
頼
宣
治
下
の
時
、
年
貢
一
貫
五
百
文
と
定
め
ら
れ
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
「
本
高
一
万
五
千
石
分
層
」

（
史
料
館
文
書
）
に
は
「
葭
年
貢
金
三
分
」
と
あ
り
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
は
鋸
三
貫
文
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
葭
野
高
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
本
来
は
油
田
村
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
寛
永
年
間
に
上
・
油
田
・
伊
目
・
下
・
呉
石
で
各
一
石
二
業
五
升
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

森
・
葭
本
で
六
斗
二
升
五
合
ず
つ
付
属
さ
せ
ら
れ
、
構
成
七
か
村
個
々
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
維
新
に
及
ん
だ
。
さ
ら
に
こ
の
本
田
高
に

含
ま
れ
る
葭
野
高
と
は
別
に
、
元
禄
一
一
年
目
一
六
九
八
）
に
検
地
さ
れ
た
「
気
賀
駒
之
内
七
ケ
村
葭
野
高
」
と
し
て
、
七
か
村
全
体
に
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
葭
野
高
一
五
・
八
石
余
（
一
．
五
町
鳶
）
が
存
在
し
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
一
反
八
畝
の
見
取
が
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
三
野
が
開
発
さ
れ
て
、
新
田
と
な
っ
た
と
こ
ろ
を
「
七
ケ
村
鶴
野
新
田
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
七
か
村
全
体
に
属
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
こ
の
新
田
の
基
準
検
地
は
元
禄
八
年
目
一
穴
九
五
）
に
な
さ
れ
、
　
一
四
八
・
七
八
石
（
内
五
・
四
四
五
石
は
老
ヶ
谷
溜
池
替
地
と
さ
れ
、
実
質
は
、

一
四
三
・
三
三
五
石
、
面
積
一
三
・
二
八
町
）
、
さ
ら
に
同
一
一
年
に
は
植
葭
新
田
が
検
地
さ
れ
、
そ
の
分
が
＝
一
・
六
三
一
石
（
一
・
ご
一
町
余
）

と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
八
七
・
八
石
余
が
新
川
成
と
し
て
潰
れ
、
六
八
・
一
石
余
（
六
・
〇
六
町
余
）
が
残
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

そ
の
後
六
次
に
わ
た
り
、
八
・
四
町
余
の
見
取
が
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
近
世
後
期
に
は
七
か
村
と
町
・
老
ケ
谷
に
七
ケ
村
新
田
・
七
ケ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

葭
野
を
加
え
、
免
定
は
一
一
通
だ
さ
れ
て
い
た
。
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こ
れ
ち
七
か
村
の
湖
岸
の
新
田
に
は
、
宝
永
大
震
災
に
よ
る
潮
水
浸
入
後
、
琉
球
繭
の
栽
培
が
ざ
か
ん
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
近
藤
用
随
が
明

和
年
間
に
導
入
し
た
と
さ
れ
、
他
領
に
栽
培
が
伝
わ
る
こ
と
を
厳
禁
し
、
殖
産
興
業
約
振
興
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
他
の
大
多
数
の
旗
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

領
と
異
な
り
、
近
藤
氏
の
在
地
領
主
と
し
て
の
積
極
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
葭
野
の
開
発
を
具
体
的
に
示
す
史
料
信
少
な
い
が
、
享
保
一
六

年
（
一
七
三
一
）
に
は
、
　
「
面
立
を
切
返
し
作
毛
し
た
場
合
、
手
閥
費
用
が
多
大
に
嵩
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
了
簡
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
、

開
墾
は
貧
農
層
に
は
お
よ
ば
な
い
。
ほ
か
に
墨
付
の
埋
立
に
よ
る
田
地
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ま
た
御
了
簡
が
薄
く
、
な
か
な
か
埋
立
開
墾
も

　
　
　
　
　
⑬

は
か
ど
ら
な
い
。
」
と
歎
願
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
葭
野
の
開
墾
に
は
葭
囲
個
入
に
よ
る
も
の
と
、
村
荘
埋
立
に
よ

る
も
の
と
が
存
し
た
が
、
農
民
の
負
担
増
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
訂
せ
ち
れ
る
。
　
「
堤
防
を
築
き
て
潮
水
の
浸
入
を
防
ぎ
、
新
河
を
皇
帝
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

河
水
の
濫
濫
を
除
き
、
嘘
泣
を
穿
ち
て
排
水
灌
概
の
利
を
謀
り
、
舟
樹
の
便
を
企
つ
る
」
等
、
か
な
り
の
規
模
の
殖
産
土
木
事
業
が
領
主
の
手

に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
新
川
の
完
成
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
も
な
い
一
二
五
・
二
二
が
川
成
潰
地
と
な
っ
た
。

こ
の
潰
地
の
所
在
地
は
七
か
村
の
す
べ
て
と
七
か
村
童
属
の
新
田
に
み
ら
れ
、
こ
れ
を
み
て
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
構
成
村
の
耕
地
（
と
く

に
新
田
）
が
入
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
λ
第
二
表
参
照
）

　
こ
れ
ら
の
葭
野
新
田
の
具
体
的
な
所
在
地
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
元
禄
八
年
と
同
一
一
年
検
地
の
永
帳
に
よ
れ
ば
、
収
載
の
小
字
と
し
て
須

ケ
園
・
見
か
か
み
・
中
蒲
北
適
回
報
・
五
反
田
・
叶
太
郎
・
御
所
坪
・
大
坪
・
弁
当
嶋
・
屋
敷
北
・
屋
敷
畑
・
囲
う
の
毛
・
小
屋
東
漕
孤
嶋
・

雑
魚
坪
・
松
崎
・
老
ケ
谷
尻
・
大
明
神
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
小
宇
の
多
く
は
第
六
図
の
よ
う
に
湖
岸
近
い
と
こ
ろ
に
か
た
ま
り
、
な
か

で
も
元
禄
一
一
年
の
新
田
は
す
べ
て
小
掌
植
葭
に
集
中
し
、
字
名
か
ら
も
葭
野
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
新
田
地
域
は
現
在
で
も

「
こ
み
田
」
（
込
田
・
混
田
）
と
慣
称
さ
れ
、
気
賀
全
体
に
属
し
た
田
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
藩
政
村
と
し
て
の
気
賀
が
、
　
各
構
成

村
に
分
解
し
な
か
っ
た
有
力
な
生
産
的
基
盤
を
な
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
田
地
の
等
級
は
両
検
地
と
も
上
田
は
な
く
、
中
田
と
下
田
の
比
が
一
対
四
程
度
で
石
盛
も
低
い
。
こ
の
検
地
帳
に
は
作
人
の
名
が
記
さ
れ
、

そ
れ
を
小
字
別
・
作
人
別
に
整
理
し
た
の
が
第
四
表
で
あ
る
。
元
禄
八
年
検
地
帳
に
み
ら
れ
る
小
字
の
う
ち
、
六
筆
以
上
の
一
二
小
字
に
つ
い
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て
み
る
と
、
作
人
の
居
住
村
が
二
村
に
わ
た
る
小
字
は
三
、
三
村
は
ニ
ト
五
村
は
三
鮎
六
村
は
二
、
孤
村
は
二
と
な
り
．
七
か
村
新
田
の
各
小
字

を
一
構
成
柑
の
作
人
で
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
　
「
込
田
」
と
い
う
名
称
の
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
構
成
村
の
作
人
に
割
当
て
よ

う
と
し
た
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。
五
反
田
は
八
筆
で
あ
り
な
が
ら
、
七
か
村
全
部
よ
り
の
作
人
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
老
ケ
谷
尻
は
そ
の
名

称
か
ら
老
ケ
谷
へ
の
谷
の
入
口
の
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
六
か
村
か
ら
作
人
が
で
て
い
る
。
わ
ず
か
に
叶
太
郎
一
三
筆
が
呉
石

の
村
民
五
名
で
五
筆
、
上
の
村
民
六
名
で
八
筆
と
二
村
で
か
た
ま
り
、
検
地
帳
の
記
載
順
序
も
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
伊
目
集
落
に
近
い
大

旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
ヘ
コ
セ
　
へ
じ

久
ジ
．
舞
》

ハ．

?
／

姦
難
黛
田
．

　
新
禁
上
堀
。
、
江
廼

　
｝
T
B
　
　
　
　
　
跨
ノ
肱

中
蒲

弁当雑

中
魑御

所
坪
．

ぎ
耀
”
蔭
俄
、
㍉
ノ
罎

ヘ
ジ
貿
メ
　
　
　
ぐ
犠
卜
う

警
吃
．
窺
ノ
へ
｝
岸
ノ
，
審

　　

@　

一一』．…一 ﾑ

…己”ぶ

」ll筋

　
　
明
神
六
筆
が
油
田
村
民
一
筆
と
十
目
村
民
五
十
で
構
成
さ
れ

　
　
て
い
る
の
が
、
例
外
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
事
例
と
い
え
る
。

醐
作
人
別
に
み
て
も
新
田
の
全
作
人
は
δ
署
（
伊
鳥
の

男光
‘
二
件
の
連
名
作
人
は
一
人
に
数
え
る
）
に
対
し
、
総
補
数
は
一
三

山第6図　宝永震災前の村絵図略描（呉石，内

○
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
四
筆
を
登
録
さ
れ
た
作
人
は
一

名
、
三
筆
が
四
顧
、
二
筆
が
一
七
月
目
、
八
割
近
く
の
作
人

が
新
田
内
に
た
だ
一
筆
を
登
録
さ
れ
、
こ
こ
に
も
で
き
る
だ

け
多
く
の
作
人
に
新
田
の
耕
作
を
分
散
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
と
に
同
一
小
字
内
で
二
筆
以
上
の
作
人
で

あ
っ
た
も
の
は
三
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
新
賑
作
人
の
本
村
に
お
け
る
階
層
を
み
る
た
め
、

油
田
村
に
つ
い
て
約
三
〇
年
以
前
の
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

の
検
地
帳
と
照
合
す
る
と
、
同
一
名
と
し
て
た
ど
れ
る
の
は

元
禄
の
新
田
作
人
一
五
名
の
う
ち
八
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
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第4表七ケ村新田元禄8年検地の作人

作人の所属村
上1油1伊1下1小i葭1呉一半小字名

2
　
　
1
　
戸
0
　
　
　
　
1
　2

1
　
1
　
　
　4
　
　
　
4

9
一
　
　
　
　
9
臼

　　1

　　2

3（5）

1

1

4
　
　
　
　
1

1
　
　
1

1
　
2
　
　
　
　
1

－
　
　
『
0
　
1
　
　
　
　
1

Q
り
　
1
　
2
　
2
　
1
　
2
　
1

1
　
1
2
　
1
1
　
2
　
雀
　
2
5

1

9
臼
　
－

Q
σ
　
n
δ
　
5
　
2
　
1

－
⑧
　
4
3

　
6

1
　
2
　
0
0
　
0
0
　
9
一

1
　
5
　
7
　
り
酎
　
813

P
1
4
沁
3
8
2
6
8
1
6
8
1
2
6

須ケ田
見　鏡
中蒲北
植　葭
五反田
叶太郎
御所坪
大　坪
弁当嶋
屋敷北
屋敷畑
下うの毛

小屋東
狐　嶋
雑魚坪
松　綺
老ケ谷尻

大明神

）
ハ
0
王

1
9
一

（）0
4
1
1
（9

切
（）7

0
1
2

（）ρ
0
9

1
1

（）ド
0
8

1
1

（
130

19
（27）計

略記　油：油田，伊＝伊目，小：小森，葭：葭本，呉：呉石

　　（　）内揖筆数，その他は1名1筆

「
植
葭
東
方
壱
番
北
一
」
）
か
ら
一
つ
づ
き
の
順
序
正
し
い
地
積
と
考
え
ら
れ
、
作
人
も
一
人
ご

と
に
、
連
続
し
て
三
～
五
筆
登
録
さ
れ
る
者
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
全
部
で
一
〇
名
に
と
ど

ま
り
、
元
禄
八
年
の
検
地
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
七
か
紺
全
部

か
ら
作
人
が
で
て
お
り
、
し
か
も
五
村
が
各
五
筆
、
　
二
村
が
各
六
筆
の
作
人
を
だ
し
、
七

村
で
ほ
ぼ
均
等
に
わ
り
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
七
か
村
全
体
の
新
田
と
い
う
意
図
が
よ

の
う
ち
囲
暦
検
地
で
一
町
以
上
の
高
持
は
一
名
で
、
他
は

五
反
未
満
の
中
層
以
下
の
百
姓
で
あ
る
。
こ
と
に
後
述
す

る
よ
う
に
同
村
で
は
斎
藤
・
哲
田
・
尾
藤
の
三
旧
家
が
庄

屋
を
勤
め
、
そ
の
一
族
＝
名
が
苗
字
を
許
さ
れ
た
大
高

持
と
し
て
中
心
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
七
か
村
新

田
に
作
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
竹
田
弥
次
兵
衛

（
王
家
一
一
名
の
う
ち
最
少
の
高
持
）
の
み
で
あ
り
、
七
か
村

新
田
は
中
堅
以
下
の
作
人
百
姓
が
分
散
し
て
あ
て
が
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
土
地
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ぎ
の
元
禄
一
一
年
の
七
か
村
の
一
斗
新
田
の
検
地
に

お
け
る
作
人
は
、
第
五
表
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
こ
の

検
地
は
一
小
字
（
植
葭
）
三
七
筆
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
記

藻
式
　
緻
－
－
－
－
・
：
－
－
－
乍

（
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
人

第5表元禄11年差葭新田の検地

　　　の作人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

衛
助
夫
門
門
夫
郎
衛
門
門

兵
太
鵜
二
三
瀦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

惣
重
孫
次
作
五
長
轡
五
太

＊は元禄8年七ケ村薪田検地の1

人
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所属村　　作

上
〃

田
目

油
伊

〃
下

森
本
石

　
　
　
〃

学
資
呉
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み
と
れ
る
．
な
お
油
田
か
ら
一
名
の
み
作
人
と
な
っ
て
い
る
孫
太
夫
は
、
さ
ぎ
の
明
暦
検
地
に
お
い
て
は
、
本
田
で
五
筆
二
一
反
余
を
登
録
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
吻
・

　
こ
の
新
田
地
区
は
宝
永
大
震
災
の
被
害
が
大
き
く
、
復
旧
は
難
事
業
で
あ
っ
た
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
は
葭
場
八
町
七
反
余
、
五
五
・

二
石
が
領
主
近
藤
家
よ
り
百
姓
に
下
戻
さ
れ
、
」
五
〇
両
の
手
当
金
の
下
賜
と
十
年
間
の
鍬
下
年
季
を
も
っ
て
田
地
の
復
興
に
あ
た
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
、
先
述
し
た
享
保
年
間
に
開
墾
に
対
す
る
領
主
の
冷
た
さ
を
歎
願
し
た
時
と
は
、
か
な
り
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
連
印
状
に

は
上
村
一
名
（
ほ
か
に
天
王
料
を
上
村
庄
屋
代
印
）
、
油
田
村
七
名
、
俘
玉
村
三
六
名
（
砥
か
に
村
地
を
庄
屋
代
印
、
二
寺
の
毒
地
を
各
血
中
惣
代
代
印
）
、

小
森
村
一
二
名
（
二
二
の
寺
地
を
同
上
）
、
下
村
五
畜
、
葭
本
村
一
〇
名
（
一
楽
同
上
）
、
呉
石
村
一
名
が
地
主
と
し
て
連
印
、
そ
の
あ
と
に
各
村
組

頭
・
庄
屋
、
最
末
尾
に
大
庄
屋
竹
田
兵
左
衛
門
が
押
印
し
て
い
る
。
下
戻
さ
れ
た
七
か
村
入
組
地
は
笹
目
に
近
接
し
て
い
た
た
め
、
置
目
村
民

の
地
主
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
七
か
村
全
体
か
ら
地
主
が
で
て
お
り
、
大
庄
屋
（
後
述
）
の
統
轄
の
も
と
、
七
か
村
全
体
で
管
理
し
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
も
気
賀
以
外
の
百
姓
の
田
地
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
気
賀
惣
村
体
制
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

①
　
佐
々
木
清
治
「
微
境
界
に
関
す
る
一
視
角
一
事
例
を
静
岡
県
下
の
諸
地
域
に
索

　
め
て
一
」
（
『
政
治
地
理
』
第
四
輯
、
細
帯
四
六
）
、
三
二
～
三
好
頁
。

②
　
杉
浦
闘
領
「
曳
馬
拾
遺
」
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
（
『
浜
松
市
史
臨
史
料
編
四
、

　
昭
　
称
冒
＝
ハ
、
山
裾
収
、
四
四
簿
貝
）
。

③
　
内
山
真
竜
「
遠
江
国
風
土
記
伝
」
寛
政
一
〇
（
一
七
九
九
）
　
（
複
刻
版
、
昭
和

　
四
四
、
一
一
二
～
一
一
三
頁
）
。

④
　
史
料
館
文
書
「
三
方
ケ
原
十
五
村
霞
付
之
写
」
。
『
遠
江
国
風
土
記
伝
』
（
複
刻

　
版
、
工
三
六
～
二
三
七
頁
）
、
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
（
増
訂
版
、
第
五

　
巻
、
八
九
三
頁
）
に
も
、
同
一
内
容
の
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
村
数

　
は
二
五
村
と
あ
る
が
、
実
際
は
二
四
村
し
か
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑤
中
郡
と
は
律
令
体
制
下
の
長
上
・
長
下
郡
が
中
世
に
廃
絶
し
、
天
竜
川
縁
辺
の

　
諸
村
を
中
郡
と
総
称
し
た
が
、
そ
の
郡
界
の
移
動
は
し
き
り
で
確
定
し
が
た
い
。

　
な
お
近
世
に
長
上
郡
は
復
活
し
た
が
、
そ
の
境
域
は
古
代
の
鰻
重
を
必
ら
ず
し
も

　
踏
襲
し
て
い
な
い
。
　
（
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
醤
』
増
補
版
、
第
五
巻
、
入

九
七
頁
）

⑥
史
料
館
文
書
「
気
賀
村
刑
部
村
出
入
之
節
返
答
書
之
写
」
慶
安
三
年
八
月
。

⑦
史
料
館
文
書
「
気
賀
惣
村
村
割
帳
」
（
寛
永
一
四
）
よ
り
、
「
三
方
原
秣
場
関

　
係
一
件
書
付
」
元
禄
一
～
五
。

⑧
　
史
料
館
文
書
「
御
旧
領
御
引
渡
之
節
書
付
之
写
」
享
保
一
一
、
気
賀
町
東
林
専

　
木
村
文
雅
氏
蔵
「
明
治
二
年
村
明
細
帳
」
。
な
お
こ
の
本
田
高
に
含
有
さ
れ
る
葭

　
野
高
は
海
蝕
と
も
よ
ば
れ
、
あ
く
ま
で
水
面
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑨
前
掲
「
明
治
二
年
村
明
細
帳
」
。

⑩
同
前
、
お
よ
び
史
料
館
文
書
「
葭
野
薪
田
水
帳
」
元
禄
二
、
岡
「
気
賀
村
々

　
新
田
水
帳
寄
写
」
冤
延
三
。
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⑪
　
気
賀
町
役
場
旧
蔵
「
気
賀
申
送
覚
」
明
治
二
。

⑫
　
諺
侃
朴
　
肺
虫
南
画
㈱
文
、
F
六
一
～
六
一
瓢
員
、
『
郡
軽
愚
』
」
漏
巻
、
五
一
九
～
五
二
四
頁
。

　
な
お
琉
球
聰
の
年
貢
は
作
柄
に
応
じ
て
、
石
数
を
査
定
し
、
気
賀
で
の
入
札
日
を

　
も
っ
て
金
納
す
る
青
立
で
あ
っ
た
。
　
（
注
⑬
参
照
）

⑬
　
史
料
館
文
書
「
御
地
頭
近
藤
乙
蝋
様
江
指
上
心
願
ひ
書
写
シ
、
御
尋
書
御
瞥

　
漁
轡
」
、
享
保
一
六
。

⑭
『
郡
誌
』
、
上
巻
、
五
ニ
ニ
頁
。

⑮
　
こ
の
検
地
帳
に
は
通
常
の
名
彙
と
は
異
な
り
、
　
「
何
鎌
崎
」
と
作
人
で
記
さ
れ

　
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
加
え
る
要
が
あ
る
が
、
検
地
帳
の

　
表
紙
に
「
気
賀
町
　
三
左
衛
門
所
持
」
と
霞
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
に

　
お
い
て
は
形
式
的
な
名
請
は
気
賀
中
の
最
有
力
者
で
あ
る
町
の
本
陣
中
村
家
で
、

　
作
人
献
永
小
作
的
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑩
　
こ
の
込
田
地
区
の
現
状
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
大
正
末
期
よ
り
昭
和
初
期
に

　
か
け
て
、
県
下
で
も
屈
指
の
大
規
模
な
耕
地
整
理
事
業
が
遂
行
さ
れ
た
た
め
、
旧

　
地
籍
図
や
旧
土
地
台
帳
が
廃
棄
さ
れ
、
遺
憾
な
が
ら
復
原
が
不
可
能
で
あ
る
。

⑰
　
注
⑩
の
ほ
か
、
油
田
、
斎
藤
優
氏
蔵
「
田
畑
本
新
御
水
帳
、
寛
文
四
年
改
」

　
（
人
名
は
明
暦
二
年
の
も
の
が
記
さ
れ
、
そ
れ
を
寛
文
四
年
に
補
正
し
て
あ
る
）
。

⑱
油
田
、
斎
藤
塩
詰
蔵
「
葭
亡
所
の
道
辻
規
定
書
」
嘉
永
元
。
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五
　
本
田
に
お
け
る
地
籍
の
錯
綜

　
1
　
元
和
の
縄
打
水
帳

　
こ
う
し
た
気
賀
領
内
の
構
成
七
か
村
の
入
組
は
、
決
し
て
込
田
の
新
田
地
区
の
み
に
限
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
本
田
の
推
移
を

検
地
帳
類
を
検
討
し
つ
つ
考
察
す
る
。

　
こ
の
地
域
に
お
け
る
ま
と
ま
っ
た
最
古
の
検
地
帳
類
は
、
．
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
「
遠
州
引
佐
郡
気
賀
上
村
縄
打
水
帳
」
（
史
料
館
蔵
）
で
、

あ
る
。
表
題
の
ま
う
に
上
村
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
名
の
も
の
が
二
冊
存
在
す
る
。
内
容
は
岡
じ
で
な
く
、
さ
り
と
て
上
・
下
こ

分
冊
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
か
り
に
二
分
冊
の
も
の
と
し
て
集
計
す
る
と
、

田
畑
あ
わ
せ
て
三
七
・
九
八
町
、
四
二
五
・
○
石
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
述
べ
る
明
暦
検
地
に
比
較
し
て
、
、
田
畑
面
積
で
約
一
五
町
、

石
高
で
約
一
八
三
石
も
少
な
く
、
小
字
名
と
忌
数
は
第
六
表
に
示
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
小
寧
の
ほ
と
ん
ど
は
現
国
鉄
二
俣
線
の
や
や
南
、
町
役

場
の
あ
た
り
ま
で
で
、
さ
き
の
込
田
な
い
し
七
か
村
新
田
に
あ
た
る
湖
岸
近
く
は
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
な
か
に
は
衝
後
（
三
五
）
・
松
崎
・
大
鳥
居
東
の
よ
う
に
油
差
集
落
の
背
後
な
い
し
南
方
に
伸
び
て
い
る
小
字
も
み
ら
れ
る
が
、
大
部
分
は
上



村
集
落
を
中
心
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
在
間
・
押
越
の
よ
う
に
次
の
明
暦
検
地
に
お
い
て
油
田
の
検
地
帳
に
み
ら
れ
て
も
、
上
村
の

検
地
帳
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
小
字
も
あ
り
、
小
字
所
属
の
変
動
も
察
知
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
は
油
田
の
古
い
検
地
帳
が
み
あ

た
ら
な
い
た
め
即
断
は
賀
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
湖
岸
の
開
発
が
進
ん
で
い
な
い
元
和
期
に
お
い
て
は
、
各
構
成
村
の
相
対
的
な
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

性
1
い
わ
ゆ
る
「
村
切
り
」
が
よ
り
明
確
で
あ
っ
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。
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第6表　元和9年上村縄打水帳の小字

乙冊の

筆数

14

R6

Q1

W
1
8
2
3
1
1
2
3
1
5
5
1
U
3
4
1
3

甲冊の

附託
28

　6

42

18

19

　6

名字小名醒冊籔1垂冊籔宇小

口
脇
平
下
敷
き
ま
田
し
ね
下
入
木
下
三
郎
東
き
へ
揚
こ
水

の
の
水
圏
∵
∵
鍔
傘
磐

　
　
　
　
く
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀

堀
宮
上
清
ひ
八
よ
池
大
う
道
や
は
と
ま
叶
大
す
覇
酌
と
清

657　［ 371計

中　　川　　原 10 25

五　　反　　田 2

堀　　　　川 13

在　　　　間 31

押　　　　越 17

そ　　「り一　田 1 16

松　　　　隣 24

石　　　　　田 44

三　　　　　五 51

かりはらい 4

鯉　　引　　田 6

ま　　ざ　　か 2

常徳　山　田 9

とつうちくぼ 5

石　　　　橋 5 79

赤　　　　池 128

落　　　　合 19

川　　は　　た 13

引　　　　舟 31

と　り　い　前 9

大　　　　漫 23

前　　　　田 40

芹　　　　田 20

け　ぬ　き　島 5

い　け　ひ　上 26

　
な
お
、
こ
の
検
地
帳
の
乙
冊
に
あ
る
小
字
「
や

の
入
」
の
八
筆
一
反
七
畝
一
六
歩
の
地
籍
に
つ
い

て
は
、
　
「
是
ず
油
田
村
へ
入
」
～
「
是
ま
で
油
田
村

へ
入
」
と
く
く
ら
れ
て
お
り
、
上
村
検
地
帳
に
登

載
さ
れ
な
が
ら
、
油
田
村
へ
繰
入
れ
ら
れ
た
箇
所

の
存
在
が
わ
か
り
、
こ
れ
は
後
の
甚
だ
し
い
入
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

み
の
繭
旧
臣
事
実
と
い
え
よ
う
。

　
2
　
明
暦
の
基
準
検
地

　
気
賀
の
構
成
各
村
に
お
い
て
、
近
世
を
つ
う
じ

て
の
基
準
と
な
っ
た
検
地
は
、
慶
安
・
承
応
・
明

暦
期
（
一
六
四
八
i
五
八
）
に
実
施
さ
れ
た
が
、
寛

延
竺
年
（
一
七
五
〇
）
に
「
公
儀
よ
り
塩
田
荒
所
高

御
見
分
」
に
際
し
、
各
村
か
ら
さ
し
だ
し
た
覚
に

よ
れ
ば
、
九
か
村
（
町
・
老
ヶ
谷
を
含
む
）
の
「
墨
時

（
寛
延
三
年
）
相
用
候
高
」
と
い
う
の
は
、
第
七
表
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（単位石，合未満四捨五入）第7蓑　各構成村の寛延3年における本田村高

当時使用の
石　　　高

高減削高目付

進寄他村へ抜高齢劃他村よ噸
水帳高村名

203．35

490．57

2．07　（長楽寺）11．97

0．50

15．14

（上へ）

（油田へ）

（伊目へ）

622a23

608．37
1．08（伊目へ）

1．45（呉石へ）

1．45　（上xs）

5．26（油田汐）

5．G3　（伊目KS）

2，90　G歯田4タ）

3．30（伊目汐）

玉1．97　（呉石4タ）

ve

奄№唐狽奄〟D711

184．87小森
459．80

呉石

56，33563．35下

54．15541．49
上

39．213．5735．65

18．241．6616．58

老ケ谷

　町

639．89

234．60

576．91

3．30（上　へ）

8，94（呉石へ）

8．33（油田へ）

L13（油田へ）

5．26（舗石へ）

290（下　へ）

1．08（上　ず）

15．王4（呉石の

58．46585．78

二目

21．43214．31葭本
0．50（呉石汐）

1．13　（葭本3）

8．33（伊目3）

52．28522．83

油 田

の
よ
う
に
、
検
地
の
際
の
日
月
引
を
解
除
し
、
本
高
に
立
帰
ら
せ

た
た
め
、
検
地
高
よ
り
も
か
な
り
の
増
高
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き
は
三
石
・
上
・
三
目
・
油
田
の
二
村
に
と
く
に
め

だ
つ
よ
う
に
、
構
成
村
相
互
間
に
、
検
地
帳
よ
り
の
出
入
（
所
属

替
）
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
油
田
と
葭
本
、
伊
目
と
呉
石
の

よ
う
に
、
町
を
は
さ
ん
で
対
岸
に
位
置
す
る
集
落
相
互
に
も
田
地

の
出
入
が
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
さ
き
の
込
田
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

構
成
各
村
の
田
地
が
錯
綜
し
、
そ
れ
が
実
情
に
あ
う
よ
う
に
調
整

さ
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
検
地
水
帳
に
し
た
が
っ
て
、

構
成
各
村
に
所
属
す
る
土
地
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
込
田
周

辺
に
は
相
互
可
換
的
な
田
地
が
多
く
、
各
構
成
村
の
境
界
が
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
示
さ
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
、

　
こ
う
し
た
状
態
を
さ
ら
に
具
体
的
に
み
る
た
め
、
上
・
油
田
両

村
の
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
の
検
地
帳
よ
り
小
宇
名
を
検
証
し
て

　
④

み
る
。
油
田
の
検
地
帳
は
本
田
分
に
つ
い
て
一
〇
区
画
、
上
村
の

場
合
は
＝
区
画
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の
区
画
は
必
ら
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
が
、
小
字
名
か
ら
考
察
し
て
両
村
の
地
積
が
錯
綜
し
な

が
ら
お
お
む
ね
第
七
図
の
よ
う
に
地
域
的
プ
ロ
ヅ
ク
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
油
田
の
惣
括
り
に
は
惣
田
方
分
と
し
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て
村
高
の
約
三
分
の
二
に
あ
た
る
三
夏
三
石
が
計
上
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
山
田
分
・
西
山
田
分
・
さ
ご
（
雑
魚
）
笹
分
を
加
え
て
四
一
四
石
余

が
小
計
さ
れ
、
別
に
上
福
地
分
・
間
脇
分
・
石
畑
分
・
増
畑
分
・
坪
分
と
細
分
さ
れ
て
、
そ
の
小
計
が
一
〇
八
石
余
と
な
り
、
諸
引
を
除
い
た

村
高
計
が
五
二
二
石
余
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
検
地
の
新
田
分
に
つ
い
て
は
、
上
ケ
通
分
・
塩
田
分
・
山
田
分
・
福
地

畑
分
・
石
畑
分
と
区
分
け
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
塩
田
は
湖
岸
に
近
く
、
山
田
・
石
畑
に
は
背
後
の
丘
陵
を
刻
む
衿
筋
の

小
字
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
位
置
に
田
畑
の
性
状
を
加
味
し
た
区
分
と
理
解
さ
れ
る
。
上
村
の
揚
合
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
本
田
畑
に
つ
い
て
田
方

旗本領と近世の郷荘（山澄）

ア辺云γ溺

rぐ炎こpz．
　i　xtS
Ui　’．

類　

／、ハく＼

．へ　　　s

八’AA
re

’　／．．．．N

　　．一’　’X
　＞．一　．7　’x，

冠二；メ1

　　レ自尽乞、
＼・漁蝋乙

1戦塵。～：

〃＼・ジ、殴

一一一．

／
＼
き
ノ

＝t一一＝．．r一一一 ｹ
　　　　川　　　　　　筋

（．ユニ）油邸検地帳の区画

彪競闘検地張の幽

第7図　明暦検地帳の上・油田両村の区画の概要

は
上
ヶ
田
・
汐
田
・
山
田
・
江
西
、
畑
方
は
福
地
畑
・
間
之

脇
・
嶋
畑
分
・
石
畑
分
に
わ
け
ら
れ
、
新
田
畑
に
つ
い
て
は

そ
れ
以
外
に
坪
畑
分
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
田
畑
の

区
分
の
共
通
性
か
ら
み
て
も
、
油
田
・
一
両
村
の
本
田
畑
は

相
互
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
明
瞭
な
境
界
を
定
め
難
か
っ
た

と
い
え
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
小
字
単
位
に
検
討
す
る
と
、
両

全
の
検
地
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
小
字
数
は
一
部
新
田
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

め
て
一
五
〇
の
多
く
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
一
〇
筆
以
上
の

田
畑
を
も
つ
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
両
村
の
小
字
は
七
七
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
半
数
よ
り
一
つ
少
な
い
三
八
小
字
が
両
村

の
検
地
帳
に
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
〇
筆
未

満
の
零
細
な
小
字
の
う
ち
六
小
宇
が
両
村
の
検
地
帳
に
み
え
、

岡
一
小
字
に
両
村
の
地
籍
が
錯
雑
し
て
い
た
事
例
が
多
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
第
八
表
）
。
こ
れ
ら
の
地
籍
錯
綜
す
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第8褒　上，油田両村の明暦検地帳に共通の小掌病数

畔刷油剛上村 小字名旨油鮒i上村

㈲10築以上 塔Z下 3 8（5）

井　　領

ﾎ　　橋

氏@　合

蜷?地

13

R
1
8
1
3

12

Q3（1）

P0（1）

Q7

鳥井二
�@　代

V馬堂
?　　嶋

?　　江

β（4）

T（1）

i6）

T6

P4（2）

3
（
2
）
6
（
1
）
1
4
1
1
（
3
）

池　　田

齟囀c
禔@　厨

4
1
9

33

Q3（2）

R（1）

巾川原

�@舟
ﾊ所揚

49

P6

Q

24（23）

S2（1）

P2

姥ケ池

蜥ｹ屠
Lノ毛
ﾎ　　田

蜩咊r
?　　向

焉@　石

?引田

11

P5

Q3（5）

ｿ1）

i8）

S
9
（
2
）
7

1
2
2
（
2
）
6
7
（
5
）
7
（
2
）
（
2
）
5
9

弁当嶋

Hケロ
X　　下

ｼ　　崎

﨟@　劔

｡まま
ｮ　　敷

6（3）

P9

U
1
8
（
3
）
3
9
1
（
1
）

1
3
4
5
4
8
（
2
1
）
S
3
8
（
3
）

五反田 4 8（1） ⑧10筆未満
雫

三　　五 15 29（7） 穴　　田 3（1） （3）

陣　　平 9（5） 5（25）
剣　　先 3（1） （3）

新　　堀 16 11（2）
谷の前 4 4

雑魚坪 27 1
古屋敷 s ．1

下鵜ノ毛 8 （3） 堀　　川 4（1） 2

反　　田 66 32 はざま田 1 （4）

（）内は油田の場合，寛文4年の新田検地，上村の場合，寛

文10～宝永4年の検地，および他村より編入の土地。

上村の場合，海成地は張紙され，一部凋萎不能。

抹
消
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
一
方
、
呉
石
村
よ
り
の
編
入
の
部
分
は
中
川
原
・
須
崎
・
は
ざ
ま
田
・
六
地
蔵
前
・
は
ん
の
木
・

小
字
二
九
筆
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
部
は
街
道
に
近
く
、
両
集
落
の
境
界
付
近
に
位
置
し
て
い
た
。

　
3
　
明
暦
の
上
村
名
四
帳
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
，
、

　
以
上
の
べ
た
上
村
の
明
暦
検
地
に
対
応
す
る
名
寄
帳
形
式
の
史
料
と
し
て
、
　
「
上
村
検
地
高
寄
帳
」
（
明
暦
二
年
、
史
料
館
文
書
）
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
は
四
六
名
と
二
社
寺
の
持
高
が
、
先
述
し
た
田
畑
の
区
分
別
に
記
さ
れ
て
い
る
（
第
九
蓑
）
。
そ
し
て
末
尾
に
遊
士
〇
石
ず
つ
五
組
に
百

姓
を
分
け
一
一
番
組
八
名
・
二
番
組
五
十
・
三
番
二
七
名
・
四
番
組
六
名
・
五
番
組
一
七
名
一
計
四
五
三
七
分
を
役
高
と
し
、
こ
の
組
を

一
年
ず
つ
輪
番
に
諸
課
役
負
担
の
単
位
と
し
た
。
た
だ
し
助
太
夫
・
十
左
衛
門
・
畏
左
衛
門
の
三
名
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
か
、
庄
屋
給
・
社

る
小
字
の
所
在
地
は
、
湖
岸
に
近
い
込
田
地
区

に
多
い
と
は
い
え
、
集
落
間
の
接
触
地
域
に
も

か
な
り
存
在
し
て
い
た
。

　
な
お
先
述
し
た
明
暦
検
地
後
に
お
け
る
構
成

村
間
の
小
規
模
な
耕
地
の
所
属
替
え
に
つ
い
て

は
、
上
村
の
「
水
帳
写
」
に
「
端
黒
群
馬
五
左

衛
門
♂
四
分
」
　
「
呉
石
村
♂
入
分
扁
と
注
記
さ

れ
る
箇
所
が
あ
り
、
具
体
的
に
判
明
す
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
傍
目
村
よ
り
編
入
さ
れ
た
箇
所
は
、

下
う
の
毛
・
す
の
ま
へ
・
新
堀
の
三
小
字
六
筆

で
、
い
ず
れ
も
湖
岸
に
近
い
込
田
の
あ
た
り
で
、

宝
永
地
震
に
よ
っ
て
「
海
成
」
と
さ
れ
、
張
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
田
の
六
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旗木領と近世の郷荘（山澄）

第9表　明暦2年の上村の名寄高

一書石高協属師無役i障姓名1石高1所属田畑三役

3
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
格
格
3
5
5
5
5
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
別

イハニホトチリ

イハホトチリ

イホト

イハニホトリ

イハニホヘトリ

イ

イハニホトチリ

ト

イホヘトリ

イホトリ

イホト

イ

イホト

イホ

イホトチ

イホ

イハニホヘトリ

イハニホトリ

イホヘリ

イニホトチ

イホトチ

イ

イ

イ

暫
撒
隷
鴬
遷
麗
編
識
蹴
温
鰯
幡
鵜

孫七郎
久八郎
俳右衛門

惣兵衛
八兵衛
十三郎
五兵衛
九兵衛
布左衛門
左次衛門

秀　　円
源　　市
金　　蔵
十左衛門
長左衛門
太郎左衛門

半　　十

庄三郎
長右衛門
左　　平
彦　　十

仁左衛門

随光庵
天　　王

3
5
2
3
2
2
ユ
ー
1
1
1
3
1
1
格
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

3
　
3
　
4
　
5
　
2
　
工
　
5

イホヘトリ

イロホトチリ

イハニホトチ

イロホヘトチリ

イハニホヘトチリ

イハニホヘトチリ

イホヘトチ

イポトリ

イロホトチリ

イロホ

イホ

イホリ

イホトリ

イホ

イハニホヘト

イトチ

イロハユホヘトチ

リ

イニホヘトチリ

イト

イハニホトチ

イト

ト

イホヘト

イホト

慧
趨
餅
糊
饗
螺
擁
㎜
躍
㎜
翻
臨
㎜
謝

劇
毒
丞
夫
夫
建
窯
郎
門
郎
助
門
脈
次
夫
央
門

兵
兵
之
太
語
論
太
轟
次
之
響
平
太
巌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

権
彦
市
藩
王
庄
与
清
伝
勘
馬
清
彦
茂
助
茂
七

衛
市
衛
蔵
蔵
衛
門

兵
兵
　
兵
楠

蒲工

ﾕ
孫
大
七
山
ハ
権

ホ：福地畑違＝：箭所下々当

り：嶋畑

ハ＝山田分

チ：同所下々畑

P：嗣所下々田
ト：石畑分

所属田畑

　イ：惣田方

　へ：間ノ脇畑

引
高
な
ど
と
と
も
に
役
高
外
（
八
八
石
墨
）
に

書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
高
寄
帳
は
百
姓
の
持
高
の
和
に
庄
屋

給
・
社
寺
高
な
ど
を
舎
わ
せ
た
も
の
が
、
明

暦
検
地
の
村
高
（
三
宮
引
を
除
く
）
に
一
致
し

て
い
る
の
で
、
検
地
に
み
あ
う
名
寄
帳
と
み

な
し
う
る
。
し
か
も
こ
の
名
寄
帳
の
百
姓
名

の
肩
に
、
他
村
名
が
注
記
さ
れ
て
い
る
例
が

な
く
、
か
つ
末
尾
の
役
高
の
番
組
中
の
名
前

と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
蒔
点

に
お
い
て
は
、
他
の
構
成
村
民
と
の
出
入
作

は
原
則
と
し
て
存
在
せ
ず
、
当
時
に
お
け
る

上
村
民
の
保
有
地
を
も
っ
て
上
村
領
と
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
事
実
は
さ
き
に

筆
者
が
考
察
し
た
泉
州
和
田
郷
の
太
閣
検
地

に
お
け
る
構
成
村
の
所
属
地
帰
属
と
も
類
似

　
　
　
⑥

し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
名
寄
帳
に
お
け
る

上
村
の
田
畑
の
区
分
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の

所
在
と
性
状
に
不
分
明
な
点
が
多
い
が
、
ほ
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ぽ
持
高
に
比
例
し
て
保
有
し
て
い
る
田
畑
の
種
類
が
増
し
て
お
り
、

有
力
高
持
層
は
一
か
所
に
集
中
せ
ず
、
村
領
内
に
適
度
に
分
散
し

て
田
畑
を
保
有
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
ヶ
に
近
世
を
つ
う
じ
て
の
基
準
と
な
っ
た
明
暦
検
地
に

お
い
て
、
上
村
民
の
保
有
地
を
も
っ
て
上
村
の
地
籍
と
定
め
た
と

推
察
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
属
人
的
に
は
上
村
と
し
て
ま
と
ま
っ
て

い
て
も
、
属
地
的
に
は
他
村
の
土
地
と
錯
綜
す
る
状
態
を
招
来
し

た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
村
領
錯
綜
の
事
実
は
、
先
述
し
た
大
震
災
後
の
気
賀

近
藤
家
領
の
替
地
に
際
し
て
も
、
　
「
気
賀
村
弐
千
六
百
五
拾
四
石

製
之
内
、
千
七
百
石
蟹
汐
入
損
亡
仕
、

有
之
、
残
高
難
分
ケ
御
座
詩
話
、
不
残
差
上
…
…
」

い
逐
次
気
賀
が
近
藤
家
に
還
付
さ
れ
て
い
く
過
程
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

天
領
（
た
だ
し
近
藤
家
預
地
）
と
が
混
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た

字
単
位
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
軌
、

み
ら
れ
た
。

　
4
　
天
保
の
上
村
名
寄
帳

　
幕
末
期
に
い
た
る
と
、

帳
」
（
上
区
有
文
書
）
は
、

鋤0表 延享5年における天領・近藤家領
混在の小字

1天領礁鋼計
64．79

313．30

137．87

176．70

322．42

25．22

223．86

113．68

148．09

13．67

441，80

22．84

128護2

34．96

75．74

72．51

59．69

21．54

233．62

131．02

61．86

23．39

24．87

45．29

　　1．48

　0．36

　6．65

193．25

19．98

81．66

55．19

67．31

58．49

43．25

79．69

　　6．85

114．84

299．03

　　0．35

178a56

112．20

147．73

　　7．e2

248．55

　　2．86

46．77

34．96

20．55

　　5．21

　　1．21

大明神・北嶋

老ケ谷・稲荷

山後（三五）

江　酉

大鳥居・新堀・酋三

二　川

上鵜ノ毛

下鵜ノ毛

大坪・植葭

中　江

中河原・本城

木ノ根

泉田・別所橋

中　蒲

見鏡・須ケ田

岩根
猿　田

計
li34g．62　lio2s．gs　1

注＝近藤家領のみの小字地が他に1776．78石

　
　
残
高
九
百
五
拾
四
石
叩
御
座
候
得
共
、
内
証
之
村
着
発
枝
郷
共
二
九
ケ
村
御
座
善
導
、
汐
入
損
亡
入
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
気
賀
村
全
体
の
上
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
復
旧
に
と
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
に
お
い
て
は
、
各
小
字
単
位
に
み
て
も
、
近
藤
家
領
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
〇
表
）
。
こ
の
史
料
は
第
一
〇
表
の
よ
う
に
構
成
村
単
位
で
な
く
、
小

具
体
的
な
位
置
が
わ
か
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
一
小
字
に
お
い
て
も
近
藤
家
領
と
天
領
と
の
混
在
が

地
籍
の
入
組
や
出
入
作
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。
上
村
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
五
月
の
「
割
付
本
高
銘
々

こ
の
時
点
に
お
け
る
上
村
地
籍
に
関
す
る
名
寄
帳
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
与
太
夫
（
本
陣
中
村
家
、
上
村
庄
屋
）
の
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旗本領と近世の郷荘（山澄）

三
六
・
五
一
を
筆
頭
に
、
上
村
民
が
｝
六
二
名
、
油
田
一
名
、
老

ケ
谷
匿
名
、
伊
厨
一
名
、
呉
石
三
名
、
葭
本
隠
名
、
小
森
二
名
、

下
一
二
名
、
山
田
四
脚
、
寸
座
四
名
、
片
町
二
名
（
張
紙
は
別
の
者

と
数
え
る
）
の
名
が
記
さ
れ
、
構
成
村
お
よ
び
枝
集
落
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
か
ら
入
作
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
気
賀
領
外
か
ら
の
入
作

は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構
成
鼻
詰
の
相
互
出
入
の
頻
繁
さ
と
、
気

賀
惣
村
内
で
の
完
結
性
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
同
帳
に
は
上
村

の
地
籍
内
に
「
七
ケ
日
一
石
三
斗
五
升
余
」
の
割
付
が
な
さ
れ
、

第11衷　天保期上村の田畑の区分

新田上ケ田

〃山後谷

〃東大鳥居

〃中川陳汐田

〃間の脇

〃下々山田

〃松騎上ケ田

堤外新田

山田新田

浄山新田

福地畑

坪石畑

間の脇畑

堤外鵯畑

中用原嶋網

石　畑

下々石畑

御見取置畑

薮田石畑

新田坪石畑

新田福地畑

上ケ田

老ケ谷上ケ田

　〃　下下田

中河原汐田

江　西

　〃　汐田

山後谷

　〃　上ケ田

　〃　下々田

東大鳥居

御見取汐田

　〃　堤外汐田

　〃　堤外嶋

堤外汐田

山　田

下山国

下々山田

長楽寺谷

坪福地

間の脇

松尊上ケ田

西ノ谷

各
構
成
村
の
な
か
に
気
賀
惣
村
全
体
に
か
か
わ
る
土
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
同
史
料
に
は
上
村
の
田
畑
の
区
わ
け
と
し
て
、
第
一

一
表
の
よ
う
な
名
称
が
採
ら
れ
て
い
る
。
明
暦
に
比
し
そ
の
数
は
多
い
の
は
、
開
発
の
進
行
と
入
組
の
激
化
の
た
め
と
考
え
ら
れ
、
小
字
な
ど

の
小
地
名
と
田
畑
の
品
等
・
性
状
を
く
み
あ
わ
せ
た
数
多
く
の
小
区
画
が
存
在
し
た
。

　
以
上
、
元
和
・
明
暦
・
延
享
・
天
保
の
近
世
の
諸
期
を
つ
う
じ
て
の
検
地
帳
・
名
寄
帳
類
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
い
い
う
る
と
思

う
。
す
な
わ
ち
、
元
和
期
に
お
い
て
は
ま
だ
湖
岸
近
く
が
未
開
拓
な
こ
と
も
あ
っ
て
上
村
と
し
て
の
属
地
的
な
一
円
性
を
比
較
的
に
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
明
暦
期
に
な
る
と
、
当
時
の
上
村
民
の
保
有
地
を
も
っ
て
上
村
地
籍
と
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
属
地
的
な
入
組
は
進

ん
だ
も
の
の
属
人
的
な
ま
と
ま
り
は
保
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
天
保
期
に
は
属
地
・
属
人
双
方
と
も
錯
雑
・
入
組
が
甚
し
く
な
り
、
村
切
り

の
体
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
中
世
的
な
郷
庄
か
ら
、
近
世
的
藩
政
村
へ
の
分
解
へ
と
は
逆
に
、
む

し
ろ
、
近
世
後
期
に
郷
倉
体
制
が
強
化
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
込
田
」
と
し
て
進
行
し
て
い
っ
た
湖
岸
の
新
田
開

発
が
そ
の
要
因
と
し
て
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
①
r
こ
の
上
村
の
元
和
検
地
帳
二
冊
に
お
い
て
、
屋
敷
の
登
録
は
三
二
筆
あ
り
、
小
　
　
　
　
字
清
水
・
石
橋
を
中
心
に
上
村
の
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
と
に
両
字
に
お
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い
て
「
新
屋
敷
」
之
あ
る
の
が
七
筆
あ
り
、
こ
の
時
期
に
新
戸
の
建
設
が
す
す
め

　
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
「
何
某
分
何
某
居
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い

．
る
の
が
八
戸
あ
り
、
借
屋
ず
ま
い
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
字
上
平
に
記

　
さ
れ
て
い
る
正
筆
は
「
何
某
分
何
某
作
」
と
記
さ
れ
、
地
目
は
屋
敷
で
あ
っ
て
も

　
耕
作
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
附
記
載
は
、
屋
敷
地
目
の
う
ち
一

　
七
筆
と
過
半
を
し
め
て
い
る
。

②
　
な
お
上
村
に
は
年
代
不
詳
で
あ
る
が
、
所
理
曹
夫
に
よ
り
、
天
正
一
七
・
一
八

　
年
（
一
五
八
九
・
九
〇
）
の
家
康
に
よ
る
「
五
ケ
露
岩
検
」
の
分
附
主
名
寄
帳
と

　
考
定
さ
れ
た
「
御
縄
打
帳
写
」
が
あ
り
、
史
料
館
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
　
（
第
一

　
章
注
⑯
）
。
こ
れ
は
分
附
主
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、
田
畑
は
大
・
半
・
小
、
歴
敷

　
は
坪
の
地
積
単
位
、
貫
文
高
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
検
地
帳
に
つ
い
て
は
ま

　
だ
充
分
検
討
し
て
い
な
い
。

⑧
史
料
願
文
費
「
本
田
気
賀
二
胡
水
帳
寄
写
」
覧
延
三
。
な
お
伊
目
村
の
水
帳
は

　
本
村
の
ほ
か
、
藤
ケ
谷
分
・
横
谷
分
・
老
ケ
谷
分
が
鋼
冊
に
編
さ
れ
て
お
り
、
丘

　
陵
の
谷
筋
の
分
は
地
域
的
に
も
別
ブ
ロ
ッ
ク
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
に
了
し
、
込

　
田
周
辺
は
別
扱
か
い
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

④
　
池
田
の
は
斎
藤
優
氏
譜
「
田
畑
本
新
御
水
帳
」
に
よ
る
が
、
末
尾
に
「
賜
暦
二

　
丙
申
年
誓
紙
改
、
御
水
帳
書
抜
、
冤
文
四
年
改
、
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
庄
細
江
郷

　
油
田
村
、
庄
屋
斎
藤
七
郎
右
衛
門
拍
」
と
あ
り
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
改

　
め
ら
れ
た
新
田
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
述
し
た
下
・
呉
石
・
葭
本
・

　
伊
目
漁
村
と
の
検
地
後
の
出
入
は
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
上

　
村
の
は
現
上
区
有
文
書
「
上
村
水
帳
写
」
で
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
の
写

　
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
当
然
、
宝
永
地
震
に
よ
る
海
成
分
は
張
紙
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
の
分
は
判
読
で
き
る
限
り
集
計
に
加
え
る
。

⑤
た
だ
し
、
検
地
帳
の
小
字
の
な
か
に
は
「
井
領
反
田
」
と
い
う
に
、
「
井
領
」

　
「
反
田
」
の
二
小
字
が
合
成
さ
れ
て
記
さ
れ
た
り
、
　
「
井
領
道
南
」
の
よ
う
に
、

　
小
字
「
井
領
」
の
具
体
的
な
場
所
を
付
加
し
た
も
の
も
あ
る
。
当
集
計
で
は
便
賞

　
的
に
両
者
と
も
「
井
領
」
に
入
れ
て
あ
る
。

⑥
山
冠
元
「
畿
内
に
お
け
る
郷
と
藩
政
村
」
（
『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』
一
六
、
昭

　
和
照
一
一
）
。

⑦
　
史
料
館
文
書
「
享
保
十
一
午
年
、
御
旧
領
御
引
渡
之
節
書
付
之
写
」
。

⑧
　
史
料
館
文
書
「
気
賀
役
々
御
預
心
高
、
御
預
地
建
私
領
場
所
高
訳
」
、
延
享
三
。
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六
三
川
高
と
漁
携

　
1
　
漁
　
携
　
運
　
上

　
前
章
の
結
語
、
す
な
わ
ち
近
世
後
期
に
お
け
る
郷
荘
欝
欝
の
強
化
は
、
気
賀
藩
政
村
に
お
け
る
独
特
な
要
素
で
あ
る
海
川
高
の
推
移
に
も
あ

て
は
ま
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
気
賀
藩
政
村
に
お
い
て
は
当
初
よ
り
三
三
石
の
川
高
と
七
石
五
斗
の
葭
野
高
が
存
在
し
で
い
た
。
川
高
に
つ
い

て
は
明
治
二
年
の
「
気
賀
村
明
細
帳
」
（
気
賀
東
林
寺
木
村
文
雅
氏
蔵
）
に
は
「
右
川
高
之
義
甲
永
禄
年
中
、
本
田
作
左
衛
門
二
型
年
貢
鑛
九
貫
轡

型
文
与
御
定
被
下
、
其
以
後
上
納
仕
来
、
九
月
九
日
♂
三
月
二
日
迄
、
諸
漁
留
之
廻
状
、
川
付
黒
々
江
御
領
主
様
還
御
触
出
有
之
、
寒
入
後
御
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届
申
上
、
御
見
分
之
上
二
而
六
分
一
之
御
運
器
差
上
申
候
、
尤
御
年
貢
御
運
上
等
川
庄
屋
与
申
唱
候
三
人
之
岩
共
ず
御
領
直
様
江
相
納
品
候
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
遠
江
国
引
佐
郡
上
村
反
別
差
出
帳
」
（
史
料
館
蔵
）
に
は
「
　
　
川
運
上
　
是
一
士
田
村
引
舟
河
御
運
上
、
鋸

九
貫
弐
百
文
、
猟
船
弐
拾
四
艘
之
内
、
当
面
ず
四
艘
ト
ノ
御
運
上
指
南
ケ
申
候
」
と
あ
り
、
川
運
上
は
油
田
村
の
管
掌
の
も
と
、
他
の
構
成
村

へ
も
写
声
船
を
分
担
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
川
の
漁
携
を
さ
ら
に
具
体
的
に
み
る
と
、
岩
崎
（
油
田
の
鎮
守
水
神
社
所
在
地
）
に
二
四
帖
の

網
場
が
設
け
ら
れ
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
は
二
四
艘
の
猟
場
船
（
七
艘
が
三
ッ
網
揚
船
、
一
覧
が
御
水
神
揚
船
、
一
六
艘
が
揚
船
）
が
あ
り
、
網

お
ろ
し
は
毎
年
寒
入
に
な
さ
れ
、
煩
些
な
漁
携
慣
行
に
規
制
さ
れ
、
運
上
も
複
雑
な
き
ま
り
が
あ
り
、
油
田
の
川
庄
屋
三
家
（
竹
田
．
尾
藤
・
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

藤
）
の
差
配
に
お
か
れ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
は
、
二
四
艘
の
漁
場
は
第
＝
一
表
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
基
幹
と
な
る
三
ツ
二
七
艘
の
う
ち
川
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
家
は
各
一
十
ず
つ
川
平
免
除
の

第12衷　元禄15年落合川漁場定

嘉左衛門（斎藤）川馬匹
弥次右衛門（竹照）　　”

彦　四　郎（尾藤）　　〃

七右衛門（斎藤）

清左衛門（〃）

彦四郎（尾藤）
；籍左衛門（斎藤）

弥　　助
清左衛門（斎藤）

弥　　市
弥次右衛門（竹田）

半　兵　衛（呉石村）

安左衛門｛
五郎左衛門

孫太夫
藤太夫（呉石村）

天王様
太　　夫（松崎）

弥次右衛門（竹田）

八幡様
弥　　助
弥　　出

戸右衛門｛蓼四騨

∫孫　　七
1次郎左衛門

重右衛門（福地大工）

角左衛門（呉石村）

藤左衛門（　〃　）

甚右衛門

水神様

場
　
　
　
　
場

　
ク
　
ク
　
ク

ー
　
　
　
　
半

　
　
　
　
　
場

〃
　
〃
　
ク
　
〃
　
〃
　
　
　
〃

　
　
　
　
　
1

1！　1　1－

　1　：
1！　1　l1

11　1　！！

　
　
　
　
場

〃
　
〃
　
ク
　
〃
　
　
　
〃

　
　
　
　
半

1場

1場
〃
　
〃
　
〃
　
ク
　
〃

三ツ網

！1

ク

！一

！！

1！

　
　
　
　
舟

〃
　
〃
　
ク
　
〃
　
　
　
〃

　
　
　
　
揚

〃
　
ク
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
　
　
〃

〃
　
　
〃
　
〃
　
〃
　
ク
　
ク

特
権
を
有
し
て
お
り
、
他
の
三
ツ

網
船
も
い
ず
れ
も
油
田
の
有
力
者

が
保
持
し
、
揚
船
」
六
艘
の
う
ち

四
艘
は
呉
石
村
の
も
の
、
二
艘
は

天
王
様
・
八
幡
様
と
上
村
の
神
社

　
　
　
　
　
②

が
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
揚
船

の
権
利
は
売
買
が
可
能
で
、
そ
の

証
文
も
残
っ
て
お
り
、
さ
き
に
あ

げ
た
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
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「
上
村
反
別
差
出
帳
」
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
時
に
は
上
村
が
四
艘
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
気
賀
七
か
村
以
外
に
譲
渡
さ
れ
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
2
　
川
海
高
の
推
移

　
こ
の
よ
う
に
川
園
三
三
石
は
、
元
来
は
気
賀
七
か
村
の
う
ち
で
も
油
田
の
権
益
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
年
間
に
一
部
が
伊
目
・

車
両
村
に
譲
渡
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
油
田
の
斎
藤
優
角
の
先
考
が
家
蔵
の
文
書
を
収
録
さ
れ
て
編
さ
れ
た
稿
本

『
油
田
史
』
に
よ
り
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
収
録
史
料
の
内
容
に
矛
盾
し
た
り
、
理
解
し
が
た
い
箇
所
も
あ
り
、
精
細
に
は
把
握
し
が
た

い
が
、
そ
の
大
要
を
以
下
に
箇
条
書
き
に
記
す
。

　
ω
油
田
村
の
黒
影
は
三
三
石
、
そ
の
う
ち
上
川
高
は
二
〇
石
で
、
範
遡
は
刑
部
村
境
よ
り
下
の
本
川
（
都
田
川
）
・
枝
川
お
よ
び
湖
岸
よ
り
百

聞
程
ま
で
の
湖
上
箇
所
に
か
か
り
、
下
川
高
は
一
三
石
で
湖
中
を
中
心
に
定
め
ら
れ
、
海
事
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
②
こ
の
川
高
は
永
禄
年
中
、
本
田
作
左
衛
門
よ
り
高
恩
の
際
、
上
川
高
の
一
躍
八
貫
文
、
下
川
高
の
分
一
貫
二
〇
〇
文
と
課
せ
ら
れ
て
い
た

が
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
に
領
主
近
藤
氏
が
下
川
高
も
上
川
高
同
様
の
率
で
賦
課
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
　
一
三
石
の
う
ち
五
畜
ず
つ
聖

目
・
下
両
村
に
譲
渡
し
、
残
り
三
石
が
油
田
持
と
な
り
、
結
局
油
田
で
は
二
三
石
で
鍵
九
貫
二
〇
〇
文
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
③
漁
携
の
運
上
は
六
分
の
一
と
か
な
り
の
高
率
で
あ
り
、
そ
の
う
え
都
田
川
を
下
る
素
材
や
材
木
の
一
割
を
領
主
に
お
さ
め
、
そ
め
う
ち
の

一
割
は
油
田
村
へ
還
付
さ
れ
た
。

　
ω
先
述
し
た
よ
う
に
（
第
三
章
）
元
和
年
間
よ
り
川
高
に
付
随
し
た
葭
蒲
野
高
七
石
五
斗
、
そ
の
年
貢
一
貫
五
〇
〇
文
と
定
め
ら
れ
た
が
、

こ
れ
ま
た
寛
永
八
年
に
近
藤
氏
か
ら
年
貢
倍
増
を
申
し
渡
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
油
田
の
川
留
に
付
随
し
た
葭
蒲
野
高
は
油
田
の
負
担
を
六
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
に
減
じ
て
も
ら
い
、
不
足
分
は
気
賀
の
各
構
成
村
に
均
等
に
（
た
だ
し
小
森
・
葭
本
は
一
二
分
の
一
ず
つ
）
分
担
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

　
⑤
こ
の
川
愚
な
ら
び
に
漁
携
運
上
に
つ
い
て
は
、
油
田
の
鎮
守
で
あ
る
屯
倉
水
神
社
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
　
「
祭
礼
之
節
社
前
之
留
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
蒲
魚
を
漁
り
、
神
社
に
相
諸
候
仕
来
り
」
で
あ
り
、
川
庄
屋
は
同
社
の
社
家
で
あ
る
斎
藤
・
竹
田
・
尾
藤
三
家
が
勤
め
て
い
た
。
油
田
の
屯
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⑤

倉
水
神
社
と
結
び
つ
い
た
川
高
は
、
注
④
に
記
し
た
こ
の
旧
族
の
処
遇
と
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑥
明
治
維
新
直
後
、
こ
の
川
年
貢
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
葭
野
立
の
外
側
水
付
お
よ
そ
百
間
ほ
ど
は
上
川
高
、
さ
ら
に
そ

の
外
延
が
下
川
高
（
海
開
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
に
、
伊
賀
・
下
両
班
の
主
張
は
油
田
の
下
川
（
海
）
高
三
石
は
食
付
お
よ
そ
百
聞
ほ
ど
の
内
部
、

つ
ま
り
油
田
に
属
す
る
上
川
高
に
含
ま
れ
る
の
で
、
下
川
（
海
）
高
地
区
の
藻
草
採
取
は
気
賀
七
か
村
の
入
会
と
す
べ
し
と
し
た
。
こ
の
主
張
に

よ
る
と
、
油
田
の
下
川
（
海
）
高
三
石
は
上
川
高
に
含
ま
れ
、
実
質
的
に
消
減
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
油
田
で
は
「
七
ケ
村
御
参
会
之

御
場
所
二
而
、
可
道
筋
相
立
候
様
御
勘
考
御
願
霜
被
下
話
…
…
」
と
反
論
し
、
油
田
の
下
川
（
海
）
高
は
結
局
保
証
さ
れ
た
。

　
⑦
下
・
伊
里
両
村
に
属
す
る
下
川
（
海
）
高
一
〇
石
は
鋸
二
貫
文
ず
つ
年
貢
と
し
て
納
め
て
い
た
が
、
気
賀
浦
の
藻
草
の
生
育
し
た
時
を
見
計

ら
い
、
両
村
よ
り
領
主
に
藻
草
口
明
け
を
申
し
で
て
、
七
か
村
の
入
会
で
刈
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
下
川
（
海
）
高
年
貢
納
入
の
責
任
は
両

村
に
あ
る
が
、
そ
の
条
件
づ
く
り
に
は
七
か
村
全
体
が
関
与
し
た
。
な
お
、
こ
こ
は
気
賀
関
の
要
害
場
所
の
た
め
、
気
賀
以
外
の
老
の
網
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
⑧
『
引
佐
郡
誌
』
に
は
「
旧
記
に
拠
る
に
正
徳
六
丙
申
年
（
一
七
一
六
）
の
石
高
（
鈴
木
茂
左
衛
門
属
蔵
の
享
保
年
間
の
記
録
）
」
と
し
て
、

　
「
高
四
十
石
五
斗
　
　
　
　
　
　
海
川
葭
野
也

　
　
鋸
十
六
貫
二
百
文

　
　
　
　
内
　
訳

　　

@
一
高
三
＋
三
石
　
内
仁
計
三
石
瑠
棚
鵬
高

　
　
　
一
繧
…
十
三
貫
二
百
文

　
　
　
　
内
搬
指
文
　
　
瑠
繍
繁
ヨ
リ
出
ス
」

　
　
　
一
鍵
三
貫
文
　
　
　
　
　
　
葭
野
役

　
　
　
一
高
七
石
五
斗
　
　
　
　
　
葭
野
高
七
ヶ
村
分
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留
れ
海
川
高
也
・
如
此
河
海
共
に
運
上
を
奉
り
・
又
油
田
よ
り
ぱ
努
岩
附
讐
献
上
（
将
軍
家
に
）
し
た
り
し
を
以
て
：
三
と
あ
砺
・
こ

の
史
料
に
よ
れ
ば
下
・
素
目
両
村
に
寛
永
年
間
に
譲
渡
さ
れ
た
一
〇
石
畳
は
、
は
や
く
も
正
徳
年
闘
に
両
蓋
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
七
か
村
里

と
事
実
上
み
な
さ
れ
、
七
か
盲
管
野
高
と
同
格
視
さ
れ
て
、
十
村
に
帰
属
さ
す
方
向
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
た
気
賀
に
お
け
る
川
（
海
）
高
の
経
緯
を
ま
と
め
る
と
、
近
撚
当
初
は
油
田
、
こ
と
に
永
禄
以
前
の
土
着
郷
士
の
権
益
に
付
帯
し
た

と
考
え
ら
れ
る
川
（
海
）
高
が
、
寛
永
期
に
増
年
貢
の
た
め
、
下
・
伊
書
記
村
に
譲
渡
さ
れ
、
七
か
村
入
会
の
葭
野
や
綱
入
権
と
も
関
連
し
て
、

し
だ
い
に
気
賀
惣
冷
評
か
村
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
気
賀
近
藤
氏
の
知
行
地
に
な
っ
て
か
ら
、
各
構
成
村
の
独
立
へ

向
か
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
気
賀
惣
村
の
連
帯
の
方
向
へ
と
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
①
　
油
田
　
斎
藤
薄
紅
蔵
「
油
田
引
船
川
由
緒
御
定
法
理
之
事
」
寛
永
八
。
な
お
、
　
　
　
　
　
家
康
が
こ
の
地
を
通
過
の
際
に
も
堀
川
㎝
揆
と
よ
ば
れ
る
抵
抗
の
首
謀
者
で
も
あ

　
　
と
う
あ
み
・
は
へ
あ
み
・
ひ
し
づ
き
・
う
け
づ
き
な
ど
の
漁
法
は
法
度
と
さ
れ
て
　
　
　
　
　
り
、
鋏
圧
後
、
帰
農
し
た
家
筋
で
あ
る
。

　
　
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
。
海
田
集
落
は
本
来
約
六
〇
軒
か
ら
成
り
た
ち
、
岩
脇
組
・
川
端
組
・
．
谷
入
組
・

②
　
同
氏
蔵
「
引
舟
川
漁
猟
定
之
事
」
元
禄
二
五
。

③
　
こ
の
葭
野
高
を
海
錨
と
称
す
る
こ
と
も
あ
り
、
下
川
高
と
混
同
し
や
す
い
。

④
　
こ
の
三
家
は
同
村
の
庄
屋
も
勤
め
る
家
柄
で
あ
る
。
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
、

　
こ
の
地
方
の
旧
族
で
あ
る
山
村
修
理
を
中
心
と
し
て
、
今
川
氏
真
に
意
を
通
じ
家

　
康
に
抗
し
て
堀
川
城
（
油
田
西
北
の
字
間
ノ
脇
の
高
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
屯
倉
神

　
社
を
水
神
社
へ
合
壁
し
、
そ
の
社
の
跡
へ
、
柵
を
つ
く
り
、
濠
を
め
ぐ
ら
し
て
築

　
城
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
）
に
拠
っ
た
有
力
土
豪
の
衛
で
あ
る
。
翌
、
一
二
年
三
月
、

　
丸
山
組
・
栃
ノ
木
組
・
松
晦
組
と
い
う
近
世
以
来
の
隣
保
組
織
が
現
在
も
踏
徽
帖
さ

　
れ
て
い
る
が
、
庄
屋
三
家
の
う
ち
、
弥
次
宥
衛
門
組
（
竹
田
）
は
丸
山
・
栃
ノ

　
木
・
松
三
組
、
嘉
左
衛
門
組
（
斎
藤
）
は
川
端
・
谷
入
組
、
彦
四
郎
組
（
尾
藤
）

　
は
岩
脇
組
と
川
端
組
の
一
部
を
中
心
と
し
て
百
姓
を
管
掌
し
て
い
た
。
　
（
斎
藤
慶

　
氏
の
談
に
よ
る
）

⑥
こ
の
項
は
気
賀
町
役
場
旧
蔵
「
気
賀
申
送
覚
」
明
治
二
。

⑦
　
こ
の
項
は
『
郡
誌
繭
上
巻
、
四
六
九
頁
。
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七
大
庄
屋
制
と
町
・
宿

1
　
気
賀
惣
割
と
町

以
上
の
よ
う
に
、
気
賀
惣
村
体
制
は
強
化
さ
れ
て
い

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
村
方
の
行
財
政
と
関
連
し
て
考
察
を
加
え
て
み
る
。
寛
永
一
四
年



旗本領と近世の郷荘（山澄）

（
工
公
二
七
）
か
ら
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
ま
で
の
「
気
賀
惣
村
塾
帳
」
（
史
料
館
文
書
）
に
は
ト
こ
の
期
間
に
お
け
る
気
賀
七
か
村
の
三
半
勘
定

の
明
細
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
、
そ
の
多
く
は
江
戸
や
中
泉
代
官
所
へ
役
人
出
張
の
際
の
人
意
賃
で
、
町
や
老
ケ
谷
を
除
く
本
来
の
七
か
村
の
高

に
応
じ
て
、
貫
文
で
割
賦
さ
れ
て
い
た
。

　
な
か
で
特
色
あ
る
例
は
、
琉
球
や
朝
鮮
か
ら
の
使
節
の
江
戸
往
来
に
際
し
、
船
を
出
す
舟
役
で
あ
る
。
例
え
ば
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の

「
琉
球
仁
江
戸
下
り
舟
役
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
伊
厨
村
五
艘
、
下
村
納
豆
声
小
森
・
葭
本
村
三
艘
、
呉
石
村
青
鷺
半
、
上
村
三
景
半
、
油
田
村

四
艘
、
計
二
三
艘
分
と
あ
り
、
庄
屋
役
を
油
田
村
が
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
諸
使
節
や
高
位
の
人
の
通
過
に
際
し
て
も
、
一
一
三
二
分
は
か

わ
ら
ず
、
庄
屋
役
は
七
か
村
輪
番
で
勤
め
て
い
る
。
舟
役
も
各
構
成
村
の
石
高
に
だ
い
た
い
比
例
し
て
お
り
、
諸
経
費
は
一
艘
を
基
準
に
賦
課

さ
れ
た
。
こ
の
七
か
村
の
庄
屋
役
の
輪
番
制
は
大
庄
屋
制
以
前
に
お
け
る
気
賀
惣
村
の
管
理
体
綱
の
よ
う
で
あ
り
、
町
は
七
か
村
の
寡
勢
惣
割

に
は
関
与
し
な
か
っ
た
。

　
ま
た
同
史
料
に
は
先
述
し
た
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
三
方
原
山
論
訴
訟
の
経
費
分
担
の
割
賦
が
の
っ
て
い
る
が
、
　
そ
れ
に
は
気
賀
七
か

村
・
老
ケ
谷
お
よ
び
町
の
九
単
位
に
応
じ
て
高
臆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
町
は
三
方
原
入
会
権
に
つ
い
て
は
関
与
し
、
舟
役
．
に
つ
い
て
は
関
与
し

な
い
と
い
う
よ
う
に
、
入
会
権
の
よ
う
に
村
生
活
の
い
わ
ゆ
る
共
同
体
的
基
盤
に
類
す
る
も
の
に
は
関
与
し
、
諸
雑
課
役
に
つ
い
て
は
宿
や
関

と
い
う
特
鋼
な
町
の
機
能
を
理
由
に
、
七
か
村
と
は
別
格
扱
か
い
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
2
　
大
庄
屋
制
と
町

　
こ
う
し
た
輪
番
庄
屋
制
は
先
述
し
た
よ
う
な
惣
村
体
制
の
強
化
に
と
も
な
い
、
幕
末
に
は
大
庄
屋
欄
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
。
大
庄
屋
制
創

設
の
時
期
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
い
が
、
天
保
の
頃
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
弘
化
年
間
に
は
気
賀
町
在
住
の
竹
田
兵
左
衛
門
が
町
も
含
む

七
か
村
統
轄
の
大
庄
屋
に
選
任
さ
れ
た
の
に
麗
し
、
町
方
よ
り
七
か
村
と
町
と
は
本
来
別
差
配
で
あ
る
と
の
大
庄
屋
の
権
能
を
め
ぐ
っ
て
抗
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
こ
め
た
歎
願
が
だ
さ
れ
た
。

r
町
方
の
主
張
の
要
旨
は
、
①
気
賀
町
と
七
か
村
と
は
本
来
別
支
配
で
あ
る
。
町
と
上
村
と
は
地
籍
が
混
在
し
て
い
る
が
、
上
村
地
内
の
居
住
115　（887）



者
で
も
町
並
へ
家
作
住
居
し
て
い
る
老
（
抹
消
さ
れ
た
原
案
に
は
「
上
村
地
よ
り
気
賀
町
地
内
へ
転
住
し
た
老
」
）
は
、
求
法
に
違
背
し
な
い
よ
う
に
請

書
を
だ
し
て
お
り
、
町
と
上
村
と
は
軒
を
連
ね
て
い
て
も
支
配
原
理
を
異
に
し
て
い
る
。
②
公
式
の
村
高
書
上
帳
な
ど
に
も
「
気
賀
町
井
加
宿

気
賀
村
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
③
七
か
村
は
組
合
と
し
て
、
年
末
に
惣
割
勘
定
を
し
て
い
る
が
、
気
賀
町
は
こ
れ
に
は
関
与
し
て
い

　
②

な
い
。
ま
た
気
賀
町
硝
高
や
御
伝
馬
金
な
ど
は
町
方
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
④
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
、
七
か
村
が
気
賀
町
の
加

宿
に
な
っ
た
旨
の
証
文
が
あ
り
、
町
と
村
と
は
宿
と
い
う
立
場
か
ら
も
本
宿
と
加
宿
と
い
う
別
の
待
遇
を
う
け
て
い
る
。
⑤
上
村
役
人
は
気
賀

町
の
住
人
が
勤
め
る
こ
と
も
多
い
が
（
例
え
ば
町
の
本
陣
中
村
与
太
下
家
が
、
上
村
庄
屋
に
在
勤
）
、
そ
の
者
で
も
、
願
出
の
際
に
は
、
上
村
役
人
と

気
賀
町
住
民
と
の
立
場
は
、
必
ら
ず
区
捌
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
町
方
の
主
張
に
対
し
、
七
か
村
方
の
反
応
や
領
主
側
の
裁
決
は
不
明
で
あ
る
が
、
町
に
お
い
て
は
七
か
村
と
合
体
し
て
大
庄
麗
の
差

配
に
服
す
る
こ
と
を
肯
じ
な
い
強
い
意
向
が
よ
み
と
れ
る
。
な
お
大
庄
屋
給
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
年
の
「
村
明
細
帳
」
（
気
賀
東
玉
壷
住
職
木

村
文
雄
経
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
　
「
大
庄
屋
給
之
義
七
ヶ
村
高
上
ヶ
田
之
内
書
石
、
同
所
納
米
壱
石
、
年
々
御
免
定
納
辻
之
内
二
更
御
領
極
官
♂
善
男

候
」
と
あ
り
、
七
か
村
共
属
の
新
田
が
そ
の
経
済
的
基
礎
と
さ
れ
、
領
主
か
ら
給
さ
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
各
構
成
節
の
庄
屋
給
が
各
村
高

か
ら
一
～
三
石
の
除
地
と
な
っ
て
い
る
の
と
は
形
式
を
異
に
し
、
こ
の
面
か
ら
も
大
庄
屋
制
が
本
来
、
村
に
具
備
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
領
主

の
惣
村
統
轄
の
意
図
に
も
と
つ
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
3
　
宿
場
と
し
て
の
町
と
助
郷
圏

　
こ
う
し
た
町
方
の
主
張
の
背
景
に
は
、
宿
場
と
し
て
の
町
の
展
開
が
、
強
く
影
響
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
第
三
章
を
承
け
て
、
近
世

中
期
以
降
の
町
の
動
き
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
先
述
し
た
よ
う
に
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
七
四
軒
を
数
え
た
町
屋
敷
は
、
元
禄
一
一
一
年
（
一
六
九
九
）
に
は
七
二
軒
、
　
正
徳
三
年
（
一
七
一

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
）
に
八
○
軒
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
七
一
軒
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
は
六
八
軒
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
八
四
軒
と
数
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
、
戸
数
の
変
動
は
少
な
か
っ
た
。
た
だ
町
と
い
っ
て
も
正
徳
三
年
に
は
八
○
軒
の
う
ち
、
　
「
六
十
六
軒
百
姓
、
十
四
軒
水
呑
」
と
あ
り
、
農

116　（888）
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⑩

業
が
主
な
生
業
で
．
酒
屋
・
並
屋
・
木
挽
・
樽
物
師
各
一
軒
を
数
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
寛
政
期
に
は
旅
籠
一
一
軒
を
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

酒
屋
も
六
、
七
軒
に
増
し
、
よ
う
や
く
職
業
の
う
え
で
も
宿
と
し
て
の
体
裁
が
整
っ
て
き
た
。
し
か
し
享
和
年
圏
に
お
い
て
も
、
生
業
に
つ
い

て
「
五
穀
之
外
木
綿
琉
球
い
ち
び
等
作
仕
候
」
、
「
虚
者
農
業
之
外
装
を
な
ひ
、
薪
持
仕
事
、
話
者
糸
を
と
り
琉
球
塵
織
申
候
」
と
あ
り
、
町
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

村
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
気
賀
町
は
本
坂
越
（
姫
街
道
）
の
宿
場
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
き
、
と
く
に
宝
永
地
震
以
後
は
、
今
切
が
舟
渡
し
と
な
っ
た
の
で
公

式
の
伝
馬
を
と
も
な
う
要
人
の
往
来
が
増
し
、
　
本
陣
（
中
村
家
）
の
利
用
度
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
　
そ
れ
と
と
も
に
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
覚
」
に
は
、
　
「
上
宿
気
賀
上
村
気
賀
町
江
入
交
御
座
候
、
事
大
造
成
御
通
之
節
者
呉
石
村
江
露
胎
宿
仕
候
」
と
あ
り
、
上
・
呉
石
竹
村
が
加

宿
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
は
、
前
節
の
大
庄
屋
鰯
を
め
ぐ
る
町
方
の
主
張
④
に
も
あ
る
よ
う
に
七
か
村
全
体

に
加
宿
が
拡
大
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
後
の
史
料
と
推
定
さ
れ
る
「
宿
割
明
細
書
上
帳
」
（
史
料
館
文
書
、
戸
口
が
享
和
三
年
改

と
な
っ
て
い
る
）
に
は
「
加
撃
気
賀
村
」
と
あ
っ
て
老
ケ
谷
を
含
め
た
八
か
村
が
列
記
さ
れ
、
　
「
右
加
宿
之
内
、
上
村
難
儀
欝
気
賀
町
家
並
入
合

二
て
御
用
向
諸
事
気
賀
町
同
様
相
勤
申
候
、
右
加
宿
之
内
呉
石
之
儀
者
御
大
造
之
御
休
泊
御
座
門
魔
者
御
宿
相
欝
欝
」
と
付
記
さ
れ
、
加
二
七

か
村
の
う
ち
で
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
上
村
は
町
と
と
く
に
密
接
で
、
呉
石
も
臨
時
の
宿
泊
地
に
指
定
さ
れ
、
重
要
度
が
高
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
町
と
上
村
の
関
係
は
景
観
的
に
も
行
政
的
に
も
入
り
組
ん
で
お
り
、
前
節
の
大
庄
屋
欄
を
め
ぐ
る
町
方
の
主
張
⑤
に
も
あ
る
よ

う
に
村
役
人
の
兼
帯
の
ほ
か
、
問
屋
役
人
も
気
賀
町
組
頭
一
人
と
加
宿
気
賀
上
村
組
頭
四
人
で
担
当
し
て
お
り
、
戸
口
に
つ
い
て
も
「
惣
家
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
十
五
軒
、
内
六
拾
八
軒
気
賀
町
、
弐
拾
七
軒
気
賀
村
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
交
通
量
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
坂
越
（
姫
街
道
）
は
脇
往
還
の
た
め
正
式
の
伝
馬
役
や
定
助
郷
を
定
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
正
徳
年
閥
に
道
中
奉
行
に
願
い
で
て
、
　
「
御
朱
印
御
用
」
の
往
来
に
は
、
必
要
あ
れ
ば
そ
の
つ
ど
、
助
郷
人
馬
を
道
中
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

よ
り
領
主
近
藤
家
（
天
領
の
時
は
中
泉
代
官
）
に
、
さ
ら
に
領
主
よ
り
町
方
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
助
郷
の
一
例
と
し
て
宝
永
四
年

（一

ｵ
〇
七
）
一
一
月
の
日
光
門
跡
が
京
都
よ
り
下
向
の
際
に
は
、
第
…
三
表
の
よ
う
に
四
三
か
村
、
＝
一
四
一
九
石
が
助
郷
村
に
指
定
さ
れ
た
。

117 （889）



領

第13表宝永4年の気賀宿助郷圏

郡　　名「村　　名　1助郷高「所 領！「郡　名「村　名1助郷高1所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
天

金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
井
気
門
金
井
天
大
天
金
金
気

　29石

102

　85

138

　48

　23

　28

157

120

264

128

1206

　84

　73

537

280

713

220

422

636

414

荷
宿
沢
田
場
平
貝
沢
細
川
木
鷺
原
野
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米

　
　
　
　
　
ケ
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留

兎
狩
谷
黒
的
梅
四
田
別
渋
久
宮
新
尾
柴

林
野
田
田
q
松

　
　
新

　
　
船

小
内
木
半
平
小

佐引

玉
　
田豊

長上

　
　
　
　
花

井
金
天
天
金
金
井
井
井
金
井
金
金
井
金
井
金
金
金
金
金
花

909石

230

744

822

i62

エ88

職
餅
鯉
4
4
描
7
5
酩
㎝
5
2
2
1
7
9
9
7
面
6
5
脚
姐

田
戸
田
騙
岡
揖
野
谷
寺
淵
毘
岩
窪
山
嶽
牧
沢
沢
名
畑
平
平

　
　
都
都
　
　

小
門
宮

祝
瀬
下
上
石
金
井
井
神
黒
三
白
栃
奥
主
東
鷲
滝
川
田
飯
蛸

引 佐

所領の略記

　井：井伊谷近藤

　天＝天領

気：気賀近藤　花：花岡近藤　金：金指近藤　大：大谷近藤

　
こ
の
助
郷
圏
を
み
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

さ
音
の
近
藤
家
分
解
以
前
の
佃
領
本
高
一
・
五
万
字

置
う
ち
、
気
賀
よ
り
斜
方
の
敷
知
郡
の
大
谷
近
藤
家

領
を
除
い
允
ほ
と
ん
ど
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
助
郷
四
三
か
村
中
、
　
近
藤
家
旧
領
以
外
は

上
・
下
都
田
村
（
嶺
時
天
領
）
の
み
で
あ
る
。
と
く
に

引
佐
郡
以
外
の
髭
玉
郡
㎝
・
一
か
村
・
豊
田
郡
二
か
村
漕

長
上
才
六
か
村
は
非
連
続
に
分
布
し
な
が
ら
も
、
す

べ
て
近
藤
家
旧
領
に
属
し
、
な
か
で
も
長
上
郡
小
林
・

木
船
新
月
両
村
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
五
近
藤
家
創

出
の
際
、
近
藤
家
か
ら
離
れ
た
が
、
助
郷
圏
に
入
っ

て
お
り
、
気
賀
宿
を
中
心
と
し
た
近
藤
家
旧
領
の
連

　
　
　
　
　
　
⑯

帯
性
が
理
解
で
き
る
。

　
な
お
こ
う
し
た
宿
駅
と
し
て
の
法
的
性
格
の
曖
昧

さ
か
ら
、
し
ば
し
ば
紛
争
を
生
じ
た
の
で
、
気
賀
宿

は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
四
月
か
ら
正
式
に
道
中
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

行
の
支
配
を
う
け
る
宿
駅
と
な
っ
た
。

　
4
関
と
要
害
村

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
気
賀
町
に
と
っ
て
宿
駅
以
上
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に
関
の
管
理
は
重
要
な
機
能
で
あ
っ
た
。
新
家
を
建
て
る
際
に
は
関
所
に
届
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
関
所
の
掃
除
・
煤
払
な
ど
の
御
用
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

足
は
町
で
勤
め
、
関
所
よ
り
落
合
通
川
端
ま
で
の
掃
除
は
町
と
上
村
で
担
当
し
た
。
し
か
し
関
の
警
固
・
取
締
り
に
は
よ
り
広
汎
な
連
帯
責
任

が
と
ら
れ
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
、
気
賀
宿
要
害
村
と
し
て
第
八
図
の
よ
う
に
六
八
か
村
が
指
定
さ
れ
、
関
所
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
日
夜
警
戒
に
あ
た
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
務
づ
け
ら
れ
、
女
・
鉄
砲
そ

旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
。
5
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0
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第8図気賀関の要害村

築都
下

5
1
0

地
脇

野
南
上

4
9
1
4

崎
代
石

津
鶴
呉

3
8
1
3

憲
奈
本

　
尾

属
下
葭

2
7
1
2 5井傍浴4本坂3日比沢

8気賀町
2駒場
7老ケ谷

5摩詞耶

10栃窪
15横尾
20花平
25山祝田

3平　山
8奥　山
13白　岩
18五臼市場

23石　岡
28下都N

4大福寺

9頓幕
14神宮寺

19小野
24上川田

木
谷
淵
岡
町
田

　
　
　
　
藁
葺

只
大
黒
広
金
上

2
7
2
7
2
7

　
　
1
　
1
　
9
臼
　
2

5

1e

15

和　田

平松
油　田

4内山
9白須
14伊佐地

霜
闘
浜
部

　
　
　
刑

乙
細
雪
下

3
8
3
8

　
　
1
　
1

江
　
地
部

　
　
　
刑

堀
西
直
中

2
7
2
7

　
　
1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
櫛
田
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
畑
部
村
戸

　
　
　
　
　
日
山

　
米
綺
森

暢
大
小
道
評
道
釣
蟹
田
轟
呉
菱
縫

西
1
6
1
1
本
1
6
山
1
6
1
1
1
6
2
1
2
6
東
1
6
1
1
1
6

　
　
　
　
△
　
　
○
　
　
　
　
　
　
口

の
は
か
不
審
の
旅
人
に
眼
を
ひ

か
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
起
源
は

不
分
明
で
あ
る
が
、
寛
文
二
年

（一

Z
六
二
）
に
刑
部
村
庄
屋
の

内
だ
し
た
誓
詞
が
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
近
世
初
頭
に
さ
か
の

ぼ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要

害
村
は
第
八
図
の
よ
う
に
西
海

辺
一
四
か
日
・
本
道
八
か
村
・

山
道
二
八
か
村
・
東
海
辺
一
八

か
村
と
路
線
鋼
に
わ
け
ら
れ
関

所
よ
り
廻
状
が
ま
わ
さ
れ
、
関

所
よ
り
二
～
三
里
の
圏
内
の
村

は
一
円
的
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
要
害
村
の
単
位
と
し
て
は
、
気
賀
村
は
惣
村
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ず
、
西
海
辺
に
下
村
・
小
森
村
・
葭
本
村
・
呉
石
村
・
上
村
が
、
本
道

に
は
気
賀
町
と
老
ケ
谷
が
、
菓
海
辺
に
は
油
田
村
・
伊
目
村
が
属
し
、
あ
く
ま
で
関
所
を
核
と
し
た
路
線
別
に
分
属
さ
れ
、
家
が
混
在
し
て
い

る
と
さ
れ
る
上
村
と
気
賀
町
も
西
海
辺
と
本
道
に
は
な
さ
れ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
先
述
し
た
宿
の
助
郷
圏
が
、
五
近
藤
家
の
旧
領
本
高
と
よ
く
整
合
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
要
害
村
は
所
領
と
は
無
関
係
に
一
円

的
に
関
所
を
と
り
ま
く
村
々
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
関
の
警
固
・
取
締
り
と
い
う
も
の
が
、
管
理
す
る
領
主
（
気
賀
近
藤
家
）
の
枠
を
こ
え
た
幕
藩

体
鰯
の
基
本
に
か
か
わ
る
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
①
　
史
料
館
文
書
「
気
賀
々
村
大
庄
屋
取
立
二
付
、
気
賀
町
汐
願
書
」
弘
化
二
、
　
　
　
　
⑨
　
た
だ
し
史
料
に
よ
り
、
借
屋
人
・
水
呑
層
を
含
ん
で
い
る
の
か
疑
問
の
あ
る
も

　
　
「
気
賀
町
庄
屋
等
願
書
案
詞
」
弘
化
四
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
も
あ
る
。

②
　
た
だ
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
元
禄
五
年
の
三
方
原
山
論
費
用
の
割
賦
に
は
、
町

　
も
参
与
し
て
い
る
。

③
　
史
料
館
文
書
「
遠
州
引
佐
之
郡
気
賀
町
縄
打
屋
敷
水
帳
」
元
和
九
。

④
　
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
巻
、
八
八
五
頁
（
中
村
文
書
「
気
賀
町
問
屋
覚
霞
」
元

　
禄
｝
二
）
。

⑤
史
料
館
文
書
「
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
町
差
出
帳
」
正
徳
三
。

⑥
　
文
部
省
史
料
館
『
史
料
館
所
蔵
目
録
』
二
所
収
の
「
遠
州
気
賀
宿
文
書
解
題
」

　
（
昭
和
二
八
）
。

⑦
　
史
料
館
文
書
「
宿
方
明
細
書
上
帳
」
。

⑧
気
賀
東
林
寺
、
木
村
文
雅
氏
蔵
「
村
明
細
帳
」
明
治
二
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠
注
⑤
参
照
。

注
⑥
参
照
。

注
⑦
参
照
。

注
⑥
参
照
。

注
⑦
参
照
。

注
⑤
参
照
。

史
料
館
文
書
「
本
納
通
気
賀
三
江
当
分
助
郷
帳
」
宝
永
四
。

注
⑥
参
照
。

注
⑤
参
照
。
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八
　
そ
の
他
の
惣
村
の
構
成
要
纂

1
　
堤
防
と
橋
梁

以
上
、
種
々
述
べ
て
き
た
気
賀
惣
村
体
制
の
最
後
の
状
況
を
示
す
基
本
史
料
と
し
て
、

し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
た
明
治
二
年
の
「
村
囲
歯
群
」



（
気
賀
東
林
寺
佳
職
木
村
文
雅
氏
蔵
）
が
あ
る
。
同
帳
に
は
各
構
成
村
（
七
か
村
・
老
ヶ
谷
・
町
・
七
ケ
村
新
田
・
同
葭
野
）
の
腰
高
の
類
別
区
分
・
朱
印

地
・
除
地
・
戸
口
に
つ
づ
い
て
、
堤
防
・
樋
門
・
橋
梁
・
井
堰
・
悪
水
に
つ
い
て
、
各
々
そ
の
所
在
地
と
維
持
分
担
が
第
一
四
表
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
普
請
の
際
、
樋
門
・
井
堰
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
領
主
持
、
橋
梁
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
品
持
（
た
だ
し
大
破
の
際
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

領
主
補
助
）
、
堤
防
に
つ
い
て
は
両
者
が
併
用
さ
れ
、
管
理
責
任
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
村
塾
の
「
村
」
と
い
う
の
は
器
量
の
こ

と
で
は
な
く
構
成
村
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
七
ケ
村
新
田
の
「
村
持
」
に
つ
い
て
は
各
構
成
村
に
割
賦
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
際
、
町

旗本領と近世の郷荘（山澄）

第14表　維新時における堤防・橋梁などの所属

悪水三差堰

領主持

樋　門

領主持

防堤

領主持【村　持
　　　　　　普請

村名

1

1

1

2

7
　
　
9
一
　
Q
U
　
712

2（1）

1（1）

　8

8

7
1
1
　
4
7
3
5
1
0
3
2

1
1
1
6
4
1
1
2
1

2
　
　
1
　
　
　
　
　
4
　
　
5
　
　
　
　
　
1
　
　
2
　
　
2

　
田
谷
目
　
　
森
本
石
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新

上
　
　
ケ
　
　
下
　
　
　
　
村
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
油
老
伊
　
　
小
葭
呉
七

（）は小森・葭本共属

は
先
述
の
町
方
の
主
張
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
関
与
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

第
一
四
表
の
よ
う
に
町
の
管
理
に
か
か
わ
る
の
は
、
石
橋
八
か
所
の
み
で
あ
り
、
堤
防
や
灌

瀧
な
ど
村
生
活
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
要
素
の
管
理
・
普
請
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。

　
な
お
井
堰
の
う
ち
字
清
水
川
の
亀
甲
石
堰
は
、
こ
の
「
明
細
帳
」
に
は
と
く
に
別
項
目
を

た
て
「
御
領
異
様
御
普
請
に
御
座
足
偏
と
し
て
、
七
か
村
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
堰
は
気
賀
・
広
岡
両
村
の
水
田
を
灌
卜
し
、
し
か
も
こ
の
堰
の
上
に
、
五
日
市

場
村
の
飛
地
状
の
田
が
二
反
六
畝
存
在
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
田
は
気
賀
村
が
借
受
、
さ
ら
に

広
岡
村
が
小
作
す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
、
一
一
・
要
石
を
豊
凶
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
日
市
場

　
　
　
　
　
　
　
②

村
へ
納
入
し
て
い
た
。
お
お
む
ね
惣
村
内
で
完
結
し
て
い
る
水
利
系
統
が
多
い
な
か
に
あ
っ

て
、
三
藩
政
村
に
関
係
す
る
こ
と
は
珍
ら
し
く
、
こ
と
に
飛
地
状
の
他
村
の
田
の
存
在
は
例

外
的
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
井
堰
元
の
村
に
対
し
て
は
気
賀
惣
村
よ
り

謝
礼
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
気
賀
の
各
構
成
村
は
、
通
常
の
藩
政
村
の
よ
う
に
、
用
水
・
堤
防
の
管
理
単

位
と
な
っ
て
い
た
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
湖
岸
を
中
心
と
し
た
広
汎
な
七
ケ
村
新
田
に
お
い
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て
は
第
一
四
表
の
よ
う
に
と
く
に
多
く
の
樋
門
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
が
惣
村
体
制
を
維
持
強
化
す
る
一
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
2
　
郷
蔵
・
領
主
幽
・
渡
舟
場

　
前
節
で
述
べ
た
も
の
以
外
の
惣
村
体
制
に
闘
連
す
る
諸
要
素
を
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
「
明
細
帳
」
に
記
載
の
事
項
を
中
心
に
関
連
史

料
も
参
照
し
つ
つ
、
既
述
の
も
の
は
省
略
し
て
、
以
下
に
摘
記
し
て
み
る
。

　
0
⇒
「
高
札
場
九
ケ
所
」
は
領
主
普
請
に
か
か
わ
り
、
そ
の
数
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
七
か
村
・
町
・
老
ケ
谷
に
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

②
郷
蔵
は
六
か
所
あ
り
、
こ
れ
も
領
主
普
請
に
か
か
る
。
そ
の
位
置
、
と
く
に
ど
の
構
成
村
に
欠
け
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
第
六
図

に
略
描
し
た
宝
永
以
前
の
状
態
を
示
す
村
絵
図
（
岩
石
の
内
山
光
男
宝
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
下
村
と
呉
石
に
は
「
村
蔵
」
と
描
か
れ
、
街
道
の
南
に
は

「
郷
蔵
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
　
「
郷
蔵
」
と
「
村
蔵
し
と
が
ど
の
程
度
意
識
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
郷
蔵
が
惣
村

預
体
に
か
か
わ
り
、
村
蔵
が
構
成
村
の
み
に
か
か
わ
る
蔵
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
機
能
的
に
明
き
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
注
目

に
値
す
る
。

　
③
「
村
明
細
帳
」
に
は
「
御
領
主
管
御
燈
　
五
ケ
所
」
、
「
覆
工
持
林
　
十
ケ
所
」
（
林
運
上
は
一
反
歩
に
つ
き
毎
年
永
十
六
文
）
、
「
百
姓
持
田
付

野
山
　
拾
弐
ケ
所
」
、
「
柴
山
四
ケ
所
」
、
「
秣
葉
之
儀
、
原
山
二
而
画
学
来
り
候
」
（
避
早
藤
入
会
）
、
「
百
姓
持
琉
球
草
干
場
　
六
ケ
所
」
モ
山
林

原
野
に
関
す
る
要
目
が
つ
づ
い
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
上
村
反
別
差
出
帳
」
に
西
山
御
林

（一

§
Z
町
）
・
小
森
山
御
林
（
六
四
八
町
）
・
原
山
御
冠
（
八
七
町
）
・
根
本
山
御
冠
（
三
六
町
）
・
堅
陣
所
蔵
囲
山
（
七
町
）
と
記
さ
れ
、
広
汎
な
領

　
　
　
　
　
　
　
　
③

主
山
の
所
在
が
わ
か
り
、
そ
の
ほ
か
同
帳
に
は
「
百
姓
薪
秣
取
山
、
是
ハ
気
賀
山
之
内
、
入
会
二
仕
、
下
草
取
申
候
」
と
あ
り
、
三
方
原
の
大

入
会
の
草
刈
場
と
は
別
に
入
会
の
玉
取
山
も
存
在
し
た
。
こ
の
入
会
の
範
圓
は
上
村
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
惣
村
全
体
に
呈
す
る
か
は
不
明

瞭
で
あ
る
が
、
r
後
者
の
可
能
性
が
強
く
、
こ
れ
ま
た
惣
柑
結
合
の
要
因
と
い
え
よ
う
。

　
㊥
「
村
明
細
帳
」
に
「
落
合
川
渡
舟
場
　
壱
ケ
所
気
賀
村
之
内
」
と
あ
り
A
気
賀
宿
の
「
明
治
回
漕
年
九
月
よ
り
諸
願
書
留
」
（
史
料
館
文
書
）
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に
よ
れ
ば
、
宿
往
来
の
渡
船
場
と
し
て
、
気
賀
村
高
の
う
ち
八
○
○
石
が
川
助
郷
に
あ
て
ら
れ
、
川
役
人
は
「
気
賀
村
庄
屋
組
頭
兼
帯
」
で
、

平
日
は
渡
船
一
応
に
と
ど
ま
る
が
、
　
「
御
用
御
旅
行
」
の
通
行
多
人
数
の
際
に
は
、
舟
場
取
繕
手
当
・
三
舟
賃
銭
は
領
主
か
ら
支
給
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
か
し
川
凌
・
堤
普
請
は
惣
村
の
か
な
り
の
負
担
で
あ
っ
た
。

　
①
　
た
と
え
ば
領
主
普
請
の
堤
防
に
入
用
な
尊
慮
や
大
川
筋
の
出
し
杭
は
領
主
持
の

　
　
山
か
ら
伐
り
だ
さ
れ
、
村
持
鶏
群
の
杭
入
用
で
も
、
領
主
に
願
い
で
て
領
主
山
を

　
　
伐
木
さ
せ
て
貰
っ
た
。

　
②
　
気
賀
町
役
場
旧
蔵
「
気
賀
申
送
覚
」
明
治
二
。

　
③
こ
れ
ら
の
領
主
山
の
山
守
に
は
軽
輩
の
士
分
の
者
が
あ
た
り
、
明
治
の
上
地
後
、

　
　
宮
林
な
い
し
御
料
林
に
編
入
さ
れ
た
事
例
が
多
い
。

’
④
　
こ
の
「
渡
舟
場
」
は
宿
に
付
随
す
る
機
能
で
あ
り
、
そ
切
だ
め
旛
関
係
の
文
醤

　
　
に
よ
く
で
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
管
理
・
維
持
に
は
惣
村
全
体
で
あ
た

r
　
っ
て
お
り
、
　
「
宿
に
関
す
る
こ
と
は
惣
村
の
大
庄
屋
の
支
配
を
う
け
な
い
」
と
い

　
　
う
先
の
町
方
の
主
張
と
は
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。

九
　
惣
村
の
宗
教
的
結
合

旗本領と近世の郷荘（山澄）

　
1
．
牛
　
頭
　
天
　
王

　
以
上
、
近
世
に
お
け
る
気
賀
惣
村
体
制
に
つ
き
行
政
史
料
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
最
後
に
神
社
祭
祀
の
面
か
ら
、
こ
の
課
題
を

論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
気
賀
の
中
心
的
な
神
社
は
、
町
の
中
心
部
、
街
道
の
北
側
に
鎮
座
す
る
細
江
神
社
（
旧
郷
社
）
で
あ
る
。
こ
の
社
は
神
仏

分
離
以
前
は
集
頭
天
王
社
と
よ
ば
れ
、
黒
石
の
長
楽
寺
が
社
僧
と
し
て
神
々
し
て
い
た
。
『
遠
江
国
風
土
記
伝
』
に
は
、
「
祭
日
は
正
月
十
八
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

六
月
十
五
日
な
り
、
朱
符
の
神
田
の
高
三
石
、
凡
そ
牛
頭
天
王
と
称
へ
申
す
神
は
、
建
速
須
佐
之
男
命
の
荒
御
霊
な
り
」
と
記
さ
れ
、
　
『
引
佐

郡
誌
』
に
は
、
　
「
伝
説
に
よ
れ
ば
当
社
の
創
立
は
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
、
海
囎
の
時
浜
名
郡
鎮
座
角
避
彦
神
社
趾
陥
没
の
際
、
祠
二
流
出
し

当
町
赤
池
と
称
す
る
所
に
漂
着
せ
り
と
い
う
。
始
め
は
下
側
の
仏
堂
に
安
置
し
、
　
其
地
を
崇
び
て
御
仮
屋
と
云
ひ
た
り
。
其
の
後
天
正
二
年

（一

ﾜ
七
四
）
、
地
を
八
柱
聯
祉
境
内
、
・
即
ち
現
今
の
地
に
ト
し
、
新
た
に
宮
殿
を
造
営
し
之
に
奉
遷
し
、
遂
に
気
賀
七
ケ
村
の
総
産
土
神
と
せ

り
。
漂
着
地
赤
池
は
今
尚
霊
場
と
し
て
本
社
と
共
に
歳
時
例
祭
を
行
ひ
、
仮
屋
の
地
は
慶
長
七
年
（
順
義
〇
二
）
地
頭
石
川
半
三
郎
の
時
、
町
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
気
賀
）
を
立
て
て
市
街
と
せ
り
」
と
、
そ
の
由
緒
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
に
よ
る
と
第
三
章
の
「
町
の
形
成
」
に
お
い
て
述
べ
た
仮
屋
は
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こ
の
神
社
の
旧
地
で
、
こ
こ
を
核
と
し
て
慶
長
年
間
に
町
づ
く
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
、
こ
の
神
社
は
惣
村
結
合
の
精
神
的
中

穗
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
気
賀
の
惣
鎮
守
と
し
て
の
細
江
神
社
（
牛
頭
天
王
）
の
性
格
を
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
例
祭
（
旧
暦
六
月
一

五
日
、
現
在
七
月
一
五
日
）
の
舟
渡
御
が
あ
る
。
　
『
郡
誌
』
に
は
「
轟
く
姻
火
の
真
最
中
に
猿
田
過
書
を
先
導
と
せ
る
数
多
の
行
列
は
神
輿
を
奉

じ
て
町
の
東
端
栄
橋
に
至
る
や
此
処
に
待
憂
く
る
館
船
大
小
百
余
の
船
は
、
慢
幕
提
灯
旗
に
飾
ら
れ
壮
観
を
極
む
。
船
は
笛
太
鼓
の
噺
に
連
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

櫓
相
含
ん
で
都
田
川
を
下
り
、
細
江
湖
に
出
づ
」
と
そ
の
絢
燗
さ
を
上
し
て
い
る
。

　
こ
の
祭
事
の
近
世
の
記
録
を
み
る
と
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
の
「
覚
」
（
気
賀
、
沢
木
氏
蔵
）
に
は
「
ω
一
五
B
四
ッ
時
刻
よ
り
御
出
輿
、

落
合
よ
り
船
に
て
油
田
村
へ
お
廻
り
、
さ
ら
に
下
村
へ
巡
行
、
神
輿
上
陸
し
陸
路
巡
行
、
②
下
村
よ
り
四
枚
の
板
を
敷
い
た
舟
を
一
四
～
一
五

艘
落
合
へ
上
ら
せ
る
。
う
ち
三
～
四
艘
は
吉
本
村
よ
り
出
す
。
船
は
伊
目
村
の
人
が
漕
ぐ
。
③
屋
台
は
上
村
・
町
の
者
が
支
配
す
る
。
た
だ
し

綱
を
曳
く
こ
と
は
村
々
の
子
供
に
勝
与
し
だ
い
に
さ
せ
る
。
ω
落
合
油
田
に
て
他
村
の
者
は
一
人
と
い
え
ど
も
船
に
乗
せ
な
い
。
た
だ
し
広
岡

村
の
男
は
苦
し
か
ら
ず
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
社
僧
で
あ
る
呉
石
長
楽
寺
の
天
保
期
の
旧
記
に
は
、
社
僧
の
供
廻
り
と
し
て
若
党
二
人

は
上
村
、
大
傘
一
人
・
合
籠
一
人
・
六
尺
四
人
は
六
か
村
（
七
か
村
よ
り
上
村
・
伊
目
を
除
き
、
老
ヶ
谷
を
加
え
る
）
よ
り
出
す
と
あ
る
。

　
ま
た
史
料
館
に
も
約
」
○
点
の
祭
礼
文
書
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
の
「
御
祭
礼
行
列
次
第
」
に
よ
る
と
先

頭
の
山
椒
ば
ら
い
は
上
・
町
が
奉
仕
し
、
後
尾
の
御
役
人
ま
で
惣
人
数
五
六
九
名
の
大
行
列
で
あ
り
、
中
核
と
な
る
屋
台
・
ね
り
物
に
は
子
供

の
綱
引
き
を
交
え
、
葭
本
（
三
九
名
）
、
呉
石
（
七
四
名
）
、
上
・
町
（
一
＝
名
）
、
油
田
（
六
七
名
）
、
下
（
八
四
名
）
、
小
森
（
一
四
名
）
の
順
で
参

加
し
、
前
駆
を
な
す
吹
貫
、
太
鼓
、
麻
・
絹
・
紫
・
鍛
子
の
早
出
は
下
・
老
ケ
谷
・
小
森
で
奉
持
し
、
獅
子
舞
神
楽
は
下
、
母
衣
一
四
は
上
・

町
で
担
当
、
後
駆
を
な
す
鷹
匠
・
榊
持
・
散
銭
箱
・
吹
貫
・
唐
旗
・
御
輿
・
剣
持
な
ど
は
小
森
・
呉
石
・
葭
本
・
下
で
奉
仕
し
て
い
た
。
他
の

年
次
に
お
い
て
も
人
数
に
若
干
の
変
動
は
あ
る
が
、
本
筋
に
お
い
て
は
同
じ
で
、
屋
台
の
順
席
や
奉
仕
の
役
割
は
年
ご
と
に
変
わ
る
も
の
が
多

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
船
渡
巡
行
の
神
事
は
、
牛
頭
天
王
が
気
賀
荘
七
か
村
の
惣
社
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
よ
く
示
し
、
上
村
と
町
と
は
こ
こ
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旗本領と近世の郷荘（山澄）

で
は
一
括
さ
れ
、
各
構
成
村
の
分
担
が
年
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
、
大
行
列
を
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
伊
目
は
祭
神
漂
着
の
際
、
冷
た
い
態
度

を
と
っ
た
と
の
伝
承
で
、
山
車
は
も
と
よ
り
、
祭
礼
行
列
に
も
入
れ
ら
れ
ず
、
落
合
船
の
船
頭
約
五
〇
人
を
繊
す
こ
と
に
の
み
参
与
が
認
め
ら

れ
て
い
た
。
な
お
本
来
の
山
車
は
一
基
で
あ
っ
た
が
、
枝
村
の
老
ケ
谷
・
岩
根
は
の
ち
に
山
車
を
つ
く
り
、
上
村
か
ら
清
水
区
が
独
立
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
九
基
の
山
車
が
備
わ
っ
て
い
る
。

　
2
　
各
構
成
村
の
小
社
と
伊
勢
講

　
こ
う
し
た
惣
村
の
郷
社
と
も
い
え
る
牛
頭
天
王
社
（
細
江
神
社
）
の
下
に
、
各
構
成
村
の
小
社
が
維
新
当
初
に
は
、
第
一
五
表
の
よ
う
に
祀
ら

　
　
　
⑤

れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
細
江
神
社
に
接
す
る
八
幡
社
は
上
村
と
町
の
氏
神
と
し
て
、
明
治
二
年
の
「
村
明
細
帳
」
に
は
、
　
「
氏
神
八
幡
社

祭
之
義
、
年
々
八
月
神
祭
仕
候
」
と
他
の
小
社
と
は
別
項
を
立
て
て
記
載
さ
れ
、
　
『
構
想
』
に
は
、
　
「
元
本
社
は
細
江
神
社
よ
り
凡
そ
一
町
西

八
幡
山
に
鎮
座
、
旧
社
領
朱
印
高
二
石
、
細
江
社
領
と
同
一
紙
に
て
受
領
」
と
あ
り
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
朱
印
状
に
も
「
遠
江
国
引
佐

郡
気
賀
村
天
王
社
領
同
村
の
内
三
石
、
八
幡
宮
領
於
同
所
工
石
、
合
転
石
（
下
略
）
」
と
録
さ
れ
、
牛
頭
天
王
社
と
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
⑥

が
わ
か
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
気
賀
惣
村
を
単
位
と
し
た
宗
教
的
な
行
事
と
し
て
、
文
書
に
存
す
る
の
は
、
　
「
伊
勢
御
神
楽
御
執
行
帳
」
（
史
料
館
文
書
）
が
あ

る
。
こ
れ
は
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
三
月
、
気
賀
全
体
を
も
っ
て
組
成
さ
れ
た
伊
勢
講
を
主
体
と
し
、
四
四
両
を
費
や
し
、
領
主
家
中
や
関

　
）

第15衷 構成村の小社詞数

　　　（明治2年

1除地社1小詞

1
1
1
0
3
0
1
1

1
1
5
1
5
㍗
2
2

二
村
村
谷
村
村
村
村

　
田
目
ケ
　
　
森
本
石

上
油
俳
臣
下
小
羊
呉

所
役
人
に
も
献
上
品
を
振
舞
う
な
ど
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
残
金
六
両
三
分
余
は
、
上
村
・

町
一
三
口
、
油
田
八
口
、
下
村
七
口
、
伊
目
一
口
、
葭
本
四
口
、
小
森
四
口
、
呉
石
六
口
、
老
ケ
谷
二

口
の
比
で
割
戻
し
て
い
る
。
こ
の
比
率
は
石
高
・
戸
口
と
は
必
ら
ず
し
も
比
例
せ
ず
、
と
く
に
十
目
村

に
少
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
門
籠
目
村
講
中
二
而
ハ
無
蓋
候
処
、
右
之
金
合
講
申
候
」
と
し
て
、
伊

目
村
よ
り
別
に
一
両
拠
出
し
て
よ
う
や
く
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
牛
頭
天
王
祭
礼
の

場
合
と
同
様
、
伊
圏
は
位
置
が
偏
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
な
に
か
祭
事
に
関
し
て
は
、
別
扱
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か
い
さ
れ
て
お
り
、
惣
村
体
制
の
解
明
の
残
さ
れ
た
課
題
と
い
え
よ
う
。

　
3
　
結
び
に
か
え
て

　
以
上
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
遠
州
引
佐
郡
を
中
心
と
し
て
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
い
っ
た
ん
は
大
名
格
の
一

円
的
な
領
地
支
配
を
形
成
し
た
井
伊
谷
の
近
藤
家
は
、
ほ
ど
な
く
旗
本
五
家
に
解
体
し
た
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
珍
ら
し
い
事
例
と
い
え
る
が
、

解
体
後
も
旧
近
藤
家
領
本
高
と
い
う
連
帯
は
残
り
、
気
賀
宿
の
助
郷
圏
に
も
反
映
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
気
賀
近
藤
家
の
陣
量
所
在
地
で
あ
り
、
姫
街
道
を
か
た
め
る
関
所
と
宿
が
設
け
ら
れ
た
気
賀
を
と
り
あ
げ
、
行
政
的
に

は
大
き
く
一
村
に
画
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
内
証
わ
け
さ
れ
て
七
つ
の
構
成
村
と
町
・
老
ケ
谷
新
田
か
ら
成
立
し
て
い
た
事
実
を
明
き
ら
か
に
し

た
。
こ
う
し
た
複
合
的
藩
政
村
形
成
の
要
因
と
し
て
、
三
方
原
入
会
権
、
湖
岸
の
新
田
開
発
、
漁
業
権
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
史
料
に
即
し
て
検

討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
近
枇
を
つ
う
じ
て
各
構
成
村
間
の
錯
綜
関
係
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
る
方
向
へ
と
進
み
、
行
政
的
に
も
大
庄
屋
が
統

轄
す
る
よ
う
に
な
り
、
宿
を
中
心
に
町
立
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
件
が
、
関
所
の
管
理
と

も
か
ら
み
あ
っ
て
、
気
賀
の
村
体
制
を
特
色
あ
る
も
の
に
展
開
せ
し
め
た
。

　
次
の
課
題
と
し
て
、
山
間
部
や
都
田
川
中
流
量
の
諸
村
と
の
対
比
を
つ
う
じ
て
、
井
伊
谷
本
領
の
村
落
体
棚
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が

遣
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
①
内
山
莫
竜
「
遠
江
国
風
土
記
伝
」
寛
政
一
一
（
風
霜
版
昭
和
四
四
、
｝
五
三
頁
）
。
　
　
⑤

②
　
『
郡
誌
』
上
巻
、
四
七
五
頁
。
た
だ
し
同
じ
『
郡
誌
』
に
は
斎
藤
秀
太
郎
氏
所

　
蔵
の
旧
記
に
よ
る
由
緒
と
し
て
、
地
震
に
よ
る
御
神
体
の
漂
着
は
明
応
八
年
（
一

　
四
九
九
）
、
現
在
地
へ
の
奉
遷
は
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
と
年
次
が
大
き
く
ち

　
が
っ
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
旧
社
格
は
郷
社
で
、
戦
前
に
し
ば
し
ば
県
社
昇
格
の

　
動
き
が
あ
っ
た
が
、
由
緒
を
示
す
決
定
的
な
史
料
に
乏
し
く
は
た
せ
な
か
っ
た
。

③
『
郡
誌
』
上
巻
、
四
七
七
頁
。

④
　
気
賀
東
林
寺
住
職
、
木
村
文
雅
氏
の
示
教
に
よ
る
。

　
小
社
祠
の
う
ち
、
明
治
以
後
、
村
社
と
な
っ
た
の
は
伊
目
の
諸
小
社
を
合
祀
し

　
た
白
山
神
社
の
み
で
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
早
目
が
細
江
神
社
の
祭
礼
に
関
し
て

　
冷
遇
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
小
社
の
記
録
文
書
は
ほ
と

　
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
が
、
油
田
の
鎮
守
屯
倉
水
神
に
つ
い
て
は
、
油
田
の
漁
業
権

　
と
も
関
連
し
て
、
三
旧
家
で
社
家
と
川
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
と

　
お
り
で
あ
る
。

⑥
『
郡
誌
』
上
巻
、
四
七
六
頁
。
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〔
付
記
〕
　
本
稿
作
製
に
あ
た
り
多
く
の
便
宜
と
助
欝
を
い
た
だ
い
た
静
岡
大
学
若
林
淳
之
教
授
、
同
細
井
淳
志
郎
助
教
授
、
気
賀
東
林
寺
住
職
木
村
文
雅
氏
、

井
伊
谷
宮
宮
司
岡
部
厳
夫
氏
、
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
付
置
史
料
館
の
各
位
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
昭
和
四
七
年
度
文

部
省
科
学
研
究
費
総
合
研
究
「
盤
山
漁
村
の
書
誤
と
そ
の
変
容
に
関
す
る
人
文
地
理
学
的
研
究
」
　
（
代
表
者
京
都
大
学
藤
岡
謙
二
郎
教
授
）
の
筆
者
の
分
担
研

究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
最
後
に
本
稿
を
雀
荘
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
に
大
き
な
業
績
を
た
て
ら
れ
た
米
倉
二
郎
先
生
の
広
島
大
学
御
退
官
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
、
同
教
授
に
献
呈
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授
・
宇
治
市

旗本領と逓世の郷荘（山澄）
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rural　community．　ln　this　way　Todai－ji　temple　intensified　the　control

over　Yakihara　estate，．which　had　completed　in　Chog’en長元era，　in　the

middle　of　the　11　th．　century．　Yaleih．ara　estate　turned　into　Ku”ioda　main

manor黒田本庄，　which　is　a七ypica｝　Medieval　manor，

ff・taln・t・Territ・・y旗本領．・・4ρ吻郷荘＝i・．　t与・．

　　Modern　Ages　；　A　qase　Study．of．　lidani　・　Kega

　　　　　　井伊谷・気賀District．　in　Enshu遠州

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　H．　Yamazumi

　　There　spread　a　Hatamoto　Territory　called　Iidani．一Go－Kondo．井伊谷五

近藤in　Iidani・Kega井伊谷・気賀district　which　was　situated　in　the

region　to　the　north　of　Lake　Hamana浜名湖and　had　been　he｝d　by

famous万井伊family，　Kondo　fam圭1y　had　resided　in　Jidani白血谷

and　was　promoted．　to　the　substan七ial　i）aimyo．大名．　status　by　play2ng

the　SCOUting　rOle　SUCCeSSfUlly　in　TOflUgaWa勿αs％’S徳川家康inVaSiOn

into　Enshu遠州in　the　eleventh　year．．　of　Eiroku永禄（1568），　and　built

Jinya陣屋in　its　home　territory，　lidani　in　the　fifth　year　of　Genna元

和（1619），but　soon　d圭vided　itself　into　five　Hatamoto　Terrkories，　that　is，

Kanasashi金指，　fidani・Kega，　Ohtani．大谷l　Ishioka石岡．　Th呈s　case　was

very　peculiar　one　compared　with　many　downfalls　of　Daimyos．

　　In　this　article，　1　would　like　to・　follew　the’distribution　and　clianging

process　of　the　territories　of　the　five　families，　and　show　that　this　divi－

sion　into　five　Hatamoto　Territories　was　deeply．connected　wlth　the，　ad－

min三strat圭on．　of　important　Kega・btZrrier気賀関．　in・the　way　of紐彫6－

KaidO姫街道，　moreover，　I　would　like　to　show　that，．　after　the　division，

the　bondage　among．the　old・　Kondo　family　was　so　strong，　and　refiected

in　the　sphere　of　Suleego助郷of　Kega－barrier．

　　Among．　．these　five　territories，　taking・・the　case　Of　important　Kega　Terri－

tory　where　the　bart’ier　and　innS　were　set　up，　1・　would　like　to　analyze

the　system　of　a　modern　village．　．・Administratively　this　territory　was

regarded　as　one　village　a£王arge，・．but．was　divided　implicitly内証わけ

and　composed，　of　seven　small　villages，’One．　town　and　Rogatani－Shinden

老ケ谷新田．　By　the　ana玉ysis　of　the　right　of　1万漉入会権，．the　develop一

（947）



ment　of　the　coast　of　Lake　Hamana　into　new　cultivated　land，　and　the・

right　of　fishing，　all　of　which　was　supposed　to　make　this　complex－village

of　the　Han藩一Regime，　and　I　would　like　to　conclude　that，　all　through

the　modern　ages，　complex　relation　among　these　small　villages　was

aggrandized　and　Kega　territory，　one　example　of　medieval　reglon　in　its

substance，　supported　by　the　administration　of　the　barrier，　did　not　dissolve

into　a　modern　viilage　based　upon　another　type　of　settiements，　aRd　was・

maintalned　thenceforth．

｝

史
林
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
知
ら
せ

　
史
林
の
．
．
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
在
庫
は
次
の
通
り
で

す
。
お
申
込
は
必
ず
前
金
に
て
郵
送
の
場
合
は
送

料
（
各
柵
三
〇
円
）
を
添
え
て
下
さ
い
。

三
三
巻
｝
号

三
八
巻
四
号

三
九
巻
五
号
・
六
号

四
〇
巻
五
口
写
・
六
暑
・

四
二
巻
四
号
・
五
凱
乃

四
三
巻
二
口
万
～
六
口
万

四
四
出
智
一
口
万
・
六
号

四
五
巻
　
号
・
二
号

四
六
巻
五
号

四【

ｵ
巻
｝
口
写
～
穴
q
写

四
八
巻
三
号

頒
価
は
、

五
五
巻
三
号
以
降
は
、

五
五
巻
二
号
ま
で
は
、

　
　
　
　
　
四
五
〇
円

四
九
巻
三
号
・
五
号

　
　
　
・
穴
轟

轟
〇
巻
一
号
～
四
号

　
　
　
・
六
号

五
一
巻
一
団
万
～
山
肉
質
万

五
二
巻
一
山
門
～
六
口
写

五
一
二
巻
一
号
～
六
口
万

五
四
巻
㎝
口
写
～
山
ハ
じ
コ
写

五
五
巻
一
号
・
二
面

五
五
巻
＝
盲
万
～
六
口
写

五
六
巻
一
口
写
～
五
口
万

　
　
　
三
五
〇
円

誤
植
の
お
わ
び

　
前
号
掲
載
の
ノ
ー
ト
八
田
生
雄
「
ド
イ
ツ
知
識

人
と
国
民
国
家
の
理
念
」
に
つ
き
ま
し
て
は
多
数

の
誤
植
を
だ
し
ま
し
た
こ
と
、
執
筆
潜
の
八
田
先

生
な
ら
び
に
読
者
各
位
に
深
く
お
わ
び
申
し
上
げ

ま
す
）

史
林
会
費
値
上
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
紙
不
足
等
雑
誌
生
産
費
を
は
じ
め
と
す
る
諸
費

の
高
騰
に
よ
っ
て
本
会
の
経
済
状
態
が
葬
常
に
苦

し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
四

十
九
年
度
か
ら
、
年
間
会
費
が
、
三
、
三
〇
〇
円

に
な
り
ま
し
た
。
学
術
会
費
の
値
上
は
不
本
意
で

は
あ
り
ま
す
が
、
会
員
諸
氏
の
御
理
解
と
御
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
九
七
三
年
一
〇
月
瓢
五
臼
印
刷

一
九
七
三
年
一
［
月
一
日
発
行

史
発
行
人

印
刷
所

定
価
四
誠
O
円

林
　
　
　
（
第
五
六
巻
第
六
母
）

京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町

京
都
大
学
文
学
部
内

　
史
　
学
　
研
　
究
　
会

　
　
　
　
　
　
　
振
替
京
都
五
一
五
五
番

　
理
事
長
　
　
佐
　
　
伯
　
　
　
富

　
京
都
市
下
京
区
西
七
条
御
所
ノ
畠
中
町
五
〇

　
中
村
印
励
株
式
会
社
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